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奥州市議会全員協議会 会議録 
 

 

【日  時】 令和３年２月１日（月） 10:00～16:05 

【場  所】 ７階 委員会室 

【出席議員】 （26名） 

小野寺隆夫 佐藤郁夫 小野優 及川春樹 千葉和彦 高橋晋 小野寺満 高橋浩 

千葉康弘 瀨川貞清 千葉敦 廣野富男 及川佐 菅原圭子 菅原由和 飯坂一也 

髙橋政一 加藤清 阿部加代子 中西秀俊 菅原明 小野寺重 藤田慶則 今野裕文 

渡辺忠 及川善男 

【欠席議員】  なし  

【出             席             者】 小沢市長 及川副市長 新田副市長 千葉総務企画部長 

 千田財務部長兼行政経営室長 羽藤財政課長 及川財政課課長補佐 

佐藤健康こども部長 菅野健康増進課長 菊池納税課長 千葉税務課長 

高橋健康増進課課長補佐 

菊地商工観光部長 鈴木農林部長 佐賀福祉部長 中田上下水道部長 

千葉教育部長 松戸総務課長 折笠総務課長補佐 

渡辺都市整備部長 伊藤土木課長 菊地土木課課長補佐 

浦川協働まちづくり部長 井面地域づくり推進課長 二階堂政策企画課長 

千葉都市プロモーション課長 梅田地域づくり推進課課長補佐 

早坂地域づくり推進課副主幹 

桂田行政経営室主幹 千葉公共交通対策室長 岩渕生涯学習スポーツ課長 

佐々木商業観光課長 菊地農地林務課長 鈴木歴史遺産課長 

菅野行政経営室副主幹 

千田長寿社会課長 髙橋長寿社会課課長補佐 吉田長寿社会課課長補佐 

佐々木企業振興課長 佐藤企業支援室副主幹 吉田企業支援室副主幹 

       瀬川議会事務局長 高橋議会事務局次長 千田議会事務局議事調査係長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【次  第】 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

 ① 令和３年度奥州市一般会計当初予算案について 

② 国民健康保険税の見直しに関する市民説明会開催結果報告について 

③ 令和３年度行政組織について 

④ 市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北本線水沢駅・金ケ崎駅間新張踏切拡幅工事の 

協定ついて 

⑤ 新しい「協働のまちづくり指針」について 

⑥ 指定管理者候補者ついて 

⑦ 公共施設等総合管理計画・個別施設計画（案）について 

⑧ 第８期介護保険事業計画におけるサービス基盤整備について 

⑨ 新工業団地（袖山地区）の整備について 
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(2) 協議事項 

議会改革検討委員会検討結果について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【概  要】 

１ 開会 

（佐藤郁夫副議長） おはようございます。ただ今から全員協議会を開会いたします。議長より挨

拶をいただきまして、協議事項以下、議長が執り進めますのでよろしくお願いいたします。 

 

２ 挨拶 

（小野寺議長） おはようございます。今朝も大分、冷え込みが厳しかったようでございまして、

登庁する際も、車のノロノロ運転の方が多かったんじゃないかなというふうに思います。まず、

これからも交通事故等ないように気をつけていただきたいというふうに思います。 

今日は、全員協議会、説明事項が９項目もあるということで、できるだけ今日中に終わるよ

うに進めたいと思いますので、どうか議員の皆さんにも、簡潔に要点をまとめてご質問してい

ただければというふうに思います。なお、今日、午後１時から市長の記者会見があるというこ

とで、その時間を利用いたしましてと言ったらあれなんですが、(2)の協議事項を、その時間

帯に繰り上げて行いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは市長、

お願いします。 

（小沢市長） 改めて皆さんおはようございます。まず、冒頭に議長が１時から記者会見というそ

の記者会見の内容は、本日、第１項目でお話を申し上げます、令和３年度奥州市一般会計予算

の編成案について、まずは、いの一番に議会の皆さんにご報告を申し上げた後、記者発表しよ

うということでございます。１時間ほどその時間を取らせていただくということでございます。 

また、本日は、９項目についてのご説明ということでございますが、どうしても積み残しな

どがあれば、日程を変えて、積み残し分については丁寧にご説明を申し上げたいというふうに

思っております。要点をまとめて簡潔にと言いつつも、お聞きになりたい質問まで、我々とす

れば制限をかけるというようなことは一切なく、ご自由にご発言をいただければと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上申し上げ、冒頭の挨拶といたします。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。 

（小野寺議長） それでは説明事項に入る前に、商工観光部長から発言を求められておりますので、

これを許可します。 

（菊地商工観光部長） 商工観光部です。去る１月18日に開催された市議会全員協議会の説明事項

のうち、国民宿舎サンホテル衣川荘の再公募のご説明において、高橋浩議員より公募プロポー

ザルのプレゼンテーションの審査を傍聴したいとのご質問に対し、検討すると回答した取扱い

に対して、プロポーザル所管の財務部よりご回答申し上げます。 

（小野寺議長） 千田財務部長。 

（千田財務部長） 財務部でございます。市は、奥州市プロポーザル方式等実施ガイドラインを定

めており、これに則り、プロポーザル方式による受託者の選定を行うこととしております。こ

のガイドラインでは、事業提案に関する書類や審査結果などの文書開示についても基準を定め

ており、候補者選定前においては、審査会の委員名簿や議事録は非開示としています。このこ

とを踏まえますと、審査会についても非公開という扱いとなります。以上でございます。 

（小野寺議長） 菊地商工観光部長。 

（菊地商工観光部長） なお、優先交渉権者との交渉が整った段階におきましては、優先交渉権者

の提案内容については、改めてご説明申し上げるものでございます。以上です。 

（小野寺議長） 前回の全員協議会の際に質問されたことへの回答でございましたが、質問者よろ

しいですか。 

（高橋浩議員） はい。 
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３ 協議 

 (1) 説明事項 

  ① 令和３年度奥州市一般会計当初予算案について 

（小野寺議長） それでは早速、説明事項に移らせていただきます。①令和３年度奥州市一般会計

当初予算案について、当局から説明をお願いします。小沢市長。 

（小沢市長） 冒頭申し上げたいと思います。皆様のお手元にお配りをしている通りでございます

けども、協働のまちづくりの定着と行政経営改革の着実な推進に努めることを基本方針と定め、

編成をしたものでございます。 

この冒頭の箱囲みを読ませていただきますけども、市総合計画に掲載している事業について、

事業費及び財源を精査しました。最も効率な手法により、着実に推進したいと考えております。

新規事業の構築や既存事業の見直しに当たっては、協働のまちづくりの理念に基づき、方策を

検討した上で、事業化をしていくということであります。財政健全化の推進により、事務事業

の減量、効率化、経費全般の縮減、そして節減に努めるという内容になっているところでござ

います。前年度の予算と比べて、予算総額ではマイナス3.8％、それから一般財源の部分では

マイナス4.8％というふうな分で、昨年の予算ベースでは、それなりの減額をしながら、推進

していこうというものでございます。いずれ内容につきましては、担当の方からご説明を申し

上げますので、お聞き取りをお願いいたします。 

（小野寺議長） 千田財務部長。 

（千田財務部長） それでは、当初予算案の概要についてご説明いたします。資料につきましては、

令和３年度奥州市一般会計当初予算についてをご覧いただきたいと思います。こちらは、もう

１つのファイル、令和３年度奥州市予算案の概要をまとめたものでございますので、詳細につ

きましては、後程ご覧いただければと思います。令和３年度予算の編成方針につきましては、

先ほど市長がご説明申し上げました通り、協働のまちづくりの定着と行政経営改革の着実な推

進に努めることを基本方針と定め、３つの観点をもとに編成いたしました。この３つの観点に

ついては、資料１ページの、先ほど市長が申しました箱囲みの中の３点でございますので、省

略させていただきます。 

続きまして、資料１ページの下段の方にございます、１の予算規模についてでございます。

令和３年度一般会計当初予算の予算総額は564億7,850万円で、前年度当初予算と比較いたしま

して、22億4,540万円、3.8％の減となっております。令和３年度予算は、民生費において、社

会保障関連経費の伸びという増要因があったものの、令和２年度の特殊要因であった、奥州金

ケ崎行政事務組合のごみ焼却施設長寿命化事業が終了したこと、出資金の一時増額が必要で

あった下水道事業の法適用化が完了したことの影響や、予算編成において令和２年度から引き

続き枠配分方式による歳出規模の抑制に取り組んだことなどにより、前年度と比較して減とな

りました。右側にグラフを載せておりますが、奥州市としての最大規模は、平成24年度の638

億8,000万円であり、このうち、旧土地開発公社清算に要する費用として、92億円が措置され

ていたものです。２ページ以降につきましては、財政課長からご説明申し上げます。 

（小野寺議長） 羽藤財政課長。 

（羽藤財政課長） ２の歳入及び歳出の概要についてでございます。当初予算総額は、先ほど申し

上げました通り564億7,850万円となっております。市税につきましては、124億2,554万9,000円

で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による市民税の減により、前年度と比較しまして

6.0％の減を見込んでおります。繰入金についてでございます。21億9,251万9,000円で、令和２

年度の特殊要因であったごみ焼却施設長寿命化事業の終了、それから下水道事業法的化の完了

に加え、財政健全化の履行などにより、全体として36.8％の減。うち、財政調整基金の取崩額

は52.8％の減となっております。 

寄付金です。６億20万2,000円で、ふるさと応援寄付金の増により、39.5％の増となってお

ります。地方交付税、180億9,171万8,000円のうち、普通交付税は、税収の減に伴う増分はあ

るものの、合併算定替の終了、それから臨時財政対策債への振替が増となったことによりまし
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て、0.5％の減と。特別交付税は、ごみ焼却施設長寿命化事業の終了に伴う震災復興特別交付

金の減などにより、40.9％の減となっています。市債は42億1,700万円で、普通建設事業の事

業規模に連動し、減となったものの、臨時財政対策債の増等により、9.3％の増となっており

ます。 

続きまして、右側、歳出の概要についてでございます。義務的経費は、介護給付費等の給付

費や子ども子育て支援給付費といった社会保障関連経費の伸びにより、扶助費が3.6％の増と

なったものの、人件費は1.2％の減、それから、交際費は4.3％の減となったため、全体として

は0.1％の減というふうになっております。 

投資的経費でございます。水沢中学校校舎等改築工事への着手、企業立地促進補助金の増等

があるものの、全体としては12.1％の減となっております。補助費等でございます。ごみ焼却

施設等長寿命化事業の終了に伴う奥州金ケ崎行政事務組合負担金の減や、補助金負担金の市全

体の見直しなどにより、13.8％の減となっています。次に物件費です。ふるさと納税の増に伴

うふるさと応援寄付業務代行委託料の増や、令和３年度に行われる衆議院議員総選挙及び市長

市議会議員選挙などの選挙事務費の増により、0.9％の増となっております。投資及び出資金

でございます。令和２年度の下水道事業の法的化が完了したことから、留保資金分の出資金、

これの減などにより31.7％の減となっています。 

続きまして３ページになります。３の重点的に予算を配分した主な事業についてです。令和

３年度は、総合計画の５年目となり、戦略プロジェクトを初めとした実施計画に計上された事

業を着実に実行できるよう、限られた財源を重点配分いたしました。まず、市勢発展のための

戦略プロジェクトのうち、人工プロジェクトでは、奥州市版総合戦略事業として、総額を２億

3,566万円としております。内容としましては、安定した雇用と新しい産業の創出。出会いを

通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ。体験を通じた新たな奥州ファンの開拓、地域愛

の醸成と安心安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現という４つの柱で各事業を推進する

ものです。また、もう１つのＩＬＣプロジェクトでは、ＩＬＣ推進事業として講演会の開催や

出前事業の実施等で、約998万円となっております。 

続きまして、総合計画における施策の大綱別事業です。 

まず、みんなでつくる生きがい溢れるまちづくりに関する事業です。住民による自主的、主

体的な地域づくり活動を促進する地区センター管理事業に約３億3,700万円。また、協働のま

ちづくり交付金など地域づくり推進事業に約１億9,600万円。ふるさと応援寄付金に対する特

産品の返礼ＰＲ事業に約３億2,800万円。カヌージャパンカップ開催やコース整備などのカ

ヌー競技と推進事業に約1,500万円となっております。次に、未来を拓く人を育てる学びのま

ちづくりに関する事業では、水沢中学校校舎等改築事業に約１億1,500万円。ＧＩＧＡスクー

ルへの対応を考慮した教育用コンピュータ管理事業に約１億600万円。中学校スクールバス更

新事業に約9,500万円となっております。 

次に、４ページになります。健康で安心して暮らせるまちづくりに関する事業です。延長保

育や一時預かり保育など、特別支援教育保育事業として約２億7,400万円。０歳から18歳まで

の子ども医療費給付事業は、約２億8,900万円。次に、豊かさと魅力あるまちづくりに関する

事業です。工場等を新設した場合の企業に対して、用地取得であったり、構築物等の建設に要

する経費などを補助する企業立地促進補助金に３億円。地域の農地利用等を行う経営体を確保

するため、担い手の経営を支援する経営継承発展等支援事業に約1,200万円。次に、環境にや

さしい、安全、安心なまちづくりに関する事業です。行政事務組合が行うごみ及びし尿処理施

設、広域交流センターの事業分の負担金として、約８億900万円。危険空き家の除却及び改修

工事等を行う空き家対策事業に約600万円。消火栓、防火水槽、消防ポンプ自動車等の整備、

コミュニティ消防センターの改築等を行う消防施設設備整備事業に約１億2,100万円。公共交

通空白地において各地区等の運営費を補助する地区内交通運行事業に約1,600万円。 

次に、快適な暮らしを支えるまちづくりに関する事業です。社会資本整備総合交付金事業と

して、道路改良や通学路の改修に約５億700万円。橋梁、公園など都市基盤長寿命化事業に約

２億5,100万円。 
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最後になりますが、４の基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスの状況でございま

す。市債の抑制により、予算上のプライマリーバランスは黒字が11億円となっております。起

債残高は、年度末比較で約27億円減る見込みとなっております。また、令和２年度末の起債残

高見込みは約640億円。それから、令和３年度末の残高見込みになりますが約613億円という見

込みとなっております。当初予算案の概要説明については、以上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点につきまして、ご質問等ございましたらお願いい

たします。７番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） ７番、千葉康弘です。１ページにありましたけれども、予算規模っていうこと

で書かれていますが、今回、財調はいくらになるのかということで、お示しいただければと思

います。次に昨年の６月に行革ということで、皆さんに説明いただいていますけれども、その

中で、毎年約20億円ぐらい収入が不足するんだということで、財調から取り崩しってことであ

りましたけれども、例えば、このままいった場合ですと、令和５年待たずに厳しくなるのかな

と思ったんですけれども、その辺の見通しっていうことで、ご説明いただければと思います。 

あとは、最後ですけれども、厳しい形で作っていただいているわけですけれども、今回も財

調の方、取り崩されちゃいけなかったということですが、その要因というところで、簡単で結

構ですが、教えていただけばと思います。以上３点です。 

（小野寺議長） 羽藤財務課長。 

（羽藤財政課長） 財調の見通しということでのご質問でございました。財調残高は来年度末で79

億円ございまして、２年度末では52億円ということで予算上今見ているところですが、３年度

については13億4,000万円ほどを取り崩しまして、３年度末の残高は、43.2億円ぐらいというこ

とで見込んでおります。これ財政計画で言うところの施策で言いますと、３年度末では４億円

ほどのオーバーといいますか、低くなっているというような状況でございます。財政計画上効

果額を見込んでおったわけですけれども、9.3億円の取崩しを財政計画上見込んでいたところを

4.1億円ほど、その分を要因としまして、オーバーしているというところで当初予算見込んだと

ころでございます。 

財政計画上でいいますと５年度で枯渇するというような計画でもあったわけですけども、そ

れを修正するために、財政健全化の方が効果額を見込んだという部分でございます。今年度の

不足額については、18億1,000万円ほどの財源不足額を予定していたわけなんですけれども、

その部分効果額が、4.7億円ほど生み出した部分での足りない部分の未達成部分の4.1億円って

いうのが、取り崩しの部分に、9.3億円余の取崩しに上乗せをして、13.4億円というふうに

なったところでございますけれども、財政計画上では、想定内というふうにこちらの方でも捉

えておりますので、７年、８年ごろには、一旦収支均衡も図れる見込みのところで推移してい

くのではないかというふうに考えているところでございます。以上です。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 千葉議員のご質問にわかりやすくお答えをいたします。15年前に合併した時には、

それぞれのサービスを持ち寄って、なおかつ、合併特例という交付税の嵩増し特典を受けてき

たわけです。10年間。それがなくなったと。しかしながら、合併当時の行政サービスについて

は、できるだけ激変を緩和するように、サービスは高い方に、負担は低い方にという書き言葉

の中で、かなり難しい行財政運営をしてきたわけでありますけれども、結果的に400人からの人

員削減は、その期間中に行ったわけでありますけれども、なお一つの市とすれば、歳出、要す

るに行政サービスに関わる経費の適正化、要するに歳入に対する適正化がなされていないため

に、財調を取り崩さなければならないということになっているということでございますので、

やはり行財政改革をしっかり進めていかなければ、毎年基金を取り崩して収入に充てるという

作業をしていかなければならない。それが毎年減るということは、では、財調取り崩せなく

なった場合にはどうするのかっていうと、今しているサービスを大幅と言えばいいのか、一定

の数で削減をしていかなければならないということです。 

特に削減の対象になるのは、市単独補助をしているものについての補助先が、削減していか

ざるを得ないということになるわけですね。県補助に上乗せとかという国、県の施策の部分は、
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これは続くわけでありますけども、市単独の部分というふうなところなどについては、やっぱ

りかなり厳しく食い込んでいかなければならないということになる。となった際には、やはり

費用に対する効果の大きなものについては、持続させていくと。そうでないものと言ったら大

変表現は良くないのですけれども、効果の上がらないものは、効果の上がるような形に変更し

ていかなければならないと。これが市民にとっては、サービスの切り捨てだというふうな表現

に変えられる可能性はあるのかもしれませんけれども、結果的には、借金を増やして毎年の会

計を進めるということは、何を意味するかといえば、数が少なくなる子どもに借金の払いを先

送りしてしまうということになってしまうわけであります。 

今回は、財政課長が申し上げた通り、予定からすると４点数億円、削減しきれなかったとい

うことでありますけども、昨年から立てた計画値からすると、５億円弱ほどは行革としての効

果を出すことができたという話であります。しかしながら、４点数億円、もし予定通り減らし

たにしても、13億円が９億円になって、その分はやはり切り崩さなければならないという状況

でありますから、やはりこれは真剣に議員の皆様方からも、奥州市が先行きよろしくなるよう

にというふうな観点から、ご提言なども頂戴できれば大変ありがたいなというふうに感じてい

るところでございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。12番廣野富男議員。 

（廣野富男議員） ２点ほど確認とお尋ねをしたいと思います。今の市長のお話しで、行革で５億

円というお話は、計画上で言うところの５億円の縮減が得たということですが、具体的にスク

ラップアンドビルドによる効果ということになったとすれば、具体的な１つ、２つ、事例を

ちょっと挙げていただければありがたいなというふうに思います。 

あと２つ目は、前年度に比べれば、確かに当初予算案の規模は小さく見ます。ただ、先般の

17号補正の総額を見ますと759億円ですか、約760億円の予算規模になっていますが、それと比

較すると、今回の予算規模は約587億円ですから、その差単純に見ますと170億円の開きがあり

ます。去年の当初予算に比べて、決算、令和２年度の17号補正の額で見ますと、これだけ開き

が出るわけですが、令和３年度もそういう傾向になるのかどうか、確か昨年の財政見通しの時、

予算と決算は乖離ないように進めるという確か強い財政部長のお話があったわけでありますが、

その辺の見通し、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

（小野寺議長） 羽藤財政課長。 

（羽藤財政課長） まず、財調の取崩しの部分でお答えしたいと思いますが、財政計画上見込んで

いた効果額というのは8.8億円ということでお伝えをしていたところでございます。今般の予算

編成にあたってはですね、これが4.7億円の削減を達成したと。従いまして、未達成額4.1億円

分を財調から取り崩さざるをえなくなっていたというところでございます。 

前年度の予算とかなり乖離があるわけなんですけれども、その部分の大きな要因としまして

は、広域行政組合のごみ焼却施設の長寿命化事業に対する負担金という部分で、金額が、負担

金では、今ちょっと概算ですけど15、6億円の部分で支出があったかというふうに思います。

ちょっと調べてみますけれども、そういった部分での大きな差が生じているものかというふう

に考えております。 

（小野寺議長） 千田財務部長。 

（千田財務部長） ２点目でございます。令和２年度の当初予算、それから現在時点での補正予算

の規模については、議員ご指摘の通り、非常に大きな乖離差がございます。170億円、180億円

の増という状況になってございますが、これにつきましては、ご存知の通り新型コロナウイル

スの感染対策において、国の臨時交付金によって、市民一律に10万円を給付するとか、そう

いった大きな補正の要因がございまして、こういった大きな差になっているというところは、

ご了解いただけるものというふうに考えます。 

一方で令和２年度の予算編成にあたって、今年度予算、１年前の話でございますが、当初予

算と決算はなるべく近づけるのだという考え、お話、これについては、今現在も変わっており

ません。同じ認識でおります。当初予算で、年度中想定される事業の内容、それからその規模、

金額について、限りなく精査をし、当初計上していきたいというのは、財政の担当としての思



7 

 

いでございます。その中で１年間、この市の事業を運営していく中で、必要となる事業が出て

くれば、それは、当然必要となるものでございますので、財政調整基金なりを活用しながら、

適時補正によって対応していくということでございますので、100％一致するということは難

しいものと考えておりますけれども、財政担当としての方針、或いは思いは、最初にご説明し

た通りでございます。 

（小野寺議長）） 羽藤財政課長。 

（羽藤財政課長） 4.7億円の内訳についてちょっと述べさせていただきたいと思いますけれども、

人件費については5,000万円ということで計画通り削減できたということですけれども、例えば、

使用料等につきましては、１億円見込んでいたところが、約3,000万円弱ということで達成でき

ていない部分がありましたと。一方で、事務事業経費の削減ということで、3.7億円ほどを削減

いたしまして、補助金、負担金等の二千数百万円と合わせての4.7億円ということでの財調の観

点から見ると、一般財源ベースでどれぐらい減らしたかというのは、今申し上げた部分での達

成率、６割弱になるのかなというふうに考えているところでございます。以上です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員 

（廣野富男議員） 確かにごみ焼却施設の負担金にしろ、コロナにしても、170億円という金額には

ならないわけですね。ですので、ひとつ資料の提供をお願いしたいと思います。令和２年度中、

突出した支出の部分について、一覧があればお願いをしたいと思いますし、あと今、今回の令

和３年度の予算編成に当たっての行革効果と言われる、その3.7億円の内訳も合わせて、後日で

結構でございますので、よろしく資料提供のほどお願いいたします。以上です。 

（小野寺議長） 千田財務部長。 

（千田財務部長） ただいま、お話ありました２点の資料については、後日調整してお届けしたい

と思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。20番、中西秀俊議員。 

（中西秀俊議員） １つだけお伺いをいたします。予算編成をする中で、これまでも奥州市になっ

て、合併をして15年経過してきたわけですけども、過疎債についてお伺いをしたいと思います。

過疎法は、昭和45年から10年の時限立法として制定されて以来、これまで４次にわたって進ん

できたと理解をしております。法律として、人口の著しい減少に伴って、地域社会における活

力が低下する、生産機能、生産環境が他の地域と比較して、低位置にある地域にとって、総合

的に計画的に対策を実施するために必要な過疎債だったと理解をいたします。その中で、過疎

債は、過疎自治体の円滑な財政運営を支える上で大きな役割を果たしてきたと思ってございま

すが、その辺の見解をお伺いしたいと思いますし、２つ目に、事業債は、毎年概ねどの程度な

されているのか、数字がもしわかれば教えていただきたいと思いますし、その事業債、地域指

定、過疎指定を受けた地域で活用されているのか、これまでオール奥州で使ってきたのか、そ

の辺のお話を伺いたいと思います。国とすれば、与党とすれば、人口要件を満たさず、過疎地

域の指定から外れる可能性がという形で報道がなされたわけですけども、その辺の見解を伺い

たいと思います。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） まず、ちょっと後先になりますけど、オール江刺全域ということでありますから、

使える事業費というか過疎債は、江刺限定です。新一関市におかれましては、新一関市全体が

過疎指定ということで、次回も続くという話ですので、人口はもうとっくに追い越しましたけ

れども、うらやましいなっていう思いが強いです。それはともかくとして、しかしながら、江

刺にだけ過疎の分だけ上乗せしているって話じゃないんですよ。江刺地域で必要なものを、過

疎の有利な起債を使って事業ができるということは、そこで浮いた分を、残り４地域に回せる

ということで、これは非常に効率がよかった起債であると。しかしながら今回、令和３年度か

らという見直しについて、まず、高齢者要件と人口要件っていうか、人口要件とそれから若年

者の要件、２つの指標があるんですけども、どちらも僅差ではあるけれども、過疎に適応され

るのを合格と言えばいいのか、過疎でなくなるのを立派だと言えばいいのか、難しいですけど

も、この２要件、0.1ポイント前後の差で、どちらも過疎の要件から外れてしまったということ
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です。ですから、５年間ないし６年間の激変緩和措置を取られるということではありますけれ

ども、実は今回、過疎に当たって指標とされたのは、今回、2020年の国勢調査ではなく、５年

前の調査を使っているという話なので、早速、昨年度中にその情報を得てすぐに、コロナ禍で

はありましたけれど、必要とされる国会議員に陳情して参りました。特に与党である公明党さ

んには、阿部議員のお力なども借りながら、関係する人たち全部に回ってきました。副大臣等

もおりましたし、いろいろ実力のある方々にお回りしてきました。また、岩手県選出の国会議

員さんにも、しっかりとお話をしてきて、その中でお話したのは、過疎というルールを決める

のであれば、少なくても2025年が国勢調査の年にも当たるので、延長期間が６年間と言われて

いますので、そうすると2025年の国調が出る時期なんですね。その時期をもって、そこのデー

タも一つの判断基準として見直しをかけるという要件を、入れてくれるよう働きかけをしてき

ました。なるかどうかわかりませんけども、野党の皆さん与党の皆さんも前向きに検討し、話

題に供したいと言っていただいておりますので、奥州市とすれば、なくなるのは大変困るので、

できれば2025年の暫定期間がある間は、その暫定の措置を受けつつ、2025年に実施される国調

をもって再度見直しをかけて欲しいという要望を、今しているところであります。 

現実には、まだ決まってはいませんけども、与党案がほぼ決まりそうだというような観測も

上がっておりますので、今言ったようなところを、最後の頼みの綱というか、我々の意向とし

て強く、県選出及び関係する国会議員には、これまでもですけれども、これからもしっかり働

きかけをしていきたいというふうに思っているところであります。 

なお、ここ数年でありますけども、８億円から９億円の過疎債を使って事業を実施している

と。その中の１億円ちょっとを超える金額が、いろいろご指摘はあるんですけども、工業団地

の水道料金の補給金にも充てられていると。過疎のいいところってのいうは何かっていうと、

ソフト事業にも使えるっていうのは、極めて有効なんですよ。橋を建てる、道路を造る、施設

を造るということだけではなく、今言ったようなことも含めて、活性化に資するソフト事業に

も過疎債を使いながら活性化を図れるというような部分の起債は、過疎債の他にはちょっと見

当たらないんですね。俗に言う社会総合整備保証債などというのは、もう完全にインフラ専用

ですからね。 

ですから、この部分のところは何としてもというところで、江刺エリアが外れるというのは、

極めて我々とすれば財政計画を立てる上においても大きなハンデを背負う。過疎でなくなるん

だから本当はいいことなんでしょうけども、苦しいというのが現実です。地方全体に今、人が

減っていますからね。人の減り幅が、他に比べて奥州市は頑張った分、減り幅が少なかったと。

若い人たちも、他に比べればまだ若い人はいますよって話に、数字上はなっているんですけれ

ども。議員の皆さんも、私も、そんな実感、全然ないんで、何とかしていかねばならないなと

いうふうに思っております。今の前段で申し上げたような方向の中で、頑張れる範囲をしっか

りと要望、陳情していきたいというふうに考えております。 

（小野寺議長） 中西秀俊議員。 

（中西秀俊議員） ありがとうございました。市長が言われる通りだと思います。今お話があった

通り、2025年。これから５年間かかっていくわけですけども、ぜひ切れない形で2025年が迎え

ていければいいなと思っています。地域事情なりを探りますと、やっぱり高齢化によって、農

林業の衰退であったり、コロナ禍の影響もあって、さらに商店街の消滅だったり、本当に将来

の維持が危ぶまれる、そんな形もあります。生活圏の集落の維持も大変になってくる状況でも

ありますし、さらに直近では身近な生活を確保するための交通の不足であったり、これから負

担がかかる上下水道の整備であったり、更新であったり、さらには保育所、小学校の統合と、

まだまだハードルの高い課題が山積していると思います。ぜひ、市長がお話しされた通り、こ

の過疎債が次期も継続されることを強く願ってお話をさせていただきます。もし見解があれば

お伺いします。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 中西議員に関わらず、特に今回、国会議員へ要望をした時には、公明党さんの非常

に大きなご理解とご協力を得ながら、副代表初め副大臣等々、厚労副大臣にもお会いできて、
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コロナのことなども少しお話できたりとか、極めて有効な陳情ができたと思っております。含

めてでありますけれども、今ご指摘の通りなんですよ。コミュニティ交通のソフト事業にも

使っているんですよ、江刺地域のね。大きいんですよ、本当に大きい。それから、僅かですけ

れども、合併特例債、まだ少し残っていますけども、これもいずれ枯渇します。使い切りに

なってしまいますんでね。そうすると、過疎債を使えるところと使えないところっていうのは

結構大きな事業差になってくる可能性があるなと。やりたいけれどもできないっていうことが

ならないようにですね、決して法外に予算を使うつもりはございませんけれども、やはり市民

の要望に幾ばくでも応えるためには、いろいろな起債、特に過疎債っていうのは、大きな力を

持った起債であると考える時、何とか次に繋がるような努力は、一生懸命していきたいという

ふうに考えております。 

（小野寺議長） 他にございませんか。佐藤郁夫議員。 

（佐藤郁夫議員） 予算委員会で聞けばいい部分もあるかもしれませんが、関連して２点お伺いい

たします。まず過疎債についてですが、私も、かつて江刺の職員でしたから、過疎債の恩恵を

非常に受けてきたということは、その通りであります。そこで、１つ質問ですが、基準年が変

わったために0.1ポイントで外れたということになるわけですが、全国で江刺のような市町村が

あるのかどうかと、私は、ここで連携をとってやったほうがいいと思うんです。奥州市は奥州

市で当然、陳情とか要望をすると思うんですが、あるとすれば、やっぱり連携をとって、おそ

らく似たような市町村だと思いますから、中身はともかくとして、連携を取ってやられるほう

がいいのではないかと。それで、掴んでいるかどうかということと、その考えがあるかどうか

ということです。あくまでもやっぱり自民党、公明党が政権与党ですから、そこの中で枠組み

が決まっていくわけですから、そういう部分で私は、今が正念場だと思いますので、その点を

お伺いします。 

２点目は、先ほど廣野議員の質問に関連しますが、約５億円がいわゆる行革できなかったと、

簡単に言えば。さっき行革の効果っていうか、それは、使用料なんかでその分が賄いきれな

かったという答弁ですが、どうしても４割賄いきれなかった、できなかったという事業、大き

な部分についてお伺いをしたいと思います。私、なぜこれを言うかっていうのは、４億円でも、

このくらい切ったからいいということではなくて、財政計画上、これをきちっとしていかない

と枯渇してしまうということなんです。急には枯渇しないと思いますが。従って財政計画を基

本にして、何としても行革を進めるということがなければ、私はなかなか財政計画上乗り切れ

ないと思っているから、今の質問するわけですが、２点について質問をいたします。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 例えば、岩手県で言うと、実は、過疎外れたところは奥州市だけです。江刺エリア。

あとは、ほとんど過疎債の適用が繋がっている。新規の分だと大船渡市が過疎に新規参入とい

う話になります。奥州市の場合には、衣川地区が、辺地債が使えるところとかぶっているよう

な気がするんですけれども、衣川の一部が過疎に今度は適用になるというような、数値上はそ

のような形であります。結局、そのポイントが0.1だから悔しくて、１％だったら悔しくないと

かって話ではなくて。そのことも含めて、岩手県の場合だと八幡平市長の田村市長を中心に過

疎を受けているこれまでの団体が、一致協力して全国組織まで作って、これを継続するように、

外れることがないようにという運動展開をずっとしてきたのです。これまでも。しかしながら、

このような結果が出たということでありますので、今ご指摘の新規のところはともかく、既存

のところが外れるというところの情報を得ながら、さらに粘り強く、ここのところは運動展開

していかなければならない。ただ、ズルズルと、今まで何もしてこなかったってことじゃなく

て、過疎については、今までも徹底的に国に陳情してきた、働きかけをしてきたということは、

ぜひご理解をいただきたいと思います。結果が出なければしょうがない話ですけれども、漫然

と状況を見過ごしてきたということではないということです。さらに進めて参りたいと思いま

す。 

（小野寺議長） 羽藤財政課長。 

（羽藤財政課長） 議員おっしゃる通り、確かに当初目論んでいた部分で、削れなかった部分って
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いうのは多々出てきているかと思います。特にも、例えば医療費助成の単独分であったりとか、

そういった部分も、最初は検討には載ったりもしていたんですけれども、結果として削減とい

うのはできなかったと。例えば、そういったものもありますし、単独分が一般財源という部分

で出てくるのですけれども、そこの部分は、どこどこという部分は、まだ分析できておりませ

んけれども、全体的の金額でそういうふうになったということでございます。以上です。 

（小野寺議長） 千葉総務企画部長。 

（千葉総務企画部長） 過疎が外れる予定の例ということで、全国的には、ちょっと今はっきりし

た数字を持っていないですが、40程度あります。同じく入ってくる自治体も40程度。八百十幾

らあるうち、四十数市町村が外れて、四十数市町村が入ってくるっていうような構図になって

いるようです。以上です。 

（小野寺議長） 佐藤郁夫議員。 

（佐藤郁夫議員） 質問、また逆になりますが、廣野議員に資料提供するようでございますので、

それまでに、今度の予算委員会までにできますか。例えば、こういうことだと、具体的にね。

大きな項目でいいです。それができるかどうかと、資料提供できるかどうかということお聞き

したいと思います。 

２点目に入りますが、わかりました。私が言ったのは、市長の言葉を遮って申し訳なかった

んですが、過疎連盟を作っているのはわかります。それから議会でも、発議案として出しまし

た。提案をして出しました。従って、そういう運動はずっとしてきましたし、そういうことで、

私が言いたいのは、そこを簡単に言えば、今までずっとやってきたんですが、極端に言えば、

40の自治体、外れる方の40との連携を強化してやられた方がいいのではないかなあと。私、こ

う思ってきましたから、そういう質問をしたつもりです。そういうつもりで私は質問しました

ので、見解があれば。ここは全協ですから、それだけのことを聞いて、あとは予算委員会にな

ると思いますので、よろしくお願いします。 

（小野寺議長） 千田財務部長。 

（千田財務部長） 先ほど廣野議員さんからご要望いただいた資料、それから、今、佐藤副議長さ

んからご要望いただいた資料の件についてですけれども、大体イメージはできておるのですけ

れども、副議長さんの方からいただいたご要望について、少しこちらの方でもどういったもの

なのかというところを整理させていただいた上で、作れるものなのか、或いはそういう考え方

で、今回は予算編成しておらないというような流れもあろうかと思うのです。例えば、政策経

費についても、経常経費についても枠配という形で各部に示して、その中で取捨選択して、一

般財源に見合う形での事業を組み立ててくださいというような流れなどもありまして、ご要望、

ご期待している内容の資料が作れるかどうか、もう少し時間をいただいて、これからご相談さ

せていただいた上で、作れるものについては作らせていただくということでいかがでしょうか。 

（小沢市長） 先ほど申し上げた通りです。やってきたけれども、これから手を抜かずにやるとい

う、そこの部分で外れたところもというところも含めて、私、答弁したつもりでありますので、

そのようにご理解をいただければと思います。 

（小野寺議長） 佐藤郁夫議員。 

（佐藤郁夫議員） １点目の部分については、それで結構です。それを全部細かくやると大変だと

思いますし、実務的な部分もあるのでしょうから、そういう観点で結構ですから、お願いした

いと思います。それから２点目ですが、私はちょっと極端な例を出しましたが、40の市町村も

当然、過疎連盟に入っていますから。従って、外れそうだっていう40のところとだけやるのは

ちょっとおかしい感じはしますが、やっぱり外れる方は大変ですから、外れない方は良かった

良かったということになりますから、そういう観点で、それらの方々とも連携して、やられる

可能性があるのでしょうかと。そういう意味で、私、お聞きしたつもりでしたが、駄目なら駄

目でもいいですよ。考え方だけ、いいですか。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 極めて難しいのではないかと思います。結果的にお願いする先が与党になりますの

でね。与党に暗にはじかれたもの同士が、与党案は面白くないって言って与党と喧嘩して、何
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か得になるかって話なども考えると、これは極めて慎重にいかなければならない。あくまでも、

今加盟している過疎連盟、過疎団体の中で、それは違うのではないかというふうな形の中で、

外れたところを救済していただくという枠組みを壊してしまうと、これから奥州市だけ違う形

のものになってしまいかねないというふうな。突然の質問ですからね、あんまり踏み込んでこ

う答弁をすることが良いかどうかわからないですけど、私とすれば、極めて難しいご注文にな

る。奥州市にとって、必ずしもいい方向にならない可能性もあるものですから、ここは慎重に

検討してみたいというレベルの答弁とさせていただきたいと思います。 

（小野寺議長） 佐藤郁夫議員。 

（佐藤郁夫議員） 終わりにしますが、当然、40の市町村も、個別には陳情しているわけですから、

私は、それでそういうことなんだなということで、それは理解をしました。ただ、個別には、

その時期を見て、とにかく要望を、奥州市としての要望を続けていただきたいと。これは意見

でございます。終わります。 

（小野寺議長） 他に質問ある方。及川善男議員。 

（及川善男議員） 簡単に１点だけお伺いをします。今回、３年度の予算に競馬組合からの返還金

は見込んであるのかどうかっていうのをお伺いしたい。年度末の開催が流れたことによって、

当初見込んだ収益よりも減るっていうのは報道されておりますけれども、その点ひとつ。なぜ

今、それを聞きたいかっていうと、競馬組合が当市の本会議よりも前に開かれるっていうこと

も聞いているので、ぜひ経営改善について、副管理者である市長の方からも提言して欲しいと

思うのは、実は、水沢競馬場と同じ時期に赤字になって、収支均衡での経営をやってきた高知

競馬場が今、非常に経営が改善されて、構成団体への配分金まで出しているというのが、この

間ＮＨＫで報道されておりました。私も見て大したもんだなというふうに思ったんです。収支

均衡で大変な時期に、私も高知競馬場に行って視察した経過もありますので、非常に思いが強

かったんですが、実質、県が運営している岩手競馬ですから、ぜひ高知競馬場等の教訓もよく

酌み取りながら、経営改善をして欲しいなという思いもあったので、その点をお伺いします。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） ・・・・・というような答弁をしておりますので、ただ、私レベルでは、幾らって

いうふうなところについてまでは、まだちょっと来ていません。といいますのは、大雪のため

に予定したレースが開催できなかったりしたりして取りまとめが難しいということ、それから

今回、大きな利益になった分の多くの部分として、施設整備に積み立てるという名目ではあり

ますけども、水沢競馬場の厩舎改築を予定よりも短くして完成させたいとも聞いておりますの

で、この辺のところの内容がどういうふうな決算の内容になってということでありますけども、

端的に申し上げれば、今回、予算議会に提案する来年度予算の中には、競馬組合からの配当金

は含まれておりません。決まり次第、補正を組むという形になるのかなというふうに思ってお

ります。 

あとは、２件目の部分でありますけども、経営改善というふうな部分に関しましては、まだ

まだやらなければならない大きな課題が山積しているというふうに思っておりますので、一応

意見を申し上げる立場の副管理者でもありますので、この辺のところはしっかりと申し上げて、

より効果的によりスピードをもって改善できるように、さらに指摘をしていきたいと、改革を

促していきたいと考えております。 

（小野寺議長） 他にございませんか。それでは、①の令和３年度奥州市一般会計当初予算案につ

いては、以上とさせていただきます。ここで午前11時15分まで休憩いたします。 

 

② 国民健康保険税の見直しに関する市民説明会開催結果報告について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして、②国民健康保険税の見直しに関する市民説明会開

催結果報告について、当局から説明お願いします。佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 国民健康保険税の見直しにつきましては、11月25日の国民健康保険運営

協議会において諮問し、即日、答申を受けてございまして、その後、11月27日に全員協議会に

おいて説明させていただきました。その部分について市民に対して説明をして参りましたので、
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その結果報告について健康増進課長から説明いたします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 健康増進課の菅野でございます。私から、奥州市国民健康保険税の見直し

に関する市民説明会開催結果報告について、ご報告させていただきます。最初に、開催期間で

ございますが、１月19日火曜日、衣川会場からスタートいたしまして、１月23日土曜日、水沢

地区センター会場で地域ごとに開催いたしました。参加者数は、５会場で合計159名でありまし

た。市側の出席者は、健康こども部長を初め、税務課長、納税課長、健康増進課長、担当補佐

等の職員で対応いたしました。会場ごとの参加者数はご覧の資料の通りでございます。 

今回の国保税の見直しに関する市民説明会は、高齢者福祉計画、第８期介護保険計画の市民

説明会とあわせて、同じ日に、午後にそれぞれ１時間程度の時間を設けて説明会を開催いたし

ました。介護保険事業の市民説明会との合同開催であったこともありまして、市民の関心も高

く、多くの方に参加いただけたと思ってございます。説明の内容は、国民健康保険の仕組み、

当市国民健康保険の状況、税率改正について、まとめという形で説明を行い、１会場当たり３

名から７、８名の方にご質問、ご意見をいただき、質疑に対応いたしました。税率の改正案に

対して概ね理解を示していただき、税率引上げへの反対意見や、改正内容の変更を求める意見

はございませんでした。参考として、説明会において出されました主な質問事項や意見につい

て記載しておりますので、お目通しいただきたいと思います。 

今後のスケジュールであります。２月３日、国保運営協議会の開催を予定しております。市

民説明会の本日の内容を、開催結果を報告いたしまして、国民健康保険条例の一部改正を諮問

いたします。そして、２月定例会におきまして、条例改正を上程いたします。それから、４月

１日施行期日を予定としてございます。以上、簡単でございますが、市民説明会の開催結果に

ついて報告を終わります。よろしくどうぞお願いいたします。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことにつきまして、ご質問等ありましたらお願いい

たします。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 時間の関係もあると思いますので、時間がかかるようであれば、後で結構です

ので、資料をお願いしたいと思います。その内容は、今日の資料の参考として参加者からいた

だいた質問事項が６項目あります。この質問に対する答弁内容について、後で結構ですので、

資料提供をお願いできればお願いしたいと思います。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） それでは後ほど、資料提供させていただきます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。無いようでございますので②の国民健康保険税の見直しに

関する市民説明会開催結果報告については、以上とさせていただきます。説明者入替えのため、

暫時休憩します。 

 

  ③ 令和３年度行政組織について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして③の令和３年度行政組織について、当局から説明を

お願いいたします。千葉総務企画部長。 

（千葉総務企画部長） 令和３年度行政組織について、松戸総務課長より説明させていただきます。 

（小野寺議長） 松戸総務課長。 

（松戸総務課長） 総務課の松戸でございます。私から、令和３年度行政組織について説明をさせ

ていただきます。地方自治法では、地方公共団体は、行政組織の編成にあたり、事務事業の運

営について簡潔かつ効率的になるよう配慮しなければならないとされております。今般の本市

をめぐる新たな行政需要や、令和３年度の重点的に取り組むべき施策を推進するため、行政組

織を見直すものでございます。 

それでは、資料の１をご覧いただきたいと思います。こちらは令和３年度の奥州市全体の行

政組織図でございます。新設、廃止となる部分を色付けしているものでございます。 

続きまして、別紙の２をご覧願います。本日はこの資料を中心に、令和３年度の組織の編成

についてご説明いたします。 
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１、部内室の新設についてでございます。新設は５つございます。初めに、観光施設対策室

を商工観光部、部内室に位置づけるものでございます。設置の目的は、市の運営する温泉宿泊

施設及びスキー場の民間移譲等を円滑に進めるためのものでございます。次に、工業団地整備

推進室を商工観光部企業振興課、課内室に位置づけるものでございます。市が直接実施する工

業団地整備の推進及び整備後の分譲販売業務に対応するためのものでございます。次に、浄化

槽法適化準備室を上下水道部経営課、課内室に設置するものでございます。市営浄化槽事業の

地方公営企業法適用準備を進めるためのものでございます。次に、教育委員会事務局学校教育

課課内室に、ＧＩＧＡスクール構想への対応及び情報教育の推進を図るための情報教育推進室

を設置するとともに、市立小中学校の再編に係る業務を推進するため、学校再編推進室を設置

するものです。 

続きまして、部内室等の廃止についてでございます。廃止は２つでございます。農林部農地

林務課内の農村保全推進室の廃止です。こちらは、世界農業遺産登録認定申請により、一定の

設置目的を達成したことから廃止するものでございます。なお、所掌業務につきましては、農

地林務課へ移管します。次に、福祉部の地域医療介護推進室の廃止です。地域医療計画の策定

により、設置目的を達成したことから廃止するものでございます。所掌業務につきましては、

長寿社会課、地域包括支援センター、健康増進課へ移管するものでございます。 

それでは、レジュメの方にお戻り願います。３、今後の予定についてでございますが、本案

に基づき、令和３年度第１回定例会に、部設置条例の一部改正を提案する予定としております。

説明は以上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことにつきまして、質問等ありましたらお願いいた

します。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） ２点ほどをお伺いします。今回部内室を設けるようですが、この辺の配置人員

等ご紹介できればお願いをしたいと思います。 

あわせて、前にも説明あったのかもしれませんが、コロナワクチン接種に係る体制について

は、今回の組織改編の中でどういうふうになるのか、或いはもうすでに接種体制が整っている

のか、もし整っているとすれば、その概要についてご説明いただければというふうに思います。 

（小野寺議長） 松戸総務課長。 

（松戸総務課長） それでは、職員の配置の部分についてご説明いたします。それぞれまず予定で

ございますが、観光施設対策室、こちらの方につきましては、専任２名と、あとは複数の兼任

職員で。そして工業団地整備推進室、こちらにつきましても、専任２名、そして、そのほか兼

務職員。浄化槽法的化準備室、こちらにつきましては、専任１名と兼任については現在調整中

でございます。そして情報教育推進室、こちらにつきましては、専任２名、そして複数の兼任。

それから学校再編推進室、こちらにつきましては、専任１名と、複数の兼任ということで、現

在予定しているところでございます。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 私の方からコロナワクチンの接種体制につきましてお答えしたいと思い

ます。ワクチン接種体制の対策、本部的な部分ということで、今、事務分掌等をどういったも

のがあるのかといったものをいろいろ検証しながら、今月上旬には、その体制を組んでいきた

いというふうに考えております。まだ部内室、課内室又はチームというところで、今、検討段

階という状況でございます。いろいろワクチンに対する接種体制につきましては、今、保健所

等と、あとは各病院を回ったりして検討をしているという状況でございます。よろしくお願い

します。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 全体についてはわかりました。 

コロナワクチンの接種体制ですが、いろいろそれぞれの市町村でその体制整備に向けて進ん

でいるようですが、今朝の新聞でしたか、昨日の新聞でしたか、医療従事者の後の接種につい

ては、確か３月中旬から下旬に接種が始まるんじゃないかっていう前情報だったんですが、一

昨日、今日でしたか、４月に延びそうだというふうな情報もあって、おそらくその担当部、担
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当課では、それぞれその体制に向けて準備に取り組んでいると思います。私は、どの程度の業

務量なのかわかりませんが、報道によりますとかなりの業務量だというふうに伺っていまして、

これについては、早急に体制を構築すべきだと。ましてや、その組織改変、改組っていいます

か、組織については、きちっと位置づけるべきではないかと思うのですが、その点、もう一度

見通しを伺って終わります。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 議員おっしゃる通りでございます。我々の予算的には、３月中は医療従

事者への接種ということで、これについては、県の方で取り組むということになっております。

その後の高齢者への接種という部分が、３月に来るのか、それとも４月以降になるのかという

そういった部分については、いろいろ情報等を注視して参りたいというふうに考えております。 

体制については、今、鋭意検討しておりまして、専任職員の他に、今、健康増進課内に保健

センターがあるんですけれども、そこの予防接種係という係があります。そこが中心となって

動いておりますが、保健師長を筆頭に、そういったワクチン接種体制が万全にできるような体

制を検討して参りたいというふうに考えています。 

（小野寺議長） 他にございませんか。それでは③の令和３年度行政組織については、以上とさせ

ていただきます。説明者入替えのため、暫時休憩します。 

 

④ 市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北本線水沢駅・金ケ崎駅間新張踏切拡幅工事の

協定ついて 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして、④ 市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北

本線水沢駅・金ケ崎駅間新張踏切拡幅工事の協定ついて、当局の説明をお願いします。渡辺都

市整備部長。 

（渡辺都市整備部長） 市道松堂八幡線というのは、佐倉河小学校の東側を北に延びる市道であり

ます。かねてから歩道の整備を進めて参りました。そして、来年度において、踏切部分新張踏

切の部分を歩道整備する予定でおります。この件に関しましては、議会の議決を要するＪＲと

の協定の締結に関して議決をお願いすることになります。次の議会に提案予定でありますこと

から、この事業の概要について説明させていただくものです。詳細については、土木課長の方

から説明させます。 

（小野寺議長） 伊藤土木課長。 

（伊藤土木課長） それでは私の方から、市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北本線水沢

駅・金ケ崎駅間新張踏切拡幅工事の協定につきまして説明をさせていただきます。はじめに、

概要についてです。本業務は、奥州市道路整備計画に基づき拡幅整備をするもので、踏切内の

工事におきましては、鉄道の安全運行の観点から、鉄道事業者であります東日本旅客鉄道株式

会社と協定を締結をし、工事を委託するものであります。この踏切は、佐倉河小学校の通学路

緊急合同点検で拡幅要望が出されていたものであります。市では、通学路交通安全プログラム

を策定し、国の緊急対策踏切として抽出をされたものです。その後、平成29年に踏切道改良促

進法に基づき、改良すべき踏切道として法指定を受けたことにより、早急に対策を講じる必要

があるものであります。 

２番目の法指定までの経緯についてです。平成24年度に通学路緊急合同点検を実施し、佐倉

河小学校より踏切拡幅の要望がありました。24年度から27年度にかけまして、新市建設計画に

よりまして、踏切の前後の歩道について整備をいたしました。ここでちょっと１点訂正をさせ

ていただきます。配信している電子データの方には、27年となっておりますが、紙の方には26

年と記載がありますけれども、27年２月の方に修正、訂正をお願いしたいというふうに思いま

す。平成27年の２月に、奥州市通学路交通安全プログラムを策定し、緊急に対策が必要という

ことで、踏切として抽出をいたしました。そして、平成29年１月、踏切道改良促進法に基づく

改良すべき踏切道として指定を受けました。 

協定内容です。１は、水沢佐倉字九蔵田地内です。期間は令和３年４月から10月を予定して

おります。協定の額ですけれども、１億6,184万円ということになります。これは議会の議決
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に付す契約となりますので、第１回市議会定例会の議決後に締結をしようというものでござい

ます。委託の内容は、踏切拡幅工事をＪＲ東日本へ委託をするものであります。内容につきま

しては、現況の幅員が３メーター50センチで車道のみというものを、９メーターに拡幅し、歩

道部分も設置するというものであります。 

これまでの事業経過でございますが、平成30年度から令和３年度にかけまして、まず、平成

30年から令和元年に踏切の拡幅詳細設計を行っております。そして、今年度、令和２年、信号

通信設備設計を行います。そして来年度にかけまして、今回のこの協定の内容に基づく踏切拡

幅工事を行う。さらに、踏切前後における道路のすりつけ部分も工事をあわせて行うというも

のとなっております。 

次のページの方につきましては、その工事をする新張踏切の位置図、それから佐倉河小学校

の位置、そして踏切の拡幅をしようとするこの断面予定図。そして、８番は現況の写真。イ

メージとしては、秋葉町前田線の四丑街道踏切というふうな写真を設けておりますがこういっ

たイメージの改良になるというものとなってございます。説明は以上です。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことについて質問等ございましたらお願いいたしま

す。12番廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 大きく２点お尋ねをいたします。通学路交通安全プログラムっていうのは、ど

ういうものかちょっと教えていただきたいんですが。この策定した時に、今回、整備される踏

切のほかに、他の踏切はあるのかないのかという点お尋ねをします。それと、今回整備される

車道、歩道を含めますと９メーターですが、今後、例えばその整備する踏切がある場合、この

基準で整備されるというふうに理解していいのか。たまたま、今回は何らかの制約があって、

かなり歩道にしては大きいですよね、3.5メーターというのは。私の隣の市道は、この程度しか

ありませんから、かなり大きい歩道幅だなと思ったんですが、この辺の経過、或いは根拠とい

いますか、ありましたら教えてください。 

（小野寺議長） 伊藤土木課長。 

（伊藤土木課長） それでは１点目の通学路の緊急合同点検に基づくプログラムという内容につい

てでございましたが、このプログラムを策定する前に、平成24年の４月でございますけれども、

登下校中の児童が相次いで交通事故に巻き込まれる事案が発生したことを受けまして、全国的

なことでございます。文科省、国交省、警察庁の連携によりまして、通学路における交通安全

の確保に向けた取組みが推進をされたということになっております。それを受けまして、市に

おきましても、この緊急点検を行って、通学路の部分の危険箇所があるのかということで点検

をしたものでございます。その中で、佐倉河小学校の通学路の部分の松堂八幡線のところにか

かっております新張踏切につきましては、やはり、児童が通学するに当たっては、線路内が狭

いということもあるので、その要望を受けまして、いろいろな形でどういうふうにしてやった

らいいかというのを検討し、まず、道路を歩道部分の設置で拡幅すると。そして、最終的には

そこに繋がっております踏切の部分も整備をしないと安全が確保されないということから、計

画に登載したというふうな結果となってございます。 

そういうふうなことになっておりまして、他にも、この踏切の改良すべきところがという点

でございましたけれども、今現在は、奥州市ではこの新張踏切が、県の方では７つの箇所が採

択をされておりまして、そのうちの奥州市ではこの１件、新張踏切が法指定を受けているとい

うふうな状況となってございます。 

それからあと、踏切の拡幅ということでございましたけれども、資料の方の２ページ目の７

番の踏切拡幅横断図の方をご確認いただきたいと思います。１ページ目の方で、委託内容を歩

道3.5メーターということでありますけれども、ちょっと細かいんですが、歩道の有効幅員と

いうところを見ますと2.5メーターと、実際には、歩道は２メーター50センチというようなこ

ととなっておりますので、こういったことの内容となります。標準かどうかにつきましても、

９番のイメージとあります、四丑街道踏切秋葉町前田線につきましては、ここは都市計画街路

にもなっているところですので、そういった意味では、ちょっとこの松堂八幡線とは意味合い

が違ってくるというふうに思いますので、これが基準になるかということは、はっきりは決
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まっていない。要するに整備する状況において、どういうような形で危険を除去していくかと

いうことを含めて検討した結果、このような整備をするというふうなこととなってございます。

以上です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） この幅員の関係、前段、プログラムについてはわかりました。そして、このプ

ログラムに載っているのは、ここ１か所ということ、わかりました。幅員の件です。そうしま

すと、経過はあるんでしょうが、これに取付けされるこの八幡線の佐倉河小学校までの市道の

幅員なり歩道については、これで整備されているっていうことですか、それともこれから整備

するっていうことですか。その点だけお伺いします。 

（小野寺議長） 伊藤土木課長。 

（伊藤土木課長） それではお答えいたします。資料の１ページ目にもございますけれども、２番

の経緯の中で、平成24年度から27年度にかけまして、その次の図面の方も確認していただきた

いのですが、すでに、青と緑の部分がございます。緑の部分は、平成24年以前に佐倉河小学校

に通ずる市道を拡幅整備していると。そして、平成24年から27年にかけまして新市建設計画に

よりまして、この部分もすでに整備をしているということですので、今回、踏切を拡幅しよう

とするものにあっているというふうな状況ですので、これが最後の拡幅整備になりますので、

これですべてが完了をするというふうなことになってございます。以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。それでは、④踏切工事に伴う工事の協定については、以上

とさせていただきます。 

説明者入替えのため、暫時休憩します。 

なお、次は⑧を説明事項とさせていただきます。 

 

  ⑤ 新しい協働のまちづくり指針について 

（小野寺議長） 再開いたします。それでは次に、⑤の新しい協働のまちづくり指針について、当

局から説明をお願いいたします。浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） 協働まちづくり部の浦川でございます。今回、新しく協働のまちづ

くり指針見直し内容がまとまりましたので、ご説明をさせていただきます。まず、私の方から

概要を説明させていただいて、そのあと、担当課長から詳細を説明させていただきます。 

今日、資料については３部用意させていただいております。①としては概要を大まとめにし

たもの。それから②としては、Ａ４版横として計画内容を抜粋したもの。③がＡ４縦の指針そ

のものということになります。今日は、①と②を、資料を使って説明させていただきますが、

まずは、①の方の資料をご覧ください。 

１として、協働まちづくり指針改定の資料を並べております。協働のまちづくり指針でござ

いますけども、協働のまちづくりを進めるための共通の手引書というような位置づけでござい

ます。現在は、第２ステージとして今年度まで、協働のまちづくり増補版というものを指針と

しておって、これに代わるものとしまして、来年度以降の指針ということで今回、策定をして

いるものでございます。(3)の中で、今回策定している指針でございますが、令和３年度から

令和８年度までの６年間とありますが、これまでは５年ごとに見直しをして参りましたが、総

合計画の期間とずれが生じておるということで、今回の改定を６年間にすることによって、総

合計画等との終期を合わせたいというものでございます。 

それから大きい２番として、これまでの成果と課題についてまとめております。成果としま

しては、地区センター管理を振興会に担っていただくことができまして、地域づくり活動の拠

点として運営がなされております。振興会も含めて、それ以外の市民公益団体も活発に活動が

行われまして、他の手本となるような協働の担い手が誕生しているというところでございます。 

一方、課題としましては、人口減少であったり高齢化が進む中で、担い手の人員不足が生じ

ていることであったり、それぞれの活動は活発に行われているものの、一緒に何かをするとい

うことが少なくて、うまくそれが地域課題の解決に結びつけられていないという課題があると

認識をしております。 
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そこで、今回の改定の柱でございますが、大きく青い文字で「つながる」と書いてあります

けども、繋がるということをキーワードとして、今、一生懸命活動しているそれぞれの団体が、

横に繋がってさらに活動を大きくしたり、それから困っていることのある団体を、繋がること

によって助け合いながら活動していこうという取組みを進めることを大きな柱にしていきたい

というものでございます。具体的にどういうことかという点については、事例を交えながら、

この後、課長から説明をさせますけども、市ではそういった繋がりを重視し、繋がりやすくす

るために、そうした機会をふやしていく取組みを進めていきたいというものでございます。 

一番下の図でございますが、これまでの協働まちづくり指針が目指してきた姿を載せており

ますが、一番左に23年度からの第１ステージでは、協働というものの考えの導入について、市

の考え方をＰＲしてきたところでございます。 

それから平成28年度からの第２ステージでございますが、自治自立を意識しながら、振興会

の活動拠点を地区センターに設けて、事業展開をしていただいております。そして、それぞれ

が中心的に活動されているものを、来年度、令和３年度からは繋がりを意識しながら、協働の

まちづくりを進めて参りたいとするものでございます。 

これが今回のまちづくり指針の改訂の大きな内容の柱の部分でございます。それでは、もう

少し時間をいただきまして、指針の詳細について、井面地域づくり推進課長から説明をさせて

いただきます。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） 地域づくり推進課の井面と申します。よろしくお願いいたします。

引き続き、新しい指針案の概要についてご説明申し上げます。 

では、お手元の配信資料、２つ目、05②新しいまちづくり指針についてご参照ください。め

くっていただきますと、各ページの右下に数字の記載がありまして、その順番により説明をさ

せていただきます。 

先ほど部長からご説明を申し上げました部分につきましては、この概要版の１ページから４

ページにわたって、本指針案改定の趣旨、本年度まで運用いたします現行指針を踏まえた施策

の成果と課題、そして本指針案が目指す姿について記載しております。 

続きまして、５ページをお開きいただきたいと思います。ここでは、参考として、当課が確

認しております地域づくり活動団体と市民公益活動団体が、それぞれ繋がり、地域課題の解決

のヒントや糸口となった事例の一部を紹介しています。１番上の囲みでは、コロナ禍の昨年の

夏、江刺稲瀬振興会が、先んじて打ち上げ花火の企画経験があります藤里振興会と連携して実

践をしていました藤里ファイヤーワークスという有志による活動団体と繋がり、打ち上げ花火

のノウハウの提供を受ける中、子供たちの地域愛を育む一環として、地元稲瀬地区において、

地域的な行事として花火の打ち上げを企画実践した事例がございます。以下、個々の詳細の説

明は省略させていただきますが、このように、少しずつではありますが、それぞれが繋がりな

がら、良い方向に向かって進んでいると認識しており、改定指針におきましては、繋がる意識

の醸成を鮮明に打ち出しながら、このことを意識した施策を展開していきたいと考えておりま

す。 

次に６ページにお進みください。先ほどのスライドで説明いたしました通り、繋がる意識を

醸成し、協働の担い手同士の連携、協働による活動を進めるため、重点テーマとして、多様な

主体間の協働推進を立ち上げ、地域づくり活動の推進、市民公益活動の推進、協働推進体制の

整備を含めた４本の柱によって協働推進施策を構成いたします。これら４本の柱の協働推進施

策に取り組むことにより、繋がる団体が数多く生まれ、団体活動がさらに自立的、主体的、計

画的、継続的となることにつなげていきたいと思います。その形となることこそが、協働によ

るまちづくりが進んでいることのあらわれであり、市の総合計画に掲げる、住んでよかったと

実感できるまちの実現に繋がることができるものと考えています。 

次に７ページにお進みください。大きな柱である４つの施策の大分類には、小さな柱である

施策の小分類を記載の通り設け、それぞれの目的等を明確にしながら、各種事務事業に取り組

んで参ります。この体系を基にした具体的な取組みについては、この説明時間の関係から、次
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の８ページ以降によりご説明申し上げます。 

８ページにお進みください。ここから11ページまでにわたり、施策の大分類ごとに具体的な

市の取組みについて説明を申し上げます。なお、それぞれの事務事業名の後ろの括弧内に記載

してあります内容は、新規は、新たに取り組む事務事業、見直しは、内容を見直して取り組む

事務事業、継続は、今の内容をそのまま取り組む事業となります。 

まず、協働の担い手育成の強化については、協働のまちづくりアカデミー初級編とつながる

編の開講事業、協働推進スキルアップ研修開催事業などに取り組みます。情報提供と情報共有

の充実については、協働のまちづくりフォーラム、地区振興会長等研修会開催事業、情報誌や

広報おうしゅう、市のホームページ等を活用した情報発信事業、公共施設等への市民活動情報

ブースの整備などに取り組みます。主体間の相互交流の活性化については、団体との協働での

市民公益活動サポート体制の整備、繋がるフェスタの開催などに取り組みます。 

次に９ページにお進みください。次に、地域づくり活動の推進における具体的な取組みであ

ります。まず、自立した地域運営の誘導については、地域づくり活動スキルアップ研修開催事

業、地域運営交付金制度の運用、各地区を担当する市職員との連携などに取り組みます。コ

ミュニティ計画の促進については、協働のまちづくり交付金制度の運用、地域運営自立チャレ

ンジ補助金制度の創設と運用などに取り組みます。地域づくり活動拠点施設の管理の適正化に

ついては、地区センター施設の適正管理などに取り組みます。自治集会施設の環境維持につい

ては、集会施設整備費補助金制度とコミュニティ助成事業補助金制度の運用などに取り組みま

す。 

次に10ページにお進みください。市民公益活動の推進における具体的な取組みでございます。

まず、市民公益活動の活性化については、市民提案型協働支援事業補助金制度の運用などに取

り組みます。市民活動支援センター機能の拡充については、市民活動支援コーディネーターの

配置、市民公益活動関係情報の発信と相談対応、市民公益活動サポート組織と連携した公益活

動支援、市民公益活動スキルアップ講座の実施などに取り組みます。 

次に11ページにお進みください。最後に、協働推進体制の整備における具体的な取組みでご

ざいます。まず、市職員の協働意識の高揚については、協働のまちづくり推進本部の運営、各

課等への協働のまちづくり推進員の配置、協働のまちづくり推進研修の開催、人事評価制度に

よる職員の協働意識の高揚などに取り組みます。協働の提案テーブルの機能向上については、

協働の提案テーブルの適正運用などに取り組みます。市政への市民参画機会の充実については、

自治基本条例推進委員会の運営、市民参画手続き、研修会開催などに取り組みます。協働推進

のための関連経費の確保については、協働のまちづくり施策の検証と見直し、企業版ふるさと

納税制度の導入検討などに取り組みます。 

次に12ページにお進みください。参考資料としまして、来年度予算要求に組み込んでござい

ます。地区振興会等への財政支援について、本年度までと、来年度以降の比較も含めてお示し

してございます。まず、最上段ですが、地域運営交付金につきましては、地区振興会の運営に

要する経費に対して交付してございます。新たに加算する内容といたしまして、地区センター

の区域人口１万人以上の地区である水沢南、常盤、岩谷堂地区のそれぞれの振興会の地域活動

員の人件費１名分を加算します。これは、人口が多い地区の地域づくり活動の事務負担を考慮

するものです。なお、水沢地区センターについては、直営運用当時からの算定を引き継ぎ、指

定管理導入当初から５名分の算定をしていることから、今回の加算の対象には含んでございま

せん。 

２段目の協働のまちづくり交付金でございます。地区振興会が各地区で策定、推進していた

だいているコミュニティ計画の推進のために取り組む事業に対して交付するものです。平成28

年度から令和２年度までの交付期間分を終了し、新たに令和３年度から新たな５年間、予算規

模を4,500万円から3,000万円に縮小いたしますが、引き続き５年間交付して参ります。なお、

令和２年度までの分については、特例的な運用として、新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら、計画した事業が実施できなかった事業費相当分について、その交付金分についてのみ、令

和３年度への繰越を可能とする運用をして参ります。 
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３段目の協働のまちづくり事業補助金です。地域課題解決のために取り組む事業を、ソフト

事業に限定した補助金制度でございます。令和２年度限りで制度は終了する予定ですが、先ほ

どのまちづくり交付金と同様の趣旨により、令和３年度への繰越運用を可能といたします。 

最後４段目、新設する地域運営自立チャレンジ補助金についてです。地区振興会の持続的な

運営のためには、安定的な自主財源の確保が必要と考えます。そのためには、地域住民が考え、

取り組み、地域資源等を活用した商品開発などにより事業性を高めていく必要があると考えて

おります。この補助金により、自主財源確保の取組みを支援していこうとするものです。令和

３年度予算額は150万円です。 

次に13ページにお進みください。各地区センターの管理経費のうち、指定管理の中の指定管

理料についてでございます。指定管理の実績や業務内容を十分精査し、施設の管理運営に支障

をきたすことがないよう設定する観点から、全庁的な指定管理施設の運用におきます人件費の

設定基準に基づきまして、令和３年度以降の人件費の見直しを行います。物件費については、

現行の積算基準を適用してございます指定管理協定を適用いたしまして、指定管理協定を更新

いたします５つの地区センター分として、夜間休日の施設管理業務委託料などを増額するもの

でございます。なお、施設使用料の見直しに伴い、利用料金収入の増額が見込まれることを踏

まえた調整を併せて行います。 

それでは最後のページ、14ページにお進みください。ここでは主に市民公益活動団体に対す

る支援制度でございます。市民提案型協働支援事業の見直しの概要についてご説明申し上げま

す。本補助金の対象事業は、公益的事業でなければならないこととしておりますが、なかなか

各団体において、公益といってもなじみが薄く、イメージが湧きにくいことがございました。

その表現を、奥州市地方版総合戦略の４つの基本目標若しくはＳＤＧｓに掲げる17の目標に資

する事業に変更しようとするものです。また、改訂版指針の目指す姿として「つながる」を掲

げることから、複数団体での活用を増加させ、繋がる意識の醸成を期待し、コラボレーション

コースの補助金の上限額を引き上げることとしてございます。さらには、この補助金制度につ

いては、その活用が年々伸び悩んでいることが課題の１つとして挙げられてございます。その

原因として、３つのコースすべてにおいて、数多くの資料作成や、事前と事後の協働の提案

テーブルと市民提案型協働支援事業補助金審査会の対応を義務づけております。この点が特に

も、新規設立団体には重荷になっているようでございます。補助金は、やはり財政的にも苦し

い設立間もない団体さんを中心に支援、交付することが望ましいという考え方の下、チャレン

ジコースについては、審査会への出席の廃止と申請書類の簡素化を行い、活用件数の増加を目

論むものでございます。 

以上で、新しい協働のまちづくり指針の概要について、ご説明を終わらせていただきます。

議員各位のご意見も反映させていただきながら、完成に向けた作業を進めて参りますので、ご

意見等をいただければ幸いでございます。以上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点について、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） 細かなことは別にして、基本的な問題だけ１点お伺いしますが、前の時の協働の

まちづくり指針の最後には、アンケート集計或いはいろんな市民の方々の考えを添付してあり

ました。今回は全く市民或いは関係者、例えば地区センター或いはＮＰＯの団体、そういうも

のの意見、アンケート等は盛られておりませんが、それをどのような考えで今回の新しい指針

づくりをしたのか。これについてお伺いします。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） お答えいたします。議員ご指摘の通り、今回の指針案、ご説明しま

したものとは違うファイルでございます。そちらに、ご指摘の通り、アンケートを行ったとい

う部分の反映は載せてございません。今回の見直しに当たりましては、経過といたしまして、

昨年度になりますけれども、主たる協働の担い手でございます地区振興会との意見交換を、年

度内で２回。また、市民公益活動団体と地区振興会の代表、学識経験者、合わせて10人で構成

されます自治基本条例推進委員会の方々からの意見聴取を２回。これは今年度でございます。
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このように、パブリックコメントとは違う手法で市民意見を集約したという捉え方でございま

す。この中でいただいた意見を今回の指針案には反映して参ったところで、指針案の中に反映

してきたところでございます。そんなことで対応して参りましたということで、パブリックコ

メント等を行う考えはないところでございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） まちづくり指針は、今回３回目といいますか、前回の時は、指定管理をしたわけ

ですよ。非常に大きなウエイトあったわけですよね。この総括抜きに今回のものは出されてい

るような気がします。なぜかというと、今言ったように、指定管理をやってみてどうだったの

かっていう30地区の振興会の意見がわからない。これ、一番大きい。前回のことで出すべき、

一番出すべきことなのですよ。その上で、様々に繋がるってことは別に結構ですし、私も最後

の辺りは、14ページのチャレンジなんかもいろいろ言いましたけれども、これはこれで別に悪

いと思いませんけど、肝心の指定管理について、地区センターなり、それに関係者がどう思っ

ていて、何が問題で、その総括がわからない、これでは。いろんな細かな点はあるにしても、

それが第一、より決定的な問題だと思うのですが。これは、先ほど言った自治基本条例の云々

かんぬんとかね、ある程度見ていますけども、十分じゃないと思いますよ。本当は、そこが一

番しっかりしないと、次のステップ進めないのですよ。特に、もっと具体的に言うと、自治機

能の強化をどのように図るのか。それから、地域の自治をどう考えるのか。これで言いますと、

９ページに当たるところですけれども、これは非常にその総括から出された文章のように思え

ないですね。従って聞きますけども、改めてこの指定管理に関わった地域振興会等、これにつ

いてもう一度意見を聞く気があるかどうか、或いは、この後に巻末でもいいですから、別に出

すことを考えているかどうか、これについてお伺いします。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） 今回の指針案の策定に当たりましては、先ほど触れましたが、例年

行っております地区振興会の役職員の方々との意見交換の場を設けまして、それまでの現行の

指定管理協定の中の問題点、指定管理いただいている施設の中でどのような不具合があるかと

いうことを、こちらと意見交換、ご指摘も頂戴し、意見交換をさせていただいて、その内容を

含めて、それから要望もございます。そういうのを踏まえて、指針案に盛り込んだものでござ

いまして、議員ご指摘の部分、ページにそれの総括が見えないという部分は、ご指摘の通りか

もしれませんが、そういう意見交換の場を重視して、その意見を反映してきたという部分は、

その通りでございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） やってきたとおっしゃる。私もその参加者から意見を聞きましたが、ただの説明

だったというふうに私は聞いております。十分にその集約をするような形をとっていないとい

うふうに私は認識しておりますので、やはりもう１回、それを改めてやるべきではないでしょ

うかと思います。それが１点。 

それから、特に問題なのは、今、前の時の指定管理を受けるときに、地域から、当然、次長

クラスといいますか、そういう人たちが30地域から一斉に抜けて、自主的な自治会になったわ

けですね。当局から、要するに切り離されて、地域自治体がそれぞれ独立した形、民間といい

ますか、一応、市の直接的な役割の分担はなくなったわけですよ。この状況は極端に変わった

わけですよ。なぜかって、形としてどこまでは地区振興会がやるべきなのか、どこまでは当局

が引き上げたのだけれども、関わって。これ非常に難しくて、様々なトラブルの原因になって、

現実に起きているのですよ。それぞれの地域の特色もあるので一概には言えませんけれども、

やはり、それにしても役割分担が、地域と自治体との関係が、十分に調整されているとは言い

難い。その原因は、基本的に指定管理をやったからなのですね。ですから、この点はもう少し

総括して、文章上に反映すべきだと思うし、巻末に改めてアンケートなり、地区振興会の意見

を載せ、集約すべきと思うのですが、いかがでしょうか。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） ご意見ありがとうございます。実は今回、先ほど課長も申しました
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通り、今回の指針の見直しにあたっては、協働の担い手の方々中心に、いろんな意見を取った

というところがございます。今お話があった地区振興会、もちろん大きな担い手の中心的な役

割を担うところでございますけども、そちらの方からも、当然ながら毎年ではありますけども、

いろんな意見を頂戴しております。今回の指針策定に当たっては、指針という形で、これから

奥州市が目指す形についてはこれで、というような方向性で協議をさせていただいております

けど、確かに議員さん言われたような問題は、極端な話、ヒト・カネ・モノに関わる問題につ

いては、振興会でも大きな位置づけ、問題意識を持っております。それについてはいろんな意

見もあるのですけども、それをそのまままちづくり指針に生かすものかというと、そうではな

いような気がします。実際的には、こういう指針がある中で、それに基づいて市政を進める上

で、そういった個別の問題については、当然ながらこれからも協議をして参りますし、事務局

長会議を開いておりますので、そういった場面でもいろんな意見が出て、次の年の予算反映に

なったりというようなこともございますので、そういった面で対応して参りたいと思います。

ですので、今回の指針については、特に改めてもう一度何かするということではなくて、今ま

で出てきた意見等を総括した結果がこれであって、今度は、これに基づいて進む上でどういう

問題があるのか等々については、実際に動き出してからの対応が必要ではないかと考えており

ます。 

（小野寺議長） １番、小野優議員。 

（小野優議員） １番、小野です。２か所についてお伺いいたします。まず、地域運営自立チャレ

ンジ補助金に関してなんですけれども、こちら、制度の趣旨としては、非常に素晴らしいかな

と思いますが、よく行政に補助金等を申請する際に、収支の数値がイコールなるようにという

ように出すと思うのですが、将来的に利益を上げて、地域の活動資金に充てるというこの趣旨

からいった場合、この補助金を申請する際の計画書の書き方とかっていうのが、従来の補助金

とはちょっと違った様式等が必要とされるとは思うのですが、その点、実務的にどのようにお

考えになっているのか、まずお尋ねいたします。 

それからもう１つ、市民提案型協働支援事業補助金に関して、公益的事業という表記がわか

りづらかったのでというところでは、私自身、賛同する部分なのですが、この奥州市地方版総

合戦略の４つの基本目標を持ってきた理由、それからＳＤＧｓを持ってきた理由というのをお

聞かせいただければと思います。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） それでは、私の方から１点目の新しくつくりますチャレンジ補助金

についてです。これについては、具体的な検討というのは、今度、予算審査の時かなと思って

おりますけども、今の考えとしては、どうしても自主財源の確保に向けた取組みっていうのは、

なかなか当然ながら難しいというものがございますけど、そういった中で最近見られてきたの

が、例えばある地区では、地元のお米を使ってお酒を作ろうという取組みがあったり、それか

らある地区では、地元の農産品を集めて、それを商品にして、何か販売展開できればみたいな

動きもあるように聞いております。そういった部分について、少し補助を作って、なんぼでも

お手伝いができればなという意味での補助設定でございます。当然、内容については、あまり

難しくならないようなものと考えておりますけど、基本は、補助金でございますので、ある程

度しっかりした部分は、しっかりしないといけないかなと思っておりますが、使い勝手が悪く

ならないようにというような思いではおりますので、そういった部分、いろんな方の意見を聞

きながら、これから作って参りたいと思っております。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） ２点目のこの指針案の考え、ご質問のありました補助金事業につき

まして、市の総合戦略、またＳＤＧｓの考え方を入れる理由の部分でございますが、まずは、

第１点には公益性が高い。地方版総合戦略につきましては、議会からのお認めをいただいた中

での戦略であると認識してございますし、ＳＤＧｓにつきましては、全世界、全地球的に公認

された取組みということで、その中で、地域、また各公益団体ができるところがあるという想

定で、具体的に取り組めるところがあるという組立て方が、先ほど公益的な部分がわかりにく
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い部分にこたえていく１つの手法となるかなという観点で、この２つのテーマを案として入れ

ているというところでございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 小野優議員。 

（小野優議員） 補助金の申請に関しては、今後、もう少し検討されるということですので、少し

でもわかりやすいというところ。今回のそもそも課題の総括の中でも、利用しやすい、わかり

やすいというところが掲げられておりますので、そちらに取り組んでいただければと思うので

すが、実際に、ある意味、収益事業に当たるというところがありますので、税務上のサポート

体制というものを、やっぱり相当、振興会の方々は、それこそ指定管理の関係でも申告されて

いる団体ってほとんどありませんので、そういった税務上のサポート体制というのをある程度

しっかり構築しておかないと、せっかく良い取組みがあっても、結局難しいなというふうに

なってしまったらもったいないですので、その辺、手厚くサポートしていただければなと思っ

ております。 

それから、市民提案型の事業に関して、まず、まさにおっしゃる通りかなと思いますが、地

方版総合戦略の４つの基本目標をといった場合に、例えば、今まで取り組まれてきた事業が、

基本目標で振り分けた場合、こういう分野に当たりますよといったいわゆるモデルケースの例

みたいなものを表示していただいた方が、これ、これから申請する方も参考にしやすいかなと

思いますので、そういった部分での説明、様式といったものも整えていただければなと思いま

すので、その点、お考えをお聞きして終わります。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） 税金の対応についてはその通りだと思いますので、そういった部分

まで気を配りながらやっていきたいと思います。 

それから２点目のＳＤＧｓ等を入れたという、大きく言いますと、いろんな事業にチャレン

ジをしていただきたくて、何の事業をした時も、あらゆる理由をつければ、何とかこのぐらい

あれば、間口が広がるかなというのが実のところでございました。ですから、例えば例示をし

て、その例示以外のものじゃないとなかなかできないよねと思われないように、いろんな場面

で、あらゆる想定のあらゆる分野のものが広く対象になりますよというようなＰＲをしていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

（小野寺議長） 12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 何点かお伺いします。まず、共通認識の意味で再度ご説明いただきたいのは、

課題解決が停滞気味とかですね、協働推進体制が整いきれない、これ、具体的にもう少しわか

りやすくご説明いただければというふうに思います。 

あと、資料の方で、ちょっとお伺いをします。10ページの下から２番目の市民公益活動サ

ポート組織と連動したと。すいません、私、聞き逃したと思うのですが、この市民公益活動サ

ポート組織っていうのは、どういう組織を示しているのか、お願いをします。 

11ページ、その協働推進のための関連経費の確保ということで、今回、企業版ふるさと納税

制度の導入を検討されるという記述がございます。ちょっと、現状認識上、この企業版ふるさ

と納税は今どれぐらいあって、今回、これを導入された場合に、この協働まちづくりの事業に

充てられるのか。そこら辺の目論みがありましたら、お願いをします。 

12ページです。今も話題になりました、地域運営自立チャレンジ補助金。ちょっと私、気に

なったのは、この下に地域振興会が実施する自主財源調達のための商品開発、これどういう意

味なのでしょう。今の振興会に自主財源がないから、商品開発して、自主財源を確保しなさい

というふうな言い方のようにも受け取れるのですが、これは、先ほどの部長の説明ではちょっ

と。ここ、もう一度ご説明をお願いしたいと。 

一方、その隣の説明書きが、地域運営に係る自主財源を調達するため、地域コミュニティ計

画に位置づけて実施する商品開発。これに要する経費に補助しますよということで、この地域

コミュニティ計画、それぞれ30振興会で地域コミュニティ計画を立てて、商品開発計画を策定

されているのですか。５地域は。ちょっとそこを確認させてください。 

それと最後です。14ページ。変更後のコラボレーションコース。今までは20万円だったもの
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を30万円への拡大をしますと。今まで補助回数は２回までと。今回は回数制限ありませんと。

要は、横の繋がりであれば、未来永劫補助金を出しますよということなのでしょうか。実は、

平成25年に補助制度適正化指針というのを出しています。これは、大雑把に言えば、補助金は

３年だというような括りがありますが、これとの整合性はどうなっているのか。この点につい

てお伺いいたします。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） ６点ほどご質問を頂戴したと認識いたしました。 

まず、最初の２ページの現指針に基づく施策の成果と課題の部分で、主な課題で、朱書きの

ところかと認識いたしましたが、他の協働の担い手との協働推進体制が整いきれず、また、次

の市民公益活動の推進においても、同じ記載をしてございました。この部分につきましての認

識は、協働担い手同士の、今回掲げております繋がりがまだ弱いという認識の下での課題と考

えてございまして、３地区振興会ございますので、いろいろ先ほど事例を申し上げましたが、

協働といいますか連携がとれているところも一部ございます。まだそれが、市が考える、30と

申し上げましたけども、振興会の全体的な流れにはなっていないという意味で、整いきれずと

いうような表現をさせていただいてございます。 

また次、２点目ですが、10ページの市民公益活動サポート組織と連動した公益活動支援とい

うことで掲げてございますが、ここで具体的に想定してございますのは、協働のまちづくりア

カデミーの修了生が、これまで平成25年度から開講いたしまして101名の修了生を地域に配置

させていただき、それぞれの立場、条件で活躍されてございます。その先には、この修了生の

皆さんが、すでに、連携、いろいろネットワークができている状況がございますけれども、そ

の中で、この市の市民公益活動をお手伝いする、また、組織的にサポートするというような機

能を持っていただきたいということで想定してございまして、その姿を見据えて、この組織と

書いておりますので、その解説としましては、先ほど触れましたアカデミー修了生の、全体の

中のネットワーク組織が動き始めてございます。修了した年度を越えた繋がりができつつござ

いまして、その上で皆さんの話し合いの中で、一定の、未来のこの先の活動が見えてきてござ

います。そういう部分を踏まえて書いてございます。 

あとは、３点目。企業版ふるさと納税の部分でございますが、市としてこの協働を進める上

でも、特定財源といいますか、このような視点が必要であろうということで、協働を進める上

での分野でも、この企業ＣＳＲですとか、その観点からの財源調達ということを念頭において

掲げているところでございます。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） 先ほどの企業版ふるさと納税の関係なのですが、基本的には新たな

財源を望みたいということで、そういった記載をして何とか取り組んでいきたいというもので

ございますが、今現在、何かあるのかというと、何も今はございません。最近、当部の中で、

カヌーの関係で企業版ふるさと納税1,300万円いただいたという、それを有意義に活用させてい

ただくことにしたというような取組みがございました。そういったものに準じまして、ぜひ、

この私どもの協働の方の協働まちづくりの方にも、何かそういった取組みができないかなとい

うことで、これから努力して参りますよということで掲載をしているところでございます。 

それから、地域運営チャレンジの部分でございます。私の説明は、ちょっと資料と違うので

はないかという話でございましたが、その通り、地区振興会が自主財源確保のために何か商品

開発をしたいというような取組みが、先ほど申し上げましたような取組みが今、実際に検討さ

れてきております。それに基づいて補助金を出したい。ただし、それについても、いきなり計

画したものを、その時にただ認めるということではなくて、きちっと地域コミュニティ計画に

位置づけてもらって、そうしたら補助対象にしますよということで考えているものでございま

す。今のところ、そういったところがあるかというと、今、具体的にはちょっとないと思いま

す。変更等で、随時見直しをされる際に入れていっていただければと思っております。 

それから、最後の方でございますが、補助金の回数制限なしの部分でございますけども、基

本的には毎年毎年同じことでやった内容に、どんどん補助をしますよというような性質のもの
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ではございません。当然、予算の範囲内でございますし、審査もございますので、そういった

審査の中では、去年上手くいったところを伸ばすであるとか、去年の課題をちゃんと解決して

いるであるとか、そういった新たな視点が認められた場合に、どんどん補助していくものだと

思っております。ですから、毎年同じ事をして、ただ単に補助をもらえるというようなものと

は考えておりませんので、そういったものでは、毎年毎年の審査ということでございますので、

ただ無限にあるよというものではないかなというふうに、こちらの方では想定をしております。

以上でございます。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） ５点目かと思いましたが、今回、指定管理更新を行います５つの地

区センターの指定管理者であります振興会も含めて、30地区すべての振興会さんが各地区のコ

ミュニティ計画を策定し、その実現に向けて活動を進めてございます。それが、手短に申し上

げますけれども、まちづくり交付金を運用する根拠をそこに求めるということで、要件として

進めているところでございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 後ろからいきます。言っていることはわかりましたが、要は、補助制度を適正

化指針には触れていないという解釈ですか。要は、３年という大枠を決めていますが、今回、

制限なしということは、読みかえは無制限という意味ですよね。これは、その適正化方針には

反してないのですかと。そういう理解でいいのですかということをちょっと確認させてくださ

い。 

それと、このチャレンジ補助金は、商品開発は、自主財源確保のために各振興会が取り組ん

でいるとは思っていません。それはここで、あたかもそれぞれその商品開発、他の活動が自主

財源という、そういう偏ったというとちょっと言葉が適切でないのですが、この表現は、

ちょっと検討すべきでないかというふうに思うのですが。そこら辺、考え方をお願いします。 

それと、企業版ふるさと納税の部分ですが、今の部長のお話は、奥州市ではまだ企業版ふる

さと納税は実績がないという捉え方でいいのですか。じゃないですよね。ですから、幾らぐら

いあって、それを、例えば該当があれば、企業版ふるさと納税分を、これすべてに財源に充て

るという考え方でいいのですかという聞き方をしたつもりでしたので、よろしくお願いします。 

それと、公益サポート組織の考え方ですが、今のお話は、今までアカデミーの卒業生101名

で組織をすると。その人たちを各地域に配置すると言われたのですか。その時に、地域おこし

協力隊ありますね。この方々はいないのですか。協働のまちづくりは本市のメインですよね。

メインの施策で、その辺もう少しきちっとした考え方を持って進めたほうがいいかなとちょっ

と思ったのですが。その辺なんか、地域おこし協力隊の活用を含めて、その辺の考え方につい

てお願いをいたします。 

それと、先ほど総合戦略とＳＤＧｓの話をしましたが、これ市民よくわかるのですかね。公

益事業、なんかわかりづらいような気がするので、本当にこれでいくのであれば、１番議員が

言ったように、もう少し市民が理解できるといいますか、これならやれるねというものを事前

にしないとなかなか厳しいかなと思ったのですが、以上です。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） ちょっと順不同になるかもしれませんが、１点、チャレンジ補助金

の部分の補助金の適正運用、回数が無制限になり得ないか、どういうスキームなのかというこ

とだと思いますけども、補助金申請された事業の内容が、当然、異なる事業だということにな

れば、それは１申請事業に対して１回というような考え方になると。そこでの申請主体が、事

業内容が同じなのか、また、違うとしても申請主体が何回も申請できるのかという部分は、制

度の作り込みによる部分が大きいと思ってございますので、そこは運用するルールとしてしっ

かり組み立てていきたいと考えてございます。 

２点目、アカデミーに関連したサポート組織という部分では、すいません、説明が不足しま

したが、支援組織を地域に配置するという趣旨ではございません。そういうことも可能かと思

いますけれども、想定しておりますのは、いわゆる、活動団体と行政の間に、中間支援組織と
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いうような機能が、他の自治体ではございます。中間支援組織が、地域と地域なり、活動団体

と行政の間でコーディネートをしながら、うまく活動が回るような母体が必要ではないかとい

う展望の下、そのアカデミー修了生のネットワークが、そのような機能を果たしていくことを

展望したことで、このような記載にしているところでございます。 

市民提案型補助事業の部分で、総合戦略、ＳＤＧｓに資する事業という部分につきましては、

こちらでも事業を、さらにこの具体的に、公益性が高いというのは念頭にありますけれども、

具体的なこのような事業が、活動が、この事業の要件になるということは、こちら当課として

も具体的にご紹介させていただきながら、お示しながら、この事業を運用していきたいという

ふうに考えてございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） 私からは地方版ふるさと納税の件でございましたけども、地方版ふ

るさと納税は、一般のふるさと納税とは違って、企業がこれこれの事業に使ってくださいとい

うふうに寄付をいただくものと認識をしております。ですので、例えばこれに充てるためには、

協働のまちづくりに使ってくださいという企業が出てきて、そこから幾らともらえば、これを

すべて使えるという形になります。今現在、私の認識する範囲では、企業版ふるさと納税とし

てあるのは、カヌーでこの間1,000万円。その前に300万円もらっておりますけれども、それが

すべてではないかと思っております。以上でございます。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 今、答弁がなかったのですが、チャレンジの補助金については、あくまでこの

自主財源調達のための商品開発でないと出てこないという理解になりますが、それいいですか。

それちょっとお伺いしますね。 

それと、先ほどの自主財源。協働推進のための関連経費の確保ということで、企業版ふるさ

と納税制度を導入するというけれども、これからの取組み、実際は今1,300万円しかないとい

うことですね、今までのふるさと納税額はね。そういうことでしょ、今の説明したのは。それ

で、もしこれが財源確保で本当に企業版ふるさと納税制度を活用するのであれば、もっと企業

サイドに、この協働のまちづくりというのをＰＲして、どんどんどんどん企業さんからふるさ

と納税していただかないと。ただ記載しただけでは、財源にはならないと思いますから、その

辺の手立てがありましたら伺って終わります。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） ご指摘の部分、貴重なご意見を頂戴したと思ってございます。この

事業を創設する前提で、まわしていく上でいろんな情報をお出しして、情報収集も含めて、今、

現行の企業版ふるさと納税が協働のまちづくりの観点でどのように生かせるかという部分で検

討して、進めて参りたいと思います。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） 自主財源の部分でございましたけど、自主財源という言い方をして

おりますけども、基本的には、その振興会の収入になるもの。それが例えば、ＰＲのために

作ったけれども、最終的に収入になるよというものも含めて、自主財源という言い方をしてお

りました。なお、もしかしてその自主財源という言い方をすることによって、何か使途が狭め

られるようなものであっては、なかなか厳しいかなと。ただ単に、その振興会に収入となるも

のであれば、それは私どもでいう自主財源に繋がるかなと。そうなれば、この補助を使えるの

だよというような説明をして参りたいなと思っていたところではございますけども、今の議員

さんの指摘の通りの認識をなさる方いらっしゃるかもしれませんので、その辺については丁寧

にご説明をして参りたいと思います。 

（小野寺議長） 千葉都市プロモーション課長。 

（千葉都市プロモーション課長） 私の方からは、企業版ふるさと納税の事業をどのように企業に

対してＰＲ、情報発信していくかという部分についてお話をさせていただきます。企業版ふる

さと納税につきましても、やはり、自治体が広く寄付を募るという手法は、個人版と同様でご

ざいますので、実は、そういったふるさと納税を取り上げるサイト運営事業者さんというのも
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ございます。そういった中で、対象が奥州市以外に本社がある企業さんからのご寄付を募ると

いうことでございますので、今後、掲載できる事業が具体化していけば、そういったものを活

用しながら情報発信をしたりですとか、或いは、何か業務上で縁やゆかりのあるところに対し

て、こういった内容で当市は取り組んでおりますといったことを、訪問してＰＲをしたりと

いったようなことを、数を重ねていくということが、とりもなおさず一番重要かなというふう

に思っております。以上でございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。中西秀俊議員。 

（中西秀俊議員） １点だけお伺いをさせてください。その前に、市の施策、４つの基本目標プラ

スＳＤＧｓという形で、これが推進していくとなれば、つけている方、つけてない方、バッチ

があるわけですけども、そういった大谷翔平君のＴシャツではなくても、すべての、例えば議

員もそのバッジをつけていくという方向になるのか、自主方向になるのか、その辺のお話も承

りたいと思います。 

その前に13ページですけれども、人件費の部分の中で、指定管理料、地区振興会が地区セン

ターを指定として選定された場合にということで、人件費670万円余が上積みになっているわ

けですけども、地区センター長、さらには事務長、それぞれ地区対応で本当に努力されて取り

組んでいただいているわけですけども、この辺の算定が変わるということでよろしゅうござい

ますか。お伺いします。 

（小野寺議長） 千葉総務企画部長。 

（千葉総務企画部長） それでは、地方創生総合戦略の中の基本目標４つ、或いはＳＤＧｓに掲げ

た目標について、みんなで共通のバッチとかをつけて、市全体で盛り上げたらどうだというよ

うなお話でした。これについては、全庁的な取組みですので、これは、私の方で主導的に庁内

の意見を取りまとめながら、そういったものが必要だと。では、どういうものが必要なのだと

か、そういったお話を、協議を、検討をさせていただきたいというふうに考えております。以

上です。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） ２点目でございました。各指定管理者さん、同じく振興会さん、そ

の人件費の部分でのお答えになります。指定管理上の人件費につきましては、この後の説明の

テーマにもなるわけですが、指定管理料の積算上、業務に当たるセンター長職及び事務長職の

部分の人件費の市側の積算を示してございます。これまで、先ほど申し上げました振興会さん

との意見交換の場の中で、１つのテーマとして、各振興会さんが人材確保にご苦労されている

と。その原因が、１つは雇用される職員の処遇、賃金面も含めた処遇という部分のご指摘を頂

戴いたします。そういうご意見を踏まえまして、今回、先ほどの説明では増額ということで、

ふやすということで見直す考え方でございまして、その説明になります。これは、全庁的な指

定管理施設の人件費の統一基準に沿って算定していくものでございまして、そのような中で、

今回、所管の地区センターの部分としては、先ほど説明あった部分としてご説明申し上げた部

分でございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 他にございますか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、⑤の新しい協働のまちづくり指針については、以上とさせていただきます。 

ここで、午後３時20分まで休憩いたします。 

 

⑥ 指定管理者候補者について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして、⑥の指定管理者候補者について、当局から説明を

いただきます。千田財務部長。 

（千田財務部長） それでは、指定管理者候補者につきまして、財務部からご説明申し上げます。

現在、本市におきましては、公の施設のうち181の施設に指定管理者制度を導入しております。

このうち、今年度末をもって指定期間が終了いたします27の施設、協定数17件について、この

度、指定管理者の候補者を選定いたしました。 
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本日は、その選定結果や選定方法について、ご説明するものでございます。それでは、詳細

について担当から説明申し上げます。 

（小野寺議長） 桂田行政経営室主幹。 

（桂田行政経営室主幹） では、ご説明申し上げます。資料の１ページをお開きください。今回対

象の施設ですが、１の協定する施設数の状況は、先ほど部長が申し上げました通り17協定27施

設です。 

２、新規継続の状況ですが、今回新規はなく、すべてが継続となっております。 

３、公募非公募の状況につきましては、公募が３協定８施設、非公募が14協定19施設です。 

４、指定管理期間の状況ですが、原則は３年又は５年としているところ、今回例外的に１年

としているものが２協定２施設ございます。これは、前沢温泉保養交流館と衣川歴史ふれあい

館で、管理運営の見直しの検討を予定しております関係から１年としたものでございます。 

同様に、２年としたものが８協定15施設ございまして、これは文化会館、スポーツ施設等、

指定管理期間の終期を他の同様の施設とあわせるために、特別の取扱いをしたということでご

ざいます。 

次に、選定委員会ですが、委員は７名で、審査のための委員会を12月と１月の計２回開催し

ております。 

２ページに進みまして、選定の基準でございます。条例の規定に基づきまして、記載の通り

の７項目を設定しております。 

その下の候補者の選定ですが、１の公募の場合には、選定の基準として、委員の過半数が

100分の50以上の点数をつけているこという最低基準を設けまして、さらに、応募が複数の場

合には、点数による順位づけをした上で、委員会の合議により候補者を選定しております。 

また２の非公募の場合には、手続はしておりませんが、施設ごとに定められた基準を満たし

ているか、運営能力に問題はないかと判断し、適格か不適格かを決定しております。 

次に３ページをお開きください。ここには、公募施設における審査評価表を記載しておりま

す。このような審査項目をもって、各委員に評価いただいているという状況でございます。な

お、以上の審査方法等につきましては、昨年度と変更はございませんので、参考のため申し上

げたいと思います。 

以上のような内容で審査を行いまして、その結果は、次のページに記載しております。 

４ページをお開きください。この一覧の通り候補者を選定しております。時間の都合上、施

設名、指定期間及び候補者の団体名のみ説明させていただきます。 

まず、１協定目、江刺ターミナルプラザは、指定期間が３年で、候補者は奥州市観光物産協

会。 

２協定目、水沢地域交流館は、指定期間が２年で、候補者は奥州市国際交流協会。 

３協定目から７協定目までの各地区センターは、それぞれ指定期間が３年で、候補者は各地

区の振興会。 

８協定目、奥州宇宙遊学館は、指定期間が５年で、候補者はイーハトーブ宇宙実践センター。 

９協定目、前沢ふれあいセンター及び俳句の庵は、指定期間が２年で、候補者は前沢商工会。 

10協定目、胆沢文化創造センター及び胆沢郷土資料館は、指定期間２年で、候補者は胆沢文

化会館自主事業協会。 

11協定目、水沢体育館ほか４施設は、指定期間が２年で、候補者は奥州市体育協会。 

12協定目、大鐘公園市民プールは、指定期間が２年で、候補者は同じく奥州市体育協会。 

13協定目、前沢グリーンアリーナ及び前沢スポーツセンターは、指定期間２年で、候補者は

シチズンスポーツ奥州。 

14協定目、前沢温泉保養交流館は、指定期間が１年で、候補者は丸協建設株式会社。 

15協定目、小黒石自然体験交流館は、指定期間が２年で、候補者は古代の流れ源流「網代

滝」を守る会。 

16協定目、新里地区振興会館は、指定期間が２年で、候補者は新里地区振興会。 

最後に17協定目、衣川歴史ふれあい館は、指定期間が１年で、候補者は奥州市観光物産協会
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という状況でございます。 

５ページ以降につきましては、各施設の管理運営計画書及び収支計画書でございます。さら

に、公募施設の場合には、審査集計表を添付しております。時間の都合上、それぞれの説明は

省略させていただきますので、ご了承お願いしたいと思います。 

簡単でございますが、資料の説明は以上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことに対しまして、質問等ございましたらお願いい

たします。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） ちょっと個別にはなかなか拾いきれないので、ぱっと見て感じたところだけお

伺いしたいんですが。公租公課が発生している施設があります。かかっているところとかかっ

てないところ、かかっているのはめちゃくちゃ公租公課が高いんですが、これ、何か理由があ

るのかどうかと。 

それと、委託料が前回に比べると半分以上、なんか委託料が上がっているんですか。何か傾

向的にあるのかどうか、ここら辺、お伺いします。 

それと昨年、使用料等の見直しをしました。今回、この指定管理するに当たって、ここら辺

が反映されていないように見えるんですが、これ、きちんと反映したのか。使用料収入を見て

の指定管理料という積算になっているのか、その３点、お伺いします。 

（小野寺議長） 桂田行政経営室主幹。 

（桂田行政経営室主幹） 一つは、公租公課の件でございました。法人、団体さんの性格によりま

して、消費税なり、或いは法人税なりっていうような納税義務が生じるものがございますので、

それを掲載しているということでございます。ちょっとその金額が多い少ないっていうのは、

こちらでも手元に資料ございませんので、ちょっと詳細は申しかねますが、内容はそういうこ

とだということでございます。 

それから、委託料が高くなっているのではないかというお話でございました。なんて言いま

すか、具体性がちょっと答え辛いところもあるんですけれども、大きく何か管理の仕方を変え

たとか、そういったことはございません。ただ、実態に合わせて、必要な見直しはしておりま

すので、その影響なのかなというふうに思っております。 

それから３点目が、使用料の見直し。内容は、使用料の増収分を見まして、なおかつ、その

部分は、今まで使用料徴収していなかった部分で、徴収コストが出てくるといった部分につい

ては、そこも支出の方で加味しまして、その差額を指定管理料の方に反映させているという状

況でございます。基本的に使用料に影響があるところに関しては、反映させているということ

でございます。以上です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） まず、使用料とか利用料。要は今回、指定管理されるそれぞれの施設、ここで

言うところの収支計算書、或いは、これで言えば、このチェック表で言うところの９の収支計

画のところに、利用料金というのは、昨年、使用料の見直しをしましたと。それは、きちんと

反映されているのですかと。言っている意味、わかります。今まで免除してきたのを、例えば、

付加使用料は全部免除しないことがありましたよね。全部付加することになりましたよね。そ

れらは、きちんとチェックはされたんですかと。要は、その団体さんから出されたやつで、去

年の実績で出してはいないですよねと。ちゃんとチェックはしていますよねという意味です。 

私が聞きたいのはね、いずれ、この指定管理の趣旨は、ある意味、その経費節減というとこ

ろもあるわけですよね。ですから、できるだけその指定管理料は、極力、抑え目にすると。そ

して、受ける側が自助努力をするといってサービス提供するということが、そもそもの指定管

理の趣旨だと思いますから、その辺、十分チェックされていましたよねということでお伺いし

たところであります。 

例えば、最初のこの水沢地区センターの収支計画書で、９、収支計画、下から４行目ですか、

租税公課96万円、93万円、94万円。今までは、19万7,900円だったんですね、令和元年は19万

7,900円が、そうですね96万円。何で上がったんでしょうねと。素朴な見方です。これがある

ところとないところがあるので、指定管理、そうですね。ここが発生するっていうのは、もし
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かすると、自主事業といいますか、営利事業をしているというふうに単純に捉えていいのかど

うか。ちょっとその辺が見えてこなかったので、お伺いしたということです。 

（小野寺議長） 桂田行政経営室主幹。 

（桂田行政経営室主幹） 先に使用料の件でございます。過去の実績をしっかり見まして、件数を

把握しまして、改定後の新単価を乗じて、使用料をしっかり積算させていただいているという

ことで、単純にその相手方の言った額をただ載せているということではないということでござ

います。しっかり計算をしております。以上でございます。 

（小野寺議長） 井面地域づくり推進課長。 

（井面地域づくり推進課長） 指定管理業務に係ります租税公課の部分でございます。水沢地区セ

ンターを事例に紹介いただきましたが、消費税法に基づきます納付消費税を、水沢地区セン

ターですと来年度、令和３年度から計上積算させていただいて、この計画内訳書に出てきてい

ると。課税標準年度が２年前、令和元年度となります。令和３年度の課税売上という言い方を

しますが、指定管理料収入が1,000万円を超える場合には、翌々年度から納付の義務が発生する

という税法上の部分での条件で、その分がこういう金額かどうかっていうのは、ちょっと精査、

今できませんけれども、そういう制度上も乗っかってきているという部分でございます。以上

でございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。４番、高橋晋議員。 

（高橋晋議員） ４番、高橋晋です。個々の施設の質問がちょっと馴染まないのかもしれませんが、

一つだけ気になるところがありましたので、教えていただきたいんですけども。前に全員協議

会でもご説明いただいた江刺ターミナルプラザの件です。二つの指定管理が一つになって、物

産観光というか、物産センターと見た目が一緒になって管理運営するということで、利便性を

高めるということで、目的の方にもその旨で書いておりますが、職員体制のところがちょっと

気になりまして、この職員は、それぞれ何時から何時までっていうふうに時間が区切られてい

るような感じに見受けられるんですけども、これで利便性が図れるのかどうか、ちょっと疑問

に感じたところです。 

例えば、今まで物産観光センターは、10時から５時ぐらいまでの営業だったと思いますけど

も、ほとんど使われているのが市民だけだというふうなことでしたけれども、それは10時から

しか開いていないからだと私は認識しております。せっかくバスセンターが早く開いているの

に、物産センターが10時からしか開かないっていう、もしそうだとすれば、仙台にバスで行こ

うという人が、お土産を買ってバスに乗れないというふうなこととか、いろいろ不便を感じる

ところが出てくるのではないかなというふうに思うんですけど、そこら辺、教えていただけれ

ばと思います。 

（小野寺議長） 千葉公共交通対策室長。 

（千葉公共交通対策室長） ただいまのご質問に対しまして、私の方からご説明を申し上げます。 

こちらバスセンターと、今回、観光物産センターの複合化ということで、開館時間がお見込

みの通り、時間が延びる格好になりますし、あと、年間の開館日数も増える形になります。具

体的に申し上げますと、バスセンターについては、現在、平日の朝７時から夕方は７時まで、

日曜日に関しましては、やはり７時からですけども、夕方は６時半までの開館になっておりま

す。休館日は１月１日のみ、364日開館している施設でございます。 

この開館の状況については変えないで、観光物産センターの機能を付加する形に考えており

ます。今お話ありました通り、朝夕の早い時間、遅い時間については、最低限１人が対応でき

るように、あと、従来の観光物産センター開館時間であります午前10時から午後５時までにつ

いては、２名が常時いられるような体制で、人件費の積算をしたところでございます。 

バス利用者の方にとっても、或いはその観光目的の方にとっても、利便性が高まるような運

営を心がけて参りたいと思っているところでございます。以上です。 

（小野寺議長） 千葉公共交通対策室長。 

（千葉公共交通対策室長） 詳細につきましては、この後、指定管理者が決定の後に、指定管理者

様とご協議をしていくことになりますけれども、最大限、利用者の便にかなうような運営を目
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指して参りたいと思います。 

（小野寺議長） 13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） ここの２階に、結構広いし、30人規模の借りる部屋。この許可とか手続は、どち

らの方でなさるんでしょうか。お聞きします。 

（小野寺議長） 千葉公共交通対策室長。 

（千葉公共交通対策室長） ただいまご質問ありました施設の貸館の関係ですが、その管理につき

ましても、指定管理者が行う格好になります。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、⑥の指定管理者候補者については、以上とさせていただきます。 

説明者入替えのため、暫時休憩します。 

 

⑦ 公共施設等総合管理計画・個別施設計画（案）について 

再開いたします。続きまして、⑦公共施設等総合管理計画・個別施設計画（案）について。

当局から説明をお願いいたします。 

（千田財務部長） 財務部からご説明いたします。公共施設等総合管理計画・個別施設計画（案）

についてでございます。この計画につきましては、令和２年度内の策定を目指しまして、現在

策定作業を進めているところでございます。今般、分野ごとの計画の原案が固まりましたので、

その概略、今後の進め方等についてご説明いたします。引き続き、担当からご説明いたします。 

（小野寺議長） 桂田行政経営室主幹。 

（桂田行政経営室主幹） それでは資料に基づいて説明させていただきます。 

それでは、１の説明の趣旨につきましては、先ほど財務部長から申し上げた通りですので省

略し、２のこれまでの取り組みをご覧ください。(1)資料個別施設計画素案の概要の作成です

が、この資料を昨年12月に作成しております。内容につきましては、昨年11月27日の全員協議

会で説明済みですので、詳細は省略させていただきます。次の(2)市民意見の聴取でございま

す。市民の意見を聞く会を12月下旬に５会場で計６回開催し、さらに、メールやファックスで

の意見募集を、今年の１月５日まで行っております。その下(3)市民意見の内容及び反映状況

でございますが、頂戴した意見は79件でございました。総じて強い反対意見はなく、素案から

の大きな修正は行っていないという状況でございます。意見の詳細及びその対応状況につきま

しては、別添の資料として取りまとめております。ただ、本日は時間の都合上、説明は省略さ

せていただきます。 

それでは２ページ、次のページをご覧いただきたいと思います。３、個別施設計画案の概略

と今後の進め方でございます。(1)計画の策定単位と冊数でございますが、計画はこの表に記

載の通り21種類となりました。なお、表の下の方に注意書きがございますが、小中学校、医療

施設、公営住宅、それから普通財産につきましては、別の進め方をするということで、この表

には含めていないということでございます。次に(2)計画の掲載項目でございます。本日、個

別の計画書案の説明は省略させていただきますが、計画に盛り込んでいる標準的な項目として

は、この資料に記載の通り、５つの項目をもって構成しているという状況でございます。 

それでは次のページ３ページをご覧ください。(3)パブリックコメントの実施ですが、21の

計画を一括して実施することとし、周知は、市広報２月本号と、市のホームページで、意見の

方法につきましては、電子メール又はファクシミリで、募集の期間は２月16日からの３週間と

いうことで予定しております。(4)の決定公表までのスケジュールとしては、本日の全協説明

の後に、16日からパブリックコメントを実施し、３月中旬には外部委員による行政経営改革推

進委員会を開催し、３月下旬に決定・公表するというスケジュールを考えております。 

最後に、４、個別施設計画策定後の取組みでございます。(1)総合管理計画の改定ですが、

令和３年度中に本体計画である総合管理計画を改定して、新たに施設の点検診断等の方法や耐

震化の実施方針、ＰＤＣＡサイクルの導入などを盛り込み、内容を拡充させる予定としてござ

います。また、この改訂にあわせ、個別施設計画についても、所要の見直しによりブラッシュ
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アップを図っていく予定としております。さらに(2)個別施設計画に基づく適正管理の推進で

すが、この個別施設計画は、長期的な視点を持って各施設の統廃合方針や管理方針等を定める

ものでございます。この方針については、市民ニーズの動向や施設を取り巻く環境の変化など

を見極めながら、適宜見直しを図っていくというものでございます。 

今後、この方針に基づき、市民合意の形成を図りながら、施設の統廃合や改修、更新等の事

業化を図り、もって施設の適正管理を推進していくということでございます。ということでご

ざいまして、年度内の計画策定を目指しますが、これがゴールだと、それで終わりだというふ

うには考えておりません。この計画を持って、将来方針をしっかり示すことによって、市の公

共施設を将来どうしていくのか、市民や関係団体との対話を深めるための素地がようやく整う

ということでございますので、むしろこれがスタートになるという気持ちで、今後の公共施設

のマネジメントに取り組んでいきたいと考えております。 

本日は限られた時間でございますので、ご意見は後日でもお受けしたいと思いますし、会派

ごとに集約していただければ、なお幸いでございます。この点をお願い申し上げまして、説明

を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（小野寺議長） ということでございますが、ご意見、ご質問、あえてこの場でお聞きしたい方、

お願いします。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 大変ボリュームがあって、どう見たらいいかよくわからないというのが率直な

この個票です。 

それで、まず１つは、全部見たわけじゃないので、ちょっとイメージとして残っている部分

が、施設ごとに何年度に修繕するとか、改修するとか、改修、建替え、同じなのかな。それぞ

れ大ざっぱな年度が入っています。中には令和３年の分も入っているのですが、これはもうす

でに財政計画に織込み済みで個票が作成されているのかどうかということをまず確認をさせて

ください。 

２つ目は、これは施設別なので、施設別で見ればいいのでしょうが、これは地域別に並べ替

えができますかね。例えば、江刺地域のそれぞれの施設はこうなりますよというふうな、書き

換えはできますかね。できればそうしていただくと、この参加者、水沢６人ですか、江刺は11

人。これだけの膨大な資料を見ろと言っても無理があるのですよね、意見を出せと言ったって。

ですから、これが地域別に出ることによって、自分たちの地域の施設がどうなるのかというの

をこう見えてくると。それこそ可視化されると思いますので、できればこれは地域ごとに、ぜ

ひ並び替えをしていただいて。これは、地域会議に資料提供はされているのかどうかわかりま

せんけど、できるのであれば折を見て広くご意見をいただくという姿勢のようですから、地域

会議等に、その地域の個別計画をご提示しながら、こういうことでご協力お願いしたいのだと

いうことを私はした方がいいだろうというふうに思うので、そこら辺のこれからの進め方、或

いは考え方、或いは資料の出し方について１つお願いをいたします。 

（小野寺議長） 桂田行政経営室主幹。 

（桂田行政経営室主幹） それでは財政計画との整合性の部分でございます。全部の個別計画に

載っている計画、改修やら建替えというのが、すべて財政計画の方に反映されているというこ

とはなくて、財政計画の計画期間中のものについては、当然、そこは整合を図っておりますが、

それ以降の部分については、あくまでも見込みといいますか、推計で載せているということで、

必ずしも財政計画に載っているということではありませんが、ただ、現実的な事業費になるよ

うに、ある程度圧縮を図っているということで、そういう意味では、ある程度整合性はとれて

いるというふうに考えております。 

もう１つの地域別のもの、今回の個別計画のボリュームで地域別にもう１回作り直すという

のはちょっと、なかなか難しい作業でございますので、12月に住民説明で使った素案の概要と

いうことで、本当にシンプルに、その施設を将来どうしていくのかとまとめた資料がありまし

て、それを地域ごとに集約し直すということは比較的簡単にできますので、パブリックコメン

トの際に、それも一緒に公表できるように少し検討して、そこは要望におこたえして対応した

いというふうに思っております。 
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あとついでに、地域会議の件、12月、１月にかけて５か所と言いますか５地区、全部に説明

をして歩いたという状況でございます。以上でございます。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） わかりました。一つ概要版で結構ですので、個票全部というのはちょっと大変

なボリュームだと思いますから、結構です。それで、大体の地域の公共施設がどういう形にな

るのかというイメージと言いますか、可視化に繋がると思いますから、ご面倒をかけますけれ

ども、よろしくお願いしたいと思います。 

あと、財政計画との整合性の部分ですが、そうしますと令和47年ですか。平成47年ですか、

どっちでした、確か47年までの財政計画という部分は、織り込み済みだということでいいので

すかというのを確認して終わります。 

（小野寺議長） 桂田行政経営室主幹。 

（桂田行政経営室主幹） 長期財政見通しという意味であれば、もっと短い財政計画ですので、令

和７年度までの部分ということでございます。 

（小野寺議長） 他にございますか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、会派等でも検討して、後で意見を上げていただきたいというふうに思います。 

それでは、⑦の公共施設等総合管理計画・個別施設計画（案）については、以上とさせてい

ただきます。 

説明者入替えのため、暫時休憩します。 

 

⑧ 第８期介護保険事業計画におけるサービス基盤整備について 

再開いたします。続きまして、⑧第８期介護保険事業計画におけるサービス基盤整備につい

て、当局から説明をいただきます。佐賀福祉部長。 

（佐賀福祉部長） それでは最初に、私の方から、今回ご説明いたします介護保険計画の策定に係

る経過等について、若干説明をさせていただきまして、そのあとに担当課長より、修正内容に

ついてご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

この第８期介護保険事業計画の素案につきましては、先月１月18日の全員協議会におきまし

て、議員の皆様の方に、最初にまずはご説明をさせていただき、その中で、保険者としての市

の考え方であるとか、待機者解消に向けた取組みの在り方などについてご指摘をいただいたと

いう状況でございます。そのあと、同じ週でございますけれども、１月19日から23日までの間

で市内５地域を会場に住民説明会を開催してございまして、地域包括ケアシステムの推進のた

めの取組事項であるとか、サービス基盤整備、介護保険料の見込みなどについてご説明をして

ございます。 

住民説明会においては、特に大きな異論という部分はなくて、概ねご理解をいただいたもの

というふうに理解をしてございますけれども、介護予防を含めた今後の介護サービスの在り方

等について、一層の推進強化について指摘する意見が多く寄せられたというふうに捉えている

ところでございます。 

これは、議会からのご指摘、住民説明会でのご意見などを踏まえまして内容の確認であると

か、精査を行ってきたところではございますが、その中で、前回お示しいたしました第５章

サービス基盤整備の特別養護老人ホーム入所待機者の算定におきまして、昨年の上半期に介護

職員の確保ができたことなどによりまして、特別養護老人ホームのベッド31床について、受入

れ抑制の解消が図られていたということが確認できましたことから、特別養護老人ホームの整

備必要数の修正が必要というふうに判断し、今回のご説明という経過でございます。 

市としましては、待機者の数が、今回、幾らか減少したという状況ではあるものの、介護人

材の確保や事業者支援など一生懸命頑張りたいというふうに思っておりまして、少しでも多く

の待機者の解消に向け、一層努力して参りたいというふうに考えております。それでは担当よ

り資料の方の説明をさせていただきます。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 
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（千田長寿社会課長） それでは、第８期介護保険事業計画の第５章サービス基盤について説明さ

せていただきます。資料は、素案の一部を抜粋したもので、修正追加箇所は、赤字及びアン

ダーラインで引かれている箇所となります。64ページの中段、(3)特別養護老人ホーム等整備必

要数の本文中の１行目、最後、令和２年度４月から９月の間に、「特別養護老人ホーム入所定

員の抑制の解除により31人が」と追記しております。これは、既存の特別養護老人ホームは定

員に対し、満床状況にあることを前提として、特別養護老人ホーム整備必要者数を148人として

おりましたが、令和２年４月時点で、特別養護老人ホーム福寿荘と羽衣荘の２施設が、介護人

材不足のため、合わせて31名の入所抑制を行っていましたが、順次入所者の受入れを行い、９

月までに抑制を解除したことを確認しましたので、その分を入所待機者解消数に算入する必要

があることから、今回、新たに項目を追加し、特別養護老人ホーム整備必要者数を148から117

に修正するものです。 

次に、65ページの(4)サービス基盤整備計画のサービス基盤整備計画の表の後に、「今後、

整備計画対象外の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの創設も予定されている

ことから、引き続き、在宅介護サービスの支援や重症化防止策、介護人材育成などによる人材

確保を推進しながら、待機者解消に向けて取り組みます。」の文言を追加させていただきまし

た。これは、施設整備が計画通りに進んだとしても、人員確保ができずに開所が遅れたり、既

存の施設でも介護人材不足により受け入れを抑制しなければならなかった事例もあることから、

従来から行っている介護職員初任者研修受講料助成、医療介護従事者奨学金返済支援制度のほ

か、新たに介護職員合同入所式と勤続表彰式の開催や地域住民参加協力による介護未経験者の

高齢者人材確保事業、これは、令和元年度に江刺寿生会がモデル事業として取り組んだもので、

介護未経験者で意欲ある高齢者の人材を雇用するものですが、これらの取組みを紹介するなど、

介護人材育成確保に向けての取り組むものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことにつきまして、質問等ございましたらお願いい

たします。13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） ２点お伺いします。まず１点目の、その２ページ目の方を見ますと、いずれ特養

に入りたい人の数は、代替すれば別なんですけども、そうじゃなければ依然として117人からさ

らにそれを見越しても、79人の方が介護老人福祉施設には、現状では入れないと。こういうふ

うになりますけども、この問題は、今年度はもう無理かもしれませんけど、早期入所者も含め

て、79人の方が結局、他の施設に行かざるを得ないっていうことなので、本質的にやはり、特

養ホームに79人の方を入るべき、入らなければならないような介護度とか、医療的な問題を

持った人なんだと思うんですよ。この問題は、３行目で赤字で書いてあり、待機者解消に向け

取り組みますという、前文の方で、代替的にサ高住を使うとかになっていますので、これは、

基本的には、特養に入りたいという必要性がある人も、現実には79人ほど入れなくなってしま

うということなので、やはり市としては、基本的にはそれは解消するっていいますか、代替

じゃなくて、特養として解消するということを基本的に出すべきだと思うんですが、この１点

お伺いします。 

それからもう１点ですが、先ほど予算で細かい話もあったので、あまり詳しく聞きませんが、

予算の中に今年度の特養ホーム建設事業補助金というのが、債務負担行為で計上される予定で

すけれども、これと施設の拡充の絡みをお伺いいたします。この２点についてお伺いします。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 

（千田長寿社会課長） ２点ご質問いただきました。１点目の特別養護老人ホームの解消にサービ

ス基盤系整備計画に載っている施設では、特別養護老人ホームの解消には至らないではないか

というご指摘の件についてお答えしたいと思います。確かに、特別養護老人ホームという施設

を建設すれば、それは即、特別養護老人ホームの入所者解消には至るわけですけども、何せそ

の建設に当たって、こちらの方でも前回もお話した通り、施設の整備計画がどの程度あります

かという伺いを立てた段階で、今年度やるといったところが４か所ということになっておりま

した。その時にも話したんですけども、あくまでも特別養護老人ホームが足りないという場合
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には、その建設もですし、あと、空きが出るまでの間として、やはりショートステイとか、他

の施設を使っての繋ぎというか、そういう形で、現状ところは、入所待機者の人には利用して

いただくことしかないのかなということで、今回も同じような答弁になりますけども、特養に

ついては、あくまでも特養という建物ができたことによって入ることになりますし、それ以外

については、それまでの間の繋ぎということで、こちらの方としては、特養の待機者の解消の

中に含めさせていただいているという状況です。 

それから、２つ目の特養建設にかかる補助金についてですが、これは県の方に補助金申請を

行って補助金交付を受けるもので、この介護老人福祉施設の広域型の施設のうち、大きく改築

をする事業所について、既に計画等が固まっておりますので、その２施設に対しての補助金の

申請を予算計上しているという状況です。以上です。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） １点目の施設を拡充しないのは、事業者の決断がなかなかいかないからだという

ことですけども、市としては、どんなインセンティブ、要するに事業者がどうすれば拡充する

んだということは、何かお考えなんでしょうか。１点お伺いします。 

それから、２点目の、これ１億2,250万円。特別養護老人ホーム建設にかかる補助金、債務

負担というふうにあれば、それ丸々県の他の補助金であって、全く市とは関係なく計上される

と、こういうふうに考えてよろしいんでしょうか。この２点についてお話を伺います。 

（小野寺議長） 佐賀福祉部長。 

（佐賀福祉部長） それでは私の方から１点目の待機者の考え方、取組み等についてご答弁をさせ

ていただきたいと思います。議員ご指摘の通り、基本的にこちらの整備計画等で謳ってござい

ます数字、これについては、特別養護老人ホームでの早期入所が必要な人の分の待機を何とか

目指すという数字になります。それで、最終的には、その117人という数字に対して、この整備

計画の特別養護老人ホームの分で117人に行くべきだという、そういうご趣旨だとは思います。

ですので、市としてもできるだけそれに向けて取り組みたいということではやっているところ

でございますけれども、いかんせん、そういう課長からの答弁の通り、事業者等の整備の希望

等も集まらない状況、或いは人材確保等も含めて、なかなか対応できていない状況ということ

で、それでの解消には繋がらないという形になっているのは、議員ご指摘の通りでございます。 

市としましても、それを目指して、今後も事業者等と連携をしながら、要請をしながら、何

とか特別養護老人ホーム早期入所の待機者としてのカウントを少しでも解消すべく、事業整備

或いは人材確保、それらの内容についてできるだけの支援を行いながら、少しでも解消に向け

て取り組んでいきたいという趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 

（千田長寿社会課長） 一般会計の債務負担行為の特養の建設事業補助金について、私の答弁に誤

りがありましたので、訂正させていただきたいと思います。先ほどの特別養護老人ホーム建設

事業補助金のことについての質問でしたけれども、これは、合併前の旧市町村で建設されまし

た特別養護老人ホームに係る債務負担に対する補助ということでしたので、今回、新たに建て

るというよりは、合併前に建てた、具体的には水沢の美楽会と江刺の寿生会の２つが建てたと

きの、その建設金に係る償還の返済に係る補助金ということでしたので、新たなものではなく

て、今年度も実際に返済している中の来年度予算分ということになります。以上です。 

（小野寺議長） 他にございますか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、⑧の第８期介護保険事業計画におけるサービス基盤整備については、以上とさせ

ていただきます。 

 

⑨ 新工業団地（袖山地区）の整備について 

（小野寺議長） 再開いたします。それでは、次に⑨でございます。新工業団地（袖山地区）の整

備について、当局から説明をお願いいたします。菊地商工観光部長。 

（菊地商工観光部長） 新工業団地（袖山地区）の整備計画区域の設定並びに今後のスケジュール
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について、担当課長の方からご説明申し上げます。 

（小野寺議長） 佐々木企業振興課長。 

（佐々木企業振興課長） それでは、私の方から資料に基づきまして新工業団地（袖山地区）の整

備についてご説明をさせていただきます。 

１、新工業団地（袖山地区）の整備計画区域の設定について。新工業団地については、本年

度より委託業者による現地調査、測量業務及び中小企業基盤整備機構等の専門家や関係機関と

の調整を実施しながら、基本計画の策定を進めてきたところである。基本計画の策定に当たっ

ては、「工場適地開発可能性調査」の結果に基づき、整備計画対象面積を約20ヘクタールと設

定し、周辺の法規制の整理や道路、用排水等のインフラ状況の再確認を行うとともに、整備後

の事業用地としての機能性や災害対応等を考慮したところ、当初の整備計画対象区域を拡大す

ることで、南側の外周法面を低減し、事業用地も拡大することが可能となり、最も効率的な整

備計画を立案できることから、今後の基本設計の実施に当たり、別紙１に示す範囲を新工業団

地の計画区域として設定した。 

なお、今後提示する案は、整備計画区域を設定するための「基本計画」の段階の案であり、

区域内の土地利用計画については、今後、基本設計、実施設計等において変更する場合もある。 

お付けしております図面の方をご覧いただきたいのですが、まず１枚目でございます。新工

業団地の位置図ということで、ご案内の通りでございますが、江刺中核工業団地、フロンティ

アパークがございまして、その北側に約24.6ヘクタールを整備するというものでございます。 

もう１枚めくっていただきますと、先ほどご説明いたしました新しい工業団地のエリアとい

うことで、この着色してある部分が今回の整備面積ということになります。全体で24.61ヘク

タールということでございます。 

続きまして、先ほどの１枚ものの資料に戻っていただきたいと思います。真ん中ごろ、区域

選定の主な理由でございます。南側農地を整備計画区域に含めることにより、南側農地への水

源確保のための施設整備が不要となることから、事業費の抑制が可能となる。 

整備計画区域を拡大した際においても、区域内の土量バランス調整による整備が可能である

ため、整備事業費を抑制できる。 

計画区域内にループ型道路を配置することにより、災害等の有事の際にも２方向からのアプ

ローチが可能である。 

計画区域南側については、企業側において既存の工業団地との一体的な利用を検討すること

が可能となる。フロンティアパークとの一体利用ということです。 

計画区域内の中央にフラットな大規模区画、約8.2ヘクタールを確保することが可能になる

とともに、企業が求める規模感の区画を多く用意することが可能となります。 

大規模区画については１区画、中規模区画については11区画を取れるということですが、先

ほど申した8.2ヘクタールの大規模区画につきましては、分割も可能だということです。 

整備計画概要でございます。整備計画区域の面積につきましては、約24.6ヘクタール。従前

の計画では20ヘクタールということでした。分譲可能面積につきましては17.8ヘクタールです。

従前の計画では約10ヘクタールということです。以下、区域内道路についてはループ型、想定

区画計画につきましては12区画。あとは、想定最大区画面積が約8.2ヘクタール、最小が0.4ヘ

クタールということです。 

２の今後のスケジュールでございます。令和３年２月から各種法手続の準備を開始いたしま

す。括弧内にございますように、農振農用地区域の除外、林地開発、開発行為等の法手続でご

ざいます。令和３年度、実施計画、用地交渉及び各種法手続。令和４年度から５年度にかけま

して、造成工事と可能であれば予約販売を開始したいと。令和６年度に分譲開始という予定で

ございます。説明は以上です。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきましたことについて、質問等ありましたらお願いいたしま

す。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） ３点ほどお伺いいたします。３ページの図面の見方ですが、基準点、プラマイ

０っていうのは、これ、道路の高さを０にした場合、この造成計画の高さというふうに見てみ
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ると、この平たん部分っていうのは、これはこのところよりも６メーター下がるっていう見方

をすればいいんですか。そして、団地内の道路は、これは高くなるんですか、低くなるんです

か。ちょっとそこだけ教えてください。 

それで今回、大変ご努力をいただいて、団地の面積、販売面積が広がったわけですけど、そ

れによって近くでは転作牧草、実際は田牧で放牧されている面積が５反歩ぐらいあるらしいん

ですが、そうしますと、全部でこの事業導入で６反歩ほど喪失すると。これらの確保、現在、

取り組んでいる内容について、ちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。 

最後は、この３ページの図面を見ていただくと、北側は現在の山林状態、手つかずのままに

なるようですけど、かなり残された農地は日陰になる可能性が非常に強いのかなというふうに

思ったんですが、やはり、ここまでの拡張はちょっと難しかったのかどうか、その点を聞いて

終わりたいと思います。 

（小野寺議長） 佐々木企業振興課長。 

（佐々木企業振興課長） １点目でございます。３ページ目の図面の見方といいましょうか、基準

点を０といたしまして、例えばですけれども、Ｃ－2であればそこから４メートル下がるという

見方になりますので、お問い合わせのＢ－１につきましては、６メートル下がるというふうに

ご覧をいただきまして、道路につきましては、それよりもさらに若干下がると、低くなるとい

うことでございます。 

それから、二つ目の牧草利用の方々との調整ということですが、ここも、当事者含めまして

何回も面談をしていることに加えまして、市の関係部署との調整、あとはＪＡ江刺様との調整、

あとは県の関係課との調整を現在進めているという内容です。 

それから、北側の農地の関係でございますが、今回、整備計画の見直しというのは、いろん

なパターンを想定しまして、効率がいい形というのがこのような形となったものでございまし

て、北側まで入れると、少し、少しというか効率の悪くなる整備になるということですが、北

側の田んぼに影響が少なくなるような整備手法を検討しているということでございます。以上

です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） わかりました。それで、ちょっと思ったのは、現在、江刺の工業団地、フロン

ティアパークの現状を見た時に、この緑地帯なんですかね、このグリーンのところは、緑地帯

ですね。特に平場から道路の部分が、かなりの法面になりますね。この道路が下ということは、

要は平場の団地があって、７町歩、８町歩の団地があって、道路が下がって、さらに団地とい

う図面かなと思ったんですが、この道路の内側の緑地がかなり広いなと思ったんです。もしか

するとこれ、もうちょっと何メーターか下げると、造成上はいいかもしれませんけど、後の管

理から考えると、ちょっとこの緑地帯をもうちょっと減らして、後の畦畔管理っていいますか、

法面管理をしやすくした方が、企業さんも助かるのかなってちょっと思ったんですが、その辺

の意見いただいて終わります。 

（小野寺議長） 佐々木企業振興課長。 

（佐々木企業振興課長） 全体の工事費とか土量の関係もございますので、実施計画、実施設計に

当たりまして、そこら辺も配慮しながら進めて参りたいと思います。以上です。 

（小野寺議長） 11番、千葉敦議員。 

（千葉敦議員） ３枚目の黄色で塗られた計画図ですけれども、西側に調整池を造っていただいて

おります。そして、公園もありますけれども、この公園から西側に道路として抜けられるのか

どうか、袖山地域の市道と、私は、ある程度の道路幅を持って接続するべきではないかなと

ずっと前から申しているんですが、そのような計画にはならないのかどうか、お願いします。 

（小野寺議長） 佐々木企業振興課長。 

（佐々木企業振興課長） 現在の計画では、通り抜けができるということになってございます。幅

員は４メートルの予定です。以上です。 

（小野寺議長） 千葉敦議員。 

（千葉敦議員） ちょっと４メートルでは、冬場も含めてですが、すれ違いが苦労するかと思いま
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すので、ある程度の幅員の道路をと、私は思うんですが、改めて見解を伺います。 

（小野寺議長） 佐々木企業振興課長。 

（佐々木企業振興課長） 現時点で工業団地内の道路の幅員、２方向から入れる部分は、12メート

ルで確保してございまして、東西に抜ける道路は４メートルということで、管理用道路的な意

味合い。あとは、利用される方々が通れる幅員ということで考えてございます。全体の道路計

画の中で、必要性等については考えていくものと思います。以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、⑨の新工業団地（袖山地区）の整備については、以上とさせていただきます。以

上で説明事項を終わります。 

説明者退席のため、暫時休憩します。 

 

(2) 協議事項 （略）  

 

４ その他 （略） 

 

５ 閉会 

（佐藤副議長） 長時間にわたり大変ご苦労様でした。以上をもちまして全員協議会を終わります。 



奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和３年２月１日（月） 

             午前10時                                                                                                                           

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 令和３年度奥州市一般会計当初予算案について 

② 国民健康保険税の見直しに関する市民説明会開催結果報告について 

③ 令和３年度行政組織について 

④ 市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北本線水沢駅・金ケ崎駅間新張 

踏切拡幅工事の協定について 

⑤ 新しい「協働のまちづくり指針」について 

⑥ 指定管理者候補者について 

⑦ 公共施設等総合管理計画・個別施設計画（案）について 

  ⑧ 第８期介護保険事業計画におけるサービス基盤整備について 

⑨ 新工業団地（袖山地区）の整備について 

 

(2) 協議事項 

議会改革検討委員会検討結果について 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 
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「協働のまちづくりの定着」と「行政経営改革の着実な推進」に努めること
を基本的方針と定め編成。
▶奥州市総合計画に掲載している事業について、事業費及び財源を精査し、最も効率的な手法
により確実に推進する。

▶新規事業の構築や既存事業の見直しに当たっては「協働のまちづくり」の理念に基づき方策
を検討した上で事業化する。

▶財政健全化の推進により事務事業の減量・効率化、経費全般の縮減・節減に努める。

（億円）

※H22・H26・H30の当初予算は骨格予算のた
め6月補正後の予算額としています。

（千円・％）
当初予算額の推移

1

令和３年２月１日 全員協議会資料 財務部財政課

令和３年度 令和２年度 増減額 伸び率

予算総額 56,478,500 58,723,900 △2,245,400 △3.8

うち一般財源額 38,859,243 40,808,996 △1,949,753 △4.8

令和３年度予算総額は、民生費において社会保障関連経費の伸びにより
約4.2億円増となったものの、令和２年度の特殊要因であったごみ焼却施設
長寿命化事業が終了（約16.5億円減）したこと、出資金（留保資金）の一
時増額が必要であった下水道事業の法適用化が完了（約4.8億減）したこと
の影響や、予算編成において令和２年度から引き続き枠配分方式による歳
出規模の抑制に取り組んだことなどにより、前年度と比較して予算総額で
約22.5億円（3.8％）、一般財源額で約19.5億円（4.8％）の減となった。



人件費

8,647,112 

扶助費

11,777,022 

公債費

7,204,186 

普通建設事業費

3,213,576 

災害復旧事業費

7,889 

補助費等

10,482,516 

物件費

7,563,326 

繰出金

4,735,790 

貸付金

658,520 

投資及び出資金

1,018,151 

維持補修費

571,853 

積立金

538,559 予備費

60,000 

義務的経費

27,628,320 

投資的経費

3,221,465 

その他経費

25,628,715 

市税

12,425,549 
繰入金

2,192,519 

諸収入

1,122,584 

使用料及び手数料

1,115,170 

財産収入

732,651 
寄附金 600,202 

繰越金 400,000 分担金及び負担金

175,340 

地方交付税

18,091,718 

国庫支出金

6,673,517 

県支出金

5,048,578 

市債 4,217,000 

交付金等

2,863,222 

地方譲与税 820,450 

２ 歳入及び歳出の概要

▶市税は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を反映し、個
人市民税で10.3%、法人市民税で21.0%の大幅減により6.0%の
減。
▶繰入金は、財政調整基金繰入金の52.8%減などにより全体とし
て36.8%の減。
▶寄附金は、ふるさと応援寄附金の増により39.5％の増。
▶普通交付税は、国の地方財政対策を基に、税収減による増分
はあるものの、合併算定替えの終了や臨時財政対策債への振替
の増により0.5％の減。
▶特別交付税は、奥州金ケ崎行政事務組合が実施するごみ焼却
施設長寿命化事業の終了に伴う震災復興特別交付税の減などに
より40.9％の減。
▶市債は、一般財源を補填するための臨時財政対策債の増など
により9.3％の増。

▶義務的経費は、社会保障関連経費の伸びにより扶助費で
3.6%増となったものの、人件費で1.2%、公債費で4.3％の減と
なったため、全体としては0.1％の減。
▶投資的経費は、水沢中学校校舎等改築工事、企業立地促進
補助金の増などがあるものの、全体としては12.1％の減。
▶補助費等は、ごみ焼却施設長寿命化事業の終了に伴う奥州
金ケ崎行政事務組合負担金の減や補助金、負担金の見直しな
どにより13.8％の減。
▶物件費は、事務事業の見直しにより委託料等で減となる事
業が増加したものの、ふるさと納税の増に伴うふるさと応援
寄附業務代行委託料の増、選挙事務費の増などにより0.9％の
増。
▶投資及び出資金は、下水道事業法適用化の完了に伴う下水
道会計出資金の減により31.7％の減。

2

令和３年度当初予算総額 56,478,500千円

歳入 歳出〔単位：千円〕 〔単位：千円〕

自主財源

18,764,015 
依存財源

37,714,485 



３ 重点的に予算を配分した主な事業

◎市政発展のための戦略プロジェクト

　▶「誇りと幸せを実感できるまちづくり」 ∼人口プロジェクト∼ 千円

　 ・安定した雇用と新しい産業の創出 うち 千円

　　（伝統産業振興事業、観光客誘致促進事業、新規就農者支援事業、ブランド牛生産拡大事業など）

　 ・出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ うち 千円

　　（保育士等確保緊急対策事業、医療介護従事者修学資金貸付事業、不妊治療費助成事業など）

　 ・体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 うち 千円

　　（カヌー等推進事業、移住支援事業など）

　 ・地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 うち 千円

　　（多文化共生推進事業、地区内交通運行事業など）

　▶「世界へ発信するまちづくり」 ∼ILCプロジェクト∼ 　(ＩＬＣ推進事業) 千円 7

◎総合計画・施策の大綱別事業

 　▶みんなで創る生きがいあふれるまちづくり

　 ・地区センター管理事業（地区センター指定管理料分） 千円 16

　 ・地域づくり推進事業（協働のまちづくり交付金など） 千円 18

千円 5

　 ・カヌー競技等推進事業 千円 10

　▶未来を拓く人を育てる学びのまちづくり

千円 162 　 ・教育用コンピュータ管理事業（小・中学校のICT環境の整備など） 千円 155

　 ・中学校スクールバス更新事業 千円 157

　 ・奥州ふるさと応援寄附事業

　 ・水沢中学校校舎等改築事業

9,977

235,660

※事業の概要はP.17～19の「総合戦略事業」一覧参照

95,232

14,535

114,681

327,970

105,520

196,215

336,931

120,226

40,506

28,211

46,717

※金額右のNoはP.5～16の主な事業のNoと一致

※金額右のNOはP.5の主な事業のNOと一致
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４ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）の状況

予算上のプライマリーバランスは、基金取崩額や市債の抑制により約11億円の黒字となり、起

債残高は、年度末比較で26.9億円の減となる見込み。
⑴（歳入総額－地方債発行額・基金等取崩額等）－（歳出総額－地方債元利償還額等）

＝ 1,100百万円
⑵ 借入予定額（42.2億円）－償還元金（69.1億円）＝ △26.9億円
◇令和２年度末・起債残高見込額 640.2億円 ◇令和３年度末・起債残高見込額 613.3億円

　▶健康で安心して暮らせるまちづくり

　 ・特別支援教育・保育事業（延長保育、一時預かり保育など） 274,217 千円 48

　 ・子ども医療費給付事業 288,986 千円 44

　▶豊かさと魅力あるまちづくり

　 ・企業立地促進補助金 300,000 千円 117

　 ・経営継承・発展等支援事業（農業経営における後継者支援） 11,781 千円 88

　▶環境にやさしい安全・安心なまちづくり

　 ・ごみ及びし尿処理施設運営等負担事業（奥州金ケ崎行政事務組合負担金） 808,651 千円 75

　 ・空き家対策事業 6,052 千円 72

　 ・消防施設設備整備事業 121,496 千円 147

　 ・地区内交通運行事業 15,838 千円 23

　▶快適な暮らしを支えるまちづくり

　 ・社会資本整備総合交付金事業（道路改良工事、通学路改善など） 506,688 千円

　 ・都市基盤長寿命化事業（橋りょう、公園、公営住宅など） 250,781 千円

※金額右のNoはP.5～16の主な事業の番号と一致

134・135

138・142・144
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令和３年２月１日　全員協議会資料

財務部財政課

令和３年度 令和２年度

56,478,500 58,723,900 △ 2,245,400 △ 3.8

事 業 勘 定 10,752,412 10,762,708 △ 10,296 △ 0.1

直 診 勘 定 17,160 17,356 △ 196 △ 1.1

1,365,638 1,301,775 63,863 4.9

保険事業勘定 12,878,840 12,542,877 335,963 2.7

サービス事業勘定 85,402 93,136 △ 7,734 △ 8.3

431,562 412,498 19,064 4.6

116,924 109,720 7,204 6.6

10,164 15,914 △ 5,750 △ 36.1

182,136 16,100 166,036 1031.3

25,840,238 25,272,084 568,154 2.2

収 益 的 支 出 4,680,016 4,922,712 △ 242,696 △ 4.9

資 本 的 支 出 245,135 224,136 20,999 9.4

収 益 的 支 出 3,309,257 3,320,848 △ 11,591 △ 0.3

資 本 的 支 出 2,364,744 2,518,832 △ 154,088 △ 6.1

収 益 的 支 出 3,499,290 3,562,002 △ 62,712 △ 1.8

資 本 的 支 出 4,616,575 4,466,945 149,630 3.3

収 益 的 支 出 0 328,847 △ 328,847 皆減

資 本 的 支 出 0 0 0

18,715,017 19,344,322 △ 629,305 △ 3.3

101,033,755 103,340,306 △ 2,306,551 △ 2.2

下 水 道 事 業

総　　　　　計

特
　
別
　
会
　
計

会　　　　　　計　　　　　　名

企
　
業
　
会
　
計

小　　　　　計

浄 化 槽 事 業

国 民 宿 舎 等 事 業

工 業 団 地 整 備 事 業

小　　　　　計

予算額　（B）
対前年度伸率

水 道 事 業

米 里 財 産 区

一 般 会 計

後 期 高 齢 者 医 療

バ ス 事 業

病 院 事 業

令和３年度　奥州市予算(案)の概要

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

予算額　（A）

増減額
（A-B）

1



　歳　入 （単位:千円、%）

1 市税 12,425,549 22.0 13,220,785 22.5 △ 795,236 △ 6.0

2 地方譲与税 820,450 1.5 848,527 1.5 △ 28,077 △ 3.3

3 利子割交付金 7,449 0.0 15,913 0.0 △ 8,464 △ 53.2

4 配当割交付金 24,972 0.1 20,703 0.0 4,269 20.6

5 株式等譲渡所得割交付金 10,969 0.0 19,220 0.0 △ 8,251 △ 42.9

6 法人事業税交付金 131,232 0.2 90,000 0.2 41,232 45.8

7 地方消費税交付金 2,487,104 4.4 2,182,180 3.7 304,924 14.0

8 ゴルフ場利用税交付金 22,005 0.0 22,005 0.0 0 0.0

9 環境性能割交付金 22,608 0.0 22,608 0.0 0 0.0

10 地方特例交付金 140,888 0.3 47,978 0.1 92,910 193.7

11 地方交付税 18,091,718 32.0 19,250,242 32.8 △ 1,158,524 △ 6.0

うち普通交付税 16,528,300 29.2 16,606,000 28.3 △ 77,700 △ 0.5

うち特別交付税 1,563,418 2.8 2,644,242 4.5 △ 1,080,824 △ 40.9

12 交通安全対策特別交付金 15,995 0.0 16,271 0.0 △ 276 △ 1.7

13 分担金及び負担金 175,340 0.3 173,391 0.3 1,949 1.1

14 使用料及び手数料 1,115,170 2.0 1,209,456 2.1 △ 94,286 △ 7.8

15 国庫支出金 6,673,517 11.8 6,359,440 10.8 314,077 4.9

16 県支出金 5,048,578 8.9 5,206,919 8.9 △ 158,341 △ 3.0

17 財産収入 732,651 1.3 761,053 1.3 △ 28,402 △ 3.7

18 寄附金 600,202 1.1 430,103 0.7 170,099 39.5

19 繰入金 2,192,519 3.9 3,471,195 5.9 △ 1,278,676 △ 36.8

20 繰越金 400,000 0.7 400,000 0.7 0 0.0

21 諸収入 1,122,584 2.0 1,099,311 1.9 23,273 2.1

22 市債 4,217,000 7.5 3,856,600 6.6 360,400 9.3

56,478,500 100.0 58,723,900 100.0 △ 2,245,400 △ 3.8

構成比

合　　　　　計

令和３年度　一般会計予算（案）

名　　　　称
令和３年度 令和２年度

増減額
(A-B)

対前年度
伸率

予算額　（A） 構成比 予算額　 （B）
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　歳　出  （目的別） （単位:千円、％）

1 議会費 276,544 0.5 278,486 0.5 △ 1,942 △ 0.7

2 総務費 6,455,633 11.4 6,166,547 10.5 289,086 4.7

3 民生費 19,654,651 34.8 19,231,215 32.7 423,436 2.2

4 衛生費 5,223,168 9.2 6,874,698 11.7 △ 1,651,530 △ 24.0

5 労働費 58,297 0.1 56,929 0.1 1,368 2.4

6 農林水産業費 4,824,914 8.5 5,282,226 9.0 △ 457,312 △ 8.7

7 商工費 2,011,289 3.6 1,849,133 3.2 162,156 8.8

8 土木費 4,381,039 7.8 4,975,836 8.5 △ 594,797 △ 12.0

9 消防費 2,042,845 3.6 1,883,845 3.2 159,000 8.4

10 教育費 4,273,045 7.6 4,544,424 7.7 △ 271,379 △ 6.0

11 災害復旧費 7,889 0.0 7,489 0.0 400 5.3

12 公債費 7,204,186 12.8 7,528,072 12.8 △ 323,886 △ 4.3

13 諸支出金 5,000 0.0 5,000 0.0 0 0.0

14 予備費 60,000 0.1 40,000 0.1 20,000 50.0

56,478,500 100.0 58,723,900 100.0 △ 2,245,400 △ 3.8

名　　　　称

令和３年度　一般会計予算（案）

合　　　　　計

予算額　（A）

対前年度
伸率

増減額
（A-B）

構成比構成比

令和３年度 令和２年度

予算額　（B）
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令和３年度　一般会計予算（案）

　歳　出  （性質別） (単位:千円、％）

8,647,112 15.3 8,752,482 14.9 △ 105,370 △ 1.2

11,777,022 20.8 11,370,461 19.4 406,561 3.6

7,204,186 12.8 7,528,068 12.8 △ 323,882 △ 4.3

27,628,320 48.9 27,651,011 47.1 △ 22,691 △ 0.1

7,563,326 13.4 7,498,941 12.8 64,385 0.9

571,853 1.0 579,652 1.0 △ 7,799 △ 1.3

10,482,516 18.6 12,163,263 20.7 △ 1,680,747 △ 13.8

538,559 0.9 361,294 0.6 177,265 49.1

1,018,151 1.8 1,490,559 2.5 △ 472,408 △ 31.7

658,520 1.2 659,520 1.1 △ 1,000 △ 0.2

4,735,790 8.4 4,616,654 7.9 119,136 2.6

3,221,465 5.7 3,663,006 6.2 △ 441,541 △ 12.1

普通建設事業費 3,213,576 5.7 3,655,517 6.2 △ 441,941 △ 12.1

補助 1,108,255 2.0 1,215,450 2.1 △ 107,195 △ 8.8

単独 2,105,321 3.7 2,440,067 4.1 △ 334,746 △ 13.7

災害復旧事業費 7,889 0.0 7,489 0.0 400 5.3

60,000 0.1 40,000 0.1 20,000 50.0

56,478,500 100.0 58,723,900 100.0 △ 2,245,400 △ 3.8

対前年度
伸率

令和２年度

合　　　計

内　　訳

構成比予算額　（A）

令和３年度

　　小　　計

公債費

扶助費

積立金

補助費等

維持補修費

物件費

増減額
（A-B）

構成比予算額　（B）

人件費

投資及び出資金

投資的経費

繰出金

貸付金

予備費
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業

No
所属
ｺｰﾄﾞ

担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

1 1010030000
都市プロモーショ
ン課

総務費 広報事務経費 行政情報発信事業 一部新規 45,457 3,372

広報おうしゅうの発行、市公式ホームページ・SNSの運営、奥州FMによる行政情報放
送により、行政情報を市内外に発信する。
【一部新規】住民総合生活支援アプリの運用
新型コロナウイルス関連情報等市の行政情報を市民にわかりやすく提供するため、モ
バイルアプリの運用を令和３年４月から開始し、行政情報の発信を強化する。

2 1020020000 財産運用課 総務費 財産管理経費 旧土地開発公社財産管理事業 141,509
旧奥州市土地開発公社所有土地の適切な管理を行うとともに、売払相当額を第三セク
ター等改革推進債の償還財源とするため減債基金に積立する。

3 1020020000 財産運用課 総務費 財産管理経費 ＰＣＢ処分事業 新規 58,799
令和４年度末が処理期限となる高濃度ＰＣＢ廃棄物を北海道にある中間貯蔵施設に運
搬、処分する。

4 1020020000 財産運用課 総務費 財産管理経費 分譲宅地管理事業 14,831 分譲宅地を購入し住宅を新築した方等に分譲促進補助金（50万円）を補助する。

5 1010030000
都市プロモーショ
ン課

総務費 政策調整事務経費 奥州ふるさと応援寄附事業 327,970 ふるさと応援寄附者に対する謝礼品返礼及びＰＲの実施等

6 1010010000 政策企画課 総務費 総合計画推進事務経費 総合計画推進事業 1,151
第２次奥州市総合計画の後期計画策定に向けて、総合計画審議会の開催、策定後の後
期計画書の印刷を行う。

7 1010040000 ＩＬＣ推進室 総務費 ＩＬＣ推進事業経費 ＩＬＣ推進事業 9,977
小・中学校への出前授業の実施、講演会・セミナー等の開催、多言語情報誌発行業務
等

8 1010010000 政策企画課 総務費 基金積立金 基金管理事業 113,186 地域振興基金の積立

9 1010010000 政策企画課 総務費 定住自立圏推進事業経費 定住自立圏推進事業調整経費 206 圏域共生ビジョン懇談会の開催等

10 1030020000
生涯学習スポーツ
課

総務費 カヌー競技推進事業経費 カヌー競技等推進事業 14,535 カヌージャパンカップ開催に係る実行委員会負担金等

11 1040020000 生活環境課 総務費 交通指導事業経費 交通指導事業 22,923 交通指導隊活動事業費

12 1030010000 地域づくり推進課 総務費 国際交流推進事業経費
【総合戦略】多文化共生推進事
業

一部新規 9,666 2,647

研修会の開催などを通じ、市民の多文化共生に対する理解を増進し、多文化共生社会
構築の契機とする。
【一部新規】「やさしい日本語」を活用した防災力強化事業
（一財）自治体国際化協会の助成事業を活用し、外国人のための防災体制の構築に向
け、多文化共生防災計画の策定、外国人を対象とした防災訓練、「やさしい日本語」
の普及啓発、災害時外国人支援コーディネーター等の育成等を実施する。

13 5010020000 学校教育課 総務費
外国人講師招へい事業経
費

外国人講師招へい事業 43,178
幼稚園、小・中学校に外国人講師を派遣し、英会話教育を実施し、英語の実践力の向
上を図る。

14 1030010000 地域づくり推進課 総務費 市民活動事業経費 【総合戦略】市民活動事業 一部新規 419 49

フォーラムの開催などを通じ、市民の協働に対する理解と実践意識を浸透させ、協働
のまちづくりを推進する。
【一部新規】市民参画手続研修会開催事業
市政への市民参画機会の充実を図るため、市民参画手続手法の適正化のための研修会
を実施する。
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業
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予算額
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規分予算額
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15 1030010000 地域づくり推進課 総務費 地域交流施設管理経費
水沢地域交流館管理事業(指定
管理料)

7,803
まちづくり活動や国際交流・多文化共生活動の拠点施設である水沢地域交流館に指定
管理者制度を導入し、適正な管理運営を行う。

16 1030010000 地域づくり推進課 総務費
地区センター管理運営経
費

地区センター管理事業(指定管
理料)

336,931
地域づくり活動の拠点施設である地区センターに指定管理者制度を導入し、適正な管
理運営を行う。

17 1030010000 地域づくり推進課 総務費
市民公益活動団体支援事
業経費

【総合戦略】市民公益活動団体
支援事業

一部新規 8,646 1,000

市民公益活動団体の活動が、組織の垣根を超えて『つながる』ことを意識した活動と
なるよう促進し、協働によるのまちづくりを進める。
【一部新規】協働のまちづくりアカデミー実践事業補助金
協働のまちづくりアカデミー受講生による地域課題解決に向けたアクションプログラ
ムを実践するための経費を補助するほか、（一財）地域活性化センターの助成事業を
活用し、協働のまちづくりアカデミー修了生による地域とのつながりを意識し、地域
を巻き込んで行う地域おこし事業実施に係る経費を補助する。

18 1030010000 地域づくり推進課 総務費 地域づくり推進事業経費 地域づくり推進事業 一部新規 196,215 1,500

協働のまちづくり交付金や地域運営交付金などの財政支援と合わせて、地区振興会な
どの地域づくり活動団体の組織強化や活動を支援する。
【一部新規】地域運営自立チャレンジ補助金
地区振興会等が地域運営に係る自主財源を調達するため、地区コミュニティ計画に位
置付けて実施する商品開発、設備導入、研修会等に要する経費に対して補助金を交付
する。

19 1010020000 総務課 総務費 行政ＯＡ化推進事業経費 行政ＯＡ化推進事業 一部新規 401,795 9,251
電算システム等の借上料、ＲＰＡ導入事業委託料等
【一部新規】ＧＩＧＡスクール対応ネットワーク及び公衆無線LAN環境構築に伴う通
信回線使用料及び運用支援業務委託料の追加

20 1040010000 市民課 総務費 市民相談事務経費 市民相談事業 11,802
消費生活相談員を配置し各種相談への対応や弁護士による無料法律相談を行う。県補
助を受け、小中高生、高齢者へリーフレット等を配布して啓発活動を行う。

21 1010010000 政策企画課 総務費 交通運輸事業経費
江刺ターミナルプラザ指定管理
料

11,960
令和３年度から本施設内に江刺観光物産センター機能を移転し、江刺地域内の観光・
交通拠点として複合的な機能を持たせる。

22 1010010000 政策企画課 総務費 交通運輸事業経費 交通運輸対策事業 102,556
民間路線バス及び市コミュニティバス運行補助金により、市民の交通手段の確保を図
る。

23 1010010000 政策企画課 総務費 交通運輸事業経費
【総合戦略】地区内交通運行事
業

一部新規 15,838 14,185

公共交通空白地において、各地区等が主体となって運営する支線、幹線までの移動手
段に係る運営費について補助する。
【一部新規】令和３年４月から新たに導入予定の地区
　運行事業者委託型（小山、南都田、若柳、胆沢愛宕）

24 1010010000 政策企画課 総務費 特別会計繰出金 江刺バス事業特別会計繰出金 106,828 バス事業特別会計への繰出金

25 1071010000 福祉課 民生費 社会福祉総務費 社会福祉総務費（政策） 10,883
支援が必要な人と地域のつながりを地域全体で支える基盤を構築する。成年後見制度
の普及と相談支援の窓口として「権利擁護あんしんセンター」を開設する。

26 1071010000 福祉課 民生費
社会福祉施設管理運営経
費

社会福祉協議会補助事業 39,826 社会福祉協議会事業補助金

27 1071020000 長寿社会課 民生費 老人福祉総務費 特養ホーム建設事業補助金 12,250 特別養護老人ホーム建設に係る補助金(債務負担)

28 1071020000 長寿社会課 民生費 老人施設入所措置経費 老人施設入所措置費 170,582 老人福祉施設入所にかかる措置費等
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業
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所属
ｺｰﾄﾞ
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予算額
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29 1071020000 長寿社会課 民生費
在宅要援護老人援助事業
経費

高齢者及び障がい者にやさしい
住まいづくり推進事業

4,000
身体の不自由な高齢者等が在宅で暮らせるよう住宅を改善する場合に、その費用の一
部を補助する。

30 1071020000 長寿社会課 民生費 敬老行事経費 敬老事業 18,805
米寿、白寿及び百歳を迎えた方に、お祝いの記念品を贈呈する。また、地域での敬老
事業の実施に対し補助金を交付する。

31 1071010000 福祉課 民生費
特別障害者手当等支給事
業経費

特別障害者手当等支給事業 41,415 在宅重度障がい児者への給付金。

32 1072030000 健康増進課 民生費
重度心身障がい者医療費
支給経費

重度心身障がい者医療給付事業 301,046
重度の心身障がい者（身体障害者福祉法１級、２級等）に係る医療費の負担軽減を目
的として、一部負担金分(自己負担分)を支給する。

33 1071010000 福祉課 民生費 自立支援給付等事業経費 自立支援医療費給付事業 61,129 障がい者の自立と社会経済活動への参加を推進する。

34 1071010000 福祉課 民生費 自立支援給付等事業経費 介護給付費等給付事業 2,452,394
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により、障害福祉サー
ビスに要する経費を給付する。

35 1071010000 福祉課 民生費 地域生活支援事業経費 相談支援事業 29,460

障がい者やその家族等の相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援
助等を行うことにより、障がい者等が自立した生活を営むことができるようにする。
多様化するニーズに対応するため、総合的な相談の窓口として基幹相談支援セン
ター、またサービス等利用計画作成の相談窓口として各地域に相談支援事業所を開設
する。

36 1071010000 福祉課 民生費 地域生活支援事業経費 地域活動支援センター事業 35,269
障がい者の自立と社会参加を促進するための創作的活動や生産活動を提供する事業者
への運営委託等。

37 1072030000 健康増進課 民生費 特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 652,924 国保特別会計（事業勘定）への繰出金

38 1071020000 長寿社会課 民生費 特別会計繰出金
介護保険特別会計（保険事業勘
定）繰出金

1,908,636 介護保険特別会計（保険事業勘定）への繰出金

39 1071020000 長寿社会課 民生費 特別会計繰出金
介護保険特別会計（介護サービ
ス事業勘定）繰出金

70,508 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）への繰出金

40 1072030000 健康増進課 民生費 後期高齢者医療事業経費 後期高齢者医療事業 1,350,758 後期高齢者の医療事業に係る経費

41 1072030000 健康増進課 民生費 後期高齢者医療事業経費 後期高齢者健康診査事業 107,126
後期高齢者の特定健康診査を実施。また、長寿検診受診者に市内運動施設利用無料券
を交付し介護予防を推進する。

42 1072030000 健康増進課 民生費 特別会計繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 345,818 後期高齢者医療特別会計への繰出金

43 1072010000 こども家庭課 民生費 児童扶養手当経費 児童扶養手当支給事業 456,610 母子及び父子世帯に児童扶養手当を支給する。

44 1072030000 健康増進課 民生費 子ども医療費支給経費 子ども医療費給付事業 288,986
0歳から18歳に達する日以後の最初の３月31日までの子どもに係る医療費の負担軽減
を目的として、一部負担金分（自己負担分）を支給する。
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45 1072030000 健康増進課 民生費 妊産婦医療費支給経費 妊産婦医療費給付事業 53,931
妊娠５カ月から出産の翌月までの妊産婦に係る医療費の負担軽減を目的として、一部
負担金分（自己負担分）を支給する。

46 1072030000 健康増進課 民生費
ひとり親家庭等医療費支
給経費

ひとり親家庭等医療費給付事業 104,573
母子及び父子家庭の親子、父母のいない児童及び寡婦に係る医療費の負担軽減を目的
として、一部負担金分（自己負担分）を支給する。

47 1072010000 こども家庭課 民生費
心身障がい児福祉推進事
業経費

療育教室及び発達支援センター
運営費等

38,883 療育教室及び発達支援センターの運営に係る経費

48 1072040000 保育こども園課 民生費 保育所保育事業経費 特別支援教育・保育事業 274,217
保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応した各種保育事業の実施に係る経
費（私立保育所等への補助金）
障がい児保育、延長保育、病児･病後児保育など。

49 1072040000 保育こども園課 民生費 保育所保育事業経費 保育所入所委託事業 1,716,622
私立保育所に入所する乳幼児の保育に係る経費（私立保育所への委託料）。国庫補助
金及び県負担金1,103,184千円

50 1071010000 福祉課 民生費
障がい児保護措置事業経
費

障がい児保護措置費給付事業 374,387 児童福祉法に基づき、障がい児福祉サービスに要する経費を給付する。

51 1072010000 こども家庭課 民生費 児童手当経費 児童手当支給事業 1,575,993 中学校修了前の児童がいる世帯に児童手当を支給する。

52 1072040000 保育こども園課 民生費
子ども・子育て支援事業
経費

子ども・子育て支援給付事業 2,361,137
子ども・子育て支援新制度に移行した私立の認定こども園及び幼稚園並びに公立の幼
児教育・保育施設を利用する保護者に対する施設型給付費

53 1072040000 保育こども園課 民生費
子ども・子育て支援事業
経費

子ども・子育て支援事業 349,390
私立の幼児教育・保育施設が行う待機児童の解消を目的とした施設整備に対する補助
金等

54 1072040000 保育こども園課 民生費
子ども・子育て支援事業
経費

私立幼稚園等一時預かり事業 21,418
子ども・子育て支援新制度に移行した私立の認定こども園及び幼稚園において、一時
預かり事業を実施した場合に補助金を交付する。

55 1072040000 保育こども園課 民生費
子ども・子育て支援事業
経費

子育てのための施設等利用給付
事業

12,520
幼児教育・保育の無償化制度による認可外保育施設、一時預かり事業等を利用する保
護者に対する施設等利用費

56 1071010000 福祉課 民生費
生活困窮者自立支援事業
経費

生活困窮者自立相談支援事業 34,286
生活困窮者への総合的な相談及び支援に関する窓口を設置するとともに、失業等によ
り住宅を失う恐れのある者に対して有期で住居確保給付金を支給する。

57 1071010000 福祉課 民生費 生活保護扶助経費 生活保護扶助費 1,540,957
生活の困窮する世帯に対して、その程度に応じて最低限の生活を保障するとともに、
自立助長を図る。

58 1072030000 健康増進課 衛生費 母子保健推進事業経費 母子保健推進事業 104,895
妊産婦・乳幼児健康診査、健康相談、訪問指導、各種教室を医療機関、保健所、その
他関係機関との連携強化のもとに実施。

59 1071030000
地域医療介護推進
室

衛生費 救急医療対策事業経費 救急医療対策事業 44,097
休日診療所・夜間診療所の運営を行い、休日及び夜間における一次救急医療体制の確
保を図る。
また、胆江医療圏域の二次救急医療体制を確保し維持・継続を図る。

60 3010010000 医療局経営管理課 衛生費 事業会計負担金等 病院事業会計負担金等 1,485,974
医療局(水沢病院、まごころ病院、前沢診療所、衣川診療所及び衣川歯科診療所)への
負担金、出資金
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担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

61 2010010000 上下水道部経営課 衛生費 事業会計負担金等 水道事業会計負担金等 934,403 水道事業会計への負担金及び出資金

62 1072030000 健康増進課 衛生費 特別会計繰出金
国民健康保険特別会計（直診勘
定）繰出金

12,264 国民健康保険特別会計（直診勘定）への繰出金

63 2010010000 上下水道部経営課 衛生費 特別会計繰出金 浄化槽事業特別会計繰出金 140,763 浄化槽事業特別会計への繰出金

64 3010010000 医療局経営管理課 衛生費
医師養成奨学資金貸付事
業経費

医師養成奨学資金貸付事業 30,800 医師確保に係る奨学資金貸付金を病院事業会計に出資する。

65 1072030000 健康増進課 衛生費 予防接種事業経費 予防接種事業 336,831
予防接種の実施経費。日本脳炎、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、小児用肺
炎球菌、四種混合、ロタウイルス感染症など。また、小児のインフルエンザの予防接
種、おたふくかぜワクチンの接種費用の一部を助成する。

66 1072030000 健康増進課 衛生費 保健対策推進事業経費 保健対策推進事業 147,508 各種がん検診、人間ドック等を実施する。

67 1072030000 健康増進課 衛生費 健康増進事業経費 健康増進事業 14,511

健康増進法に基づく骨粗しょう症予防検診、肝炎ウイルス検診、禁煙支援事業等を実
施し、疾病の予防と健康管理対策を推進する。早期の歯周疾患予防のため、35歳の歯
科健診料は無料とすることによりかかりつけ歯科医による定期検診やクリーニングの
習慣化を図る。

68 1072030000 健康増進課 衛生費 健康増進事業経費 歯科保健事業 158
地域や学校との協働によるモデル地区指定事業への取り組みにより、歯科保健の啓発
を行う。

69 1072030000 健康増進課 衛生費 精神保健事業経費 精神保健事業 2,575
相談体制の整備及び地域のゲートキーパーの養成等並びにモデル地区指定事業に取り
組むことにより自殺対策の強化を図り、心の健康づくりの推進及び共に支えあう地域
づくりに取り組む。

70 1040020000 生活環境課 衛生費 環境衛生総務費 火葬場運営負担事業 55,452 奥州金ケ崎行政事務組合負担金（火葬場分）

71 1040020000 生活環境課 衛生費 環境衛生事業経費 公衆衛生組合連合会補助金 8,661 リサイクル推進活動費等に対する補助など

72 1040020000 生活環境課 衛生費 空き家対策事業 空き家対策事業 6,052
奥州市空家等対策計画に基づく空き家対策推進のため、空家等対策協議会を開催する
とともに、危険な空き家の除却及び改修工事を行う所有者等への助成を行う。

73 2010010000 上下水道部経営課 衛生費 浄化槽設置事業経費 浄化槽設置整備事業 8,448
公共下水道計画区域内の下水道認可区域外において、自己が所有又は共有し、かつ居
住する専用住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する場合、費用の一部を補助する。

74 1040020000 生活環境課 衛生費 公害対策事業経費 公害対策事業 21,634 臭気・水質・騒音・放射線測定、汚染側溝土砂処理など

75 1040020000 生活環境課 衛生費 清掃総務費
ごみ及びし尿処理施設運営等負
担事業

808,651 奥州金ケ崎行政事務組合負担金（ごみ及びし尿処理施設分、広域交流センター分）

76 1040020000 生活環境課 衛生費 塵芥収集事業経費 塵芥収集事業 340,644 一般廃棄物及び資源物の収集運搬業務の委託等
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77 1050020000 企業振興課 労働費
勤労者制度資金融資あっ
旋事業経費

勤労者制度資金融資あっ旋事業 3,125
勤労者及び離職者の生活安定と求職活動の円滑化を図るため、金融機関に原資を預託
して低利な融資を行うなど、必要な資金調達を支援する。

78 1050020000 企業振興課 労働費
シルバー人材センター事
業経費

シルバー人材センター事業補助
金

15,108
高齢者の就業機会の確保と能力の活用による福祉増進と活力ある社会づくりを実施し
ているシルバー人材センター事業に対する補助金

79 1050020000 企業振興課 労働費 勤労者関係施設運営経費
中小企業勤労者福祉サービスセ
ンター運営事業補助金

9,753
胆江地区の中小企業で働く勤労者の福利厚生を実施している中小企業勤労者福祉サー
ビスセンター運営事業に対する補助金

80 1050020000 企業振興課 労働費 勤労者関係施設運営経費
胆江地域職業訓練センター運営
補助金

1,450
職業能力開発及び生涯学習促進に寄与する事業を実施する胆江地域職業訓練センター
の管理運営に対する補助金

81 1060010000 農政課
農林水
産業費

農業再生協議会運営事業
経費

農業再生協議会運営事業 33,731
経営所得安定対策推進事業及び担い手育成支援を実施する奥州市農業再生協議会に対
し、推進活動に要する経費等を補助する。

82 1060010000 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 産地づくり推進事業 7,885
米穀等・野菜・花き・果樹振興に係る事業を農協等と共同で実施し、農産物の産地力
強化を図り、農業所得の安定・向上を推進する。

83 1060040000 食農連携推進室
農林水
産業費

６次産業化・地産地消推
進事業経費

６次産業化・地産地消推進事業 12,081
６次産業化や地産地消の事業を推進するため、地域おこし協力隊に対する活動を支援
するほか、地場農畜産物を学校給食に提供するための助成を行う。

84 1060010000 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 経営体育成支援事業 12,000 地域の中心経営体が融資を受けて新たに機械・施設等の整備を行う場合に補助する。

85 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

農業振興事業経費 鳥獣被害防止総合支援事業 2,269
電気柵の整備、ニホンジカ等の緊急捕獲活動支援費、担い手支援として銃猟免許及び
わな免許の取得等に対する補助を行う。

86 1060010000 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費
いわて地域農業マスタープラン
実践支援事業

24,497
地域農業マスタープラン等の実践のため、認定農業者や集落営農組織等の経営の高度
化や園芸等の産地拡大に必要な機械・施設等の整備を支援する。

87 1060010000 農政課
農林水
産業費

農業振興事業経費 農地集積・集約化対策事業 87,871
中心となる経営体に農地中間管理機構を活用し、農地集積及び分散化した農地の連坦
化を円滑に進めることにより、地域農業の経営強化を図る。

88 1060010000 農政課
農林水
産業費

担い手育成対策事業経費 経営継承・発展等支援事業 新規 11,781
高齢化・人口減少が進む中、将来にわたって地域の農地利用等を行う経営体を確保す
るため、担い手の経営を継承し発展させる取組を支援する。

89 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

中山間地域等直接支払事
業経費

中山間地域等直接支払事業 994,939
中山間地域における耕作放棄地の発生防止と農業生産の維持を目的として、農業生産
条件が不利な農地に対して交付金を交付し、農用地の保全と農業農村の多面的機能の
確保を図る。

90 1060010000 農政課
農林水
産業費

水田農業対策事業経費 岩手の水田農業確立推進事業 14,567
需要に応じた米生産の推進により米価安定を図るとともに、転作等の水田の有効活用
による農業所得向上を図るため、生産調整及び経営安定対策を推進する。

91 1060010000 農政課
農林水
産業費

地域ブランド推進事業経
費

地域ブランド推進事業 3,959
農畜産ブランドの生産体制強化、消費拡大、販路拡大を図るため、江刺りんごパワー
アップ事業に対する補助や生産者の意欲向上に資する事業を行う。

92 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

環境保全型農業直接支払
事業経費

環境保全型農業直接支払事業 68,286
農業分野において、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが
重要であることから、環境保全効果の高い営農活動に取組む農業団体等に対して直接
支援を行う。

93 1060010000 農政課
農林水
産業費

畜産総務費
地域資源循環型農業確立支援事
業補助金

8,800 ＪＡ江刺が運営する大地活力センターの製品製造に対して助成する。
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94 1060010000 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費 畜産振興対策事業 2,646
産地力強化などの畜産振興を図るため、乳用牛の導入、放牧推進事業、乳用雌牛を計
画的に生産するための取り組みに対し支援を行う。

95 1060010000 農政課
農林水
産業費

畜産振興事業経費
いわて地域農業マスタープラン
実践支援事業

15,000
地域農業マスタープラン等の実践のため、認定農業者や集落営農組織等の経営の高度
化や畜産等の産地拡大に必要な機械・施設等の整備を支援する（トラクター等）。

96 1060010000 農政課
農林水
産業費

牧野事業経費 牧野整備事業 11,400
胆沢牧野の施設修繕並びに放牧事業及び採草事業に用いる農作業器具類を計画的に更
新する。

97 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

農業生産基盤整備事業経
費

県営土地改良事業 563,000 経営体育成基盤整備事業等に係る市負担金を拠出する。

98 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

農業生産基盤整備事業経
費

多面的機能支払対策事業 949,360
農業の有する多面的機能の発揮を目的に、地域資源の良好な保全とその質の向上を図
る活動に対して支援する。

99 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

農業生産基盤整備事業経
費

基幹水利施設ストックマネジメ
ント事業

35,112
県営土地改良事業で造成された農業水利施設について、機能診断結果による部分的な
補修・更新を実施する経費の市負担金、土地改良区等が負担する経費の一部について
補助金を拠出する。

100 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

国土調査事業経費 国土調査事業 37,344
一筆ごとの土地所有者、地番、地目、面積等を調査し、境界の確定及び地積の明確化
を図る。

101 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

林業振興事業経費 森林経営管理事業 14,524
森林経営管理法に基づき森林経営管理制度に取り組み、森林所有者への意向調査や現
地調査等を実施する。

102 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

森林病害虫防除事業経費 森林病害虫等防除対策事業 9,501 松くい虫防除委託料ほか

103 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

治山林道事業経費 市有林造林事業 15,891 市有林を適正に保育管理するため、下刈、除間伐等を計画的に実施する。

104 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

治山林道事業経費 造林促進事業 4,195
県の森林整備事業により森林所有者が実施する森林整備に要する経費に対して嵩上げ
補助を行う。

105 1060020000 農地林務課
農林水
産業費

治山林道事業経費 広葉樹林再生実証事業 911 伐採した広葉樹林の放射性物質継続調査を行う。

106 2010010000 上下水道部経営課
農林水
産業費

事業会計負担金等
下水道事業会計負担金等（農
集）

842,041 下水道事業会計（農業集落排水事業）への負担金及び出資金

107 1050010000 商業観光課 商工費 商業振興事業経費 商工団体事業補助金 29,972
奥州商工会議所及び前沢商工会が実施する地域経済の活性化に資する事業等に要する
経費の一部を補助する。

108 1050010000 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

まちなか交流館運営事業 21,381
中心市街地の活性化及び市民の交流を図るため、「奥州市まちなか交流館」を設置
し、指定管理により運営する。

109 1050010000 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

商店街活性化事業 8,343
商店街の集客力の向上と街なかの賑わいを創出するため、商店街、商工団体等が実施
する事業を支援する。
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110 1050010000 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

テナントミックス推進事業補助
金

12,166
大型商業施設「メイプル」内に日常生活に密着したテナントを誘致するための費用の
一部を補助する。

111 1050010000 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

商店街交流人口向上推進事業補
助金

3,134
大型商業施設「メイプル」地下にある教養文化施設を活用し交流人口の向上を図るた
め補助する。

112 1050010000 商業観光課 商工費
商店街活性化対策事業経
費

教養文化施設運営事業補助金 32,200 大型商業施設「メイプル」地下にある教養文化施設の維持管理経費を補助する。

113 1050020000 企業振興課 商工費 工業振興事業経費 工業振興事業 9,019
企業誘致施策から地域企業を重視した施策への転換を図るため、地域企業の経営力強
化・産学官連携の推進、企業間連携、情報戦略等を行う。

114 1050020000 企業振興課 商工費 工業振興事業経費 地域産業技術高度化支援事業 11,781 岩手大学鋳造技術研究センター水沢サテライト設置に係る委託料など

115 1050020000 企業振興課 商工費 工業振興事業経費 未来の活力・産業育成事業 3,000 企業間取引の拡大、共同研究による新事業の創出等を支援する。

116 1050020000 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費
企業誘致事業
（広表工業団地等関連経費）

6,380 企業の投資動向調査、Web広告等のパブリシティ展開、大学等の連携を実施する。

117 1050020000 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費 企業立地促進補助金 300,000
工場等を新設した企業に対して、用地の取得に要する経費、構築物等の建設に要する
経費及び用地の賃借に要する経費等に補助金を交付する。

118 1050020000 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費 企業立地促進利子補給金 22,000
市内に工場等を新設、増設する企業が、岩手県企業立地促進資金を活用した場合に、
当該資金に係る利子補給を行う。

119 1050020000 企業振興課 商工費 企業誘致事業経費 企業立地奨励工業用水補給金 120,000
企業立地推進を目的として、大量の用水活用を前提に市内工業団地へ立地した企業に
対し、補給金を交付する。

120 1050010000 商業観光課 商工費 観光振興経費 観光物産協会事業補助金 19,000 観光物産協会が実施する観光振興事業等に要する経費の一部を補助する。

121 1050010000 商業観光課 商工費 観光振興経費
東北デスティネーションキャン
ペーン誘客促進補助金

新規 3,000
東北デスティネーションキャンペーンの開催に併せ、近隣自治体と連携して誘客事業
等を実施する。

122 1050010000 商業観光課 商工費 物産振興事業経費 産業まつり負担金等 3,883 産業まつり等への負担金

123 1050010000 商業観光課 商工費 まつり事業経費 各種まつり補助・負担金等 32,994 各地域の各種まつり実行委員会等への事業補助、負担金等。

124 1050010000 商業観光課 商工費 観光施設管理運営経費 観光施設民間移譲事業 新規 55,000
温泉保養施設ひめかゆ施設を民間移譲するにあたり、継続した経営を支援するため、
施設改修や経営の安定化に係る補助金を交付する。

125 1050010000 商業観光課 商工費 ロケ推進事業
奥州市ロケ協力実行委員会補助
金

4,900 ロケの誘致活動及びロケ時における協力を行うための補助金を交付する。

126 1050010000 商業観光課 商工費
歴史公園えさし藤原の郷
管理事業経費

施設整備委託料 3,993
歴史公園えさし藤原の郷の園内にある伽羅御所の庭園を整備（修景等）し、施設の魅
力向上を図る。
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業

No
所属
ｺｰﾄﾞ

担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

127 1040010000 市民課 商工費
消費者救済資金貸付事業
経費

消費者救済資金預託 21,000 消費者救済資金貸付預託金（毎年4/1預託、3/31返還）

128 1080020000 維持管理課 土木費
交通安全施設整備事業経
費

交通安全施設整備事業 10,000
安全・安心な交通環境を形成するため、区画線、カーブミラー、ガードレール等の交
通安全施設の設置及び保全等、交通安全対策を行う。

129 1080020000 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 道路維持管理事業 182,797
安全・安心な道路環境を維持するため、道路パトロール、路面補修、側溝補修、その
他施設の修繕工事等を実施する。

130 1080020000 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 道路街路灯維持管理事業 19,000 地元で管理する街路灯等の電気料について、消費電力に応じて補助金を交付する。

131 1080020000 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 胆沢ダム関連道路維持管理事業 10,670
胆沢ダム関連道路を維持するため、春季の除雪、防護柵の設置・撤去、路肩除草等を
実施する。

132 1080020000 維持管理課 土木費 道路維持管理経費 道路照明灯ＬＥＤ化事業 20,070
社会資本整備総合交付金を利用し、奥州市内約2,000灯の外灯について計画的にＬＥ
Ｄ化を進める。

133 1080020000 維持管理課 土木費 除雪対策事業経費 除雪対策事業 489,938 冬期間の安全で円滑な交通を確保するため、道路の除雪を実施する。

134 1080010000 土木課 土木費
社会資本整備総合交付金
事業経費

社会資本整備総合交付金事業
（通学路改善）

260,400 通学路危険箇所対策工事、松堂八幡線の踏切拡幅工事負担金

135 1080010000 土木課 土木費
社会資本整備総合交付金
事業経費

社会資本整備総合交付金道路整
備事業

246,288 道路改良工事及び舗装改修工事

136 1080010000 土木課 土木費
道路新設改良事業経費
（起債）

道路整備事業債道路整備事業 227,200 舗装改修工事、道路改良工事、現道舗装工事及び現道拡幅工事

137 1080010000 土木課 土木費
宅地開発指導事業経費
（起債）

宅地開発指導事業（起債） 38,300 宅地開発指導要綱に基づき市道の整備を推進する。

138 1080010000 土木課 土木費 橋りょう維持管理経費 橋りょう長寿命化修繕事業 209,300
老朽化が進む橋りょうについて定期点検を行うとともに、橋りょう長寿命化修繕計画
をもとに、予防的な修繕等を実施する。
R3：修繕等工事６橋

139 1080020000 維持管理課 土木費 河川管理事業経費 河川管理事業経費 88,652
国及び県からの委託を受けて堤防除草を行う。また、豪雨時に浸水被害が懸念される
河川について浚渫工事を行う。

140 2010010000 上下水道部経営課 土木費 事業会計負担金等
下水道事業会計負担金等（下
水）

1,391,503
下水道事業会計（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業）への負担金及び出
資金

141 1030020000
生涯学習スポーツ
課

土木費 公園維持管理経費 公園管理事業 46,299 水沢公園野球場の外野グランドの土壌改良工事を行う。

142 1080030000 都市計画課 土木費
歴史公園えさし藤原の郷
管理事業経費

施設等改修工事等 20,800 長寿命化計画に基づく施設改修を行うもの。

143 1080030000 都市計画課 土木費 公営住宅管理経費 公営住宅管理事業（経常） 74,654 住宅に困窮する低額所得者に対し、市営住宅施設にて低廉な家賃で住宅を供給する。
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業

No
所属
ｺｰﾄﾞ

担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

144 1080030000 都市計画課 土木費 公営住宅管理経費 公営住宅管理事業（政策） 41,481
劣化が進む市営住宅の長寿命化を図るため、川端住宅及び石田住宅の屋上防水改修工
事を行う。

145 1040030000 危機管理課 消防費 常備消防事業経費 常備消防事業 1,712,257
奥州金ケ崎行政事務組合負担金（消防分）。経常的経費の他、投資的経費として消防
車両更新、消防署庁舎整備事業等。

146 1040030000 危機管理課 消防費 消防団活動経費 非常備消防事業 164,693 消防団活動に要する経費。

147 1040030000 危機管理課 消防費 消防施設設備整備経費 消防施設設備整備事業 121,496
消火栓、防火水槽、消防ポンプ自動車等の整備、コミュニティ消防センターの改築等
を行う。

148 1040030000 危機管理課 消防費 水防対策事業経費
北上川上流胆江地区合同水防演
習事業

新規 2,740
持ち回りで開催する北上川上流胆江地区合同水防演習を当市を会場にして実施するも
の。

149 5010010000 教育総務課 教育費 事務局総務費 事務局総務費（経常） 83,338 市内小中学校の校務用ＰＣ・システムに関する経費、ＰＣＢ廃棄物処理委託料　ほか

150 5010020000 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 児童生徒心の相談等支援事業 10,464
学びと心の指導員の配置により、学校を巡回指導し、不登校児童生徒への対応につい
て指導を行う。

151 5010020000 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 学校適応相談事業 6,709
適応支援相談員を中学校に配置し、学校不適応の生徒に対して学校に適応できるよう
相談支援活動を行う。

152 5010020000 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 適応指導教室運営事業 5,042
適応指導教室指導員を配置し、不登校児童生徒に対して生活指導や学習指導を通じて
学校への再登校の手助けを行う。

153 5010020000 学校教育課 教育費 教育振興事業経費 教育振興事業（政策） 新規 16,842 中学校の教科書改訂に伴い、教師用教科書、指導書等を購入する。

154 5010020000 学校教育課 教育費 就学援助事業経費 就学援助事業（小学校） 27,161
経済的に就学が困難な要保護及び準要保護の児童の保護者に対し、学用品費、給食
費、医療費等の一部を支給する。

155 5010010000 教育総務課 教育費
教育用コンピュータ管理
経費

教育用コンピュータ管理事業
（経常）

105,520
市内小中学校において、普通教室でタブレット端末及び大型提示装置を用いて授業を
行うための機器の借上げ等を行う。

156 5010020000 学校教育課 教育費 特別支援教育経費 特別支援教育事業（小学校） 72,533
小学校に特別支援教育支援員を配置し、個別の支援を必要とする児童の学習活動や学
校生活を支援する。

157 5010020000 学校教育課 教育費 学校管理経費
中学校スクールバス更新事業
（江刺）

95,232
江刺南中学校、江刺東中学校の江刺第一中学校への統合（令和４年度予定）を見据
え、合併特例債を活用してスクールバスを更新する。

158 5010020000 学校教育課 教育費 教育振興費 中学校部活動指導員配置事業 3,448 部活動指導員を配置することにより中学校教員の時間外勤務時間の縮減を図る。

159 5010020000 学校教育課 教育費 教育振興費 中学校英語検定全額助成事業 2,504
実用英語技能検定受験を通じて、中学生の英語学習の動機付けを図り英語力及び学習
意欲の向上を図る。

160 5010020000 学校教育課 教育費 就学援助事業経費 就学援助事業（中学校） 30,165
経済的に就学が困難な要保護及び準要保護の生徒の保護者に対し、学用品費、給食
費、クラブ活動費、医療費等の一部を支給する。
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業

No
所属
ｺｰﾄﾞ

担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

161 5010020000 学校教育課 教育費 特別支援教育経費 特別支援教育事業（中学校） 16,784
中学校に特別支援教育支援員を配置し、個別の支援を必要とする生徒の学習活動や学
校生活を支援する。

162 5010010000 教育総務課 教育費 学校施設整備経費 水沢中学校校舎等改築事業 新規 114,681 水沢中学校校舎等改築のため、令和３年度は測量調査、基本設計等を行う。

163 5010010000 教育総務課 教育費 学校施設整備経費
江刺第一中学校屋内運動場改築
事業

65,183 江刺第一中学校旧屋内運動場の解体及び駐車場整備工事

164 5010020000 学校教育課 教育費 幼稚園管理運営経費 一時預かり幼稚園型事業 17,103 公立幼稚園で預かり保育事業を実施し、保護者に対する子育て支援の推進を図る。

165 5010010000 教育総務課 教育費 幼稚園施設整備経費 幼稚園施設整備事業 12,740 閉園幼稚園の閉鎖工事並びに旧前沢南幼稚園プール・車庫解体工事

166 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費 生涯学習推進事業経費 学校支援地域本部事業 3,059
学校と地域の協働を人的、物的に支援することで学校側の負担を軽減し、教師が子ど
もと向き合う時間を確保する。

167 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費
子どもの居場所づくり事
業経費

放課後子ども教室推進事業 16,632 地域の協力を得ながら、安全・安心な子どもの活動場所を提供し健全育成を図る。

168 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費 芸術文化振興事業経費 芸術文化振興事業 一部新規 12,452 8,500

芸術文化祭の委託、芸術文化協会への補助等を行うことにより、文化活動の推進を図
る。【一部新規】令和３年12月に胆沢文化創造センターにおいて、奥州ジュニアオー
ケストラスクール10周年を記念し、日本フィルハーモニー交響楽団を招いた公演事業
を実施する。

169 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費
子どもの読書活動推進事
業経費

子どもの読書活動推進事業 2,116
絵本の読み聞かせなどを恒常的に提供し、子どもの読書習慣の日常化や健全な発育を
図る。

170 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費 成人式開催事業経費 成人式開催事業 1,004 新成人を祝い励ますと共に、大人の自覚を促すよう成人式を開催する。

171 5010040000 歴史遺産課 教育費 文化財保存活用事業経費 無形民俗文化財保存活用事業 2,159
全ての地域の無形民俗芸能保持団体に保存伝承を目的とした発表機会の提供を行うた
めの経費。令和２年度から郷土芸能祭の開催を実行委員会形式に統一している。

172 5010040000 歴史遺産課 教育費
埋蔵文化財発掘調査事業
経費

市内遺跡発掘調査事業 29,473 衣川遺跡群ほかの発掘調査等を行い、埋蔵文化財の記録保存を図る。

173 5010040000 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

白鳥舘遺跡発掘調査事業 2,071 白鳥舘遺跡の発掘調査を行う。

174 5010040000 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

長者ケ原廃寺跡発掘調査事業 5,260 長者ケ原廃寺跡の発掘調査を行う。

175 5010040000 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

白鳥舘遺跡整備事業（政策） 10,595 白鳥舘遺跡の案内所・展示物の基本設計・実施設計委託料　ほか

176 5010040000 歴史遺産課 教育費
世界遺産登録推進事業経
費

長者ケ原廃寺跡整備事業（政
策）

16,055 長者ケ原廃寺跡の用地、横断、地形測量委託料　ほか
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令和３年度 一般会計予算(案)　主な事業

No
所属
ｺｰﾄﾞ

担当課 款名称 大事業名称 主な事業 新規区分
予算額
（千円）

うち一部新
規分予算額

内容

177 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費 保健体育総務費 保健体育総務費（政策） 24,516
オリンピック・パラリンピック関連イベント経費、チャレスポおうしゅう実行委員会
負担金ほか

178 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費
生涯スポーツ推進事業経
費

生涯スポーツ推進事業 1,299 各種スポーツ大会の開催により、生涯スポーツの推進を図る。

179 1030020000
生涯学習スポーツ
課

教育費
スポーツ日本一支援プロ
ジェクト経費

スポーツ日本一支援プロジェク
ト

4,282
選手・指導者の育成強化支援により競技力の向上を図り、国内外で活躍するトップア
スリートの輩出に努める。

180 6000010000
選挙管理委員会事
務局

総務費 選挙管理委員会事務経費
選挙管理委員会事務経費（政
策）

新規 14,900
人の出入りが多い施設に無線ネットワークによる期日前投票所を整備し投票率の向上
を図る。

区分 件数
予算額
(千円)

新規 8 277,743

一部新規 8 40,504
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単位：千円

区分 No. 個別事業名 事業の概要 R03予算額

(1) 安定した雇用と新しい産業の創出 120,226

1 伝統産業振興事業
伝統的工芸品である岩谷堂箪笥及びその技術を活用した新ブラ
ンド「岩谷堂くらしな」製品の販路拡大事業への補助

1,900

2 創業支援事業
企業・創業者支援、地域経済の活性化・雇用の機会の創出に向
けた創業セミナーの実施、出展費等の補助

9,381

3 農業マイスター事業 農協と連携し、農業の担い手を育成する 615

4 肉用羊産地拡大支援事業
肉用羊飼養頭数拡大のための繁殖素羊の導入及び電気牧柵の
整備の推進

250

5 新規就農者支援事業
農業次世代人材投資資金の交付等により新規就農者を支援す
る

47,044

6 ジョブカフェ運営事業
雇用の促進と安定化及び企業の人材確保のためのジョブカフェ
の運営

18,789

7 ブランド牛生産拡大事業
管内一貫生産の推進、畜産農家の体質強化及び産地の確立を
図るための補助

20,760

8 新品種りんご「奥州ロマン」導入促進事業 市産新品種りんご「奥州ロマン」の普及促進 1,070

9 ６次産業化・地産地消推進事業
学校給食での地場農畜産物の利用拡大や販売促進活動・産直
支援事業等の実施

7,030

10 観光客誘致促進事業
観光拠点のルート化、観光客の受け入れ態勢の整備、観光関係
団体の育成、地域おこし協力隊による活動

10,800

11 訪日外国人観光客受入拡大事業
首都圏等への情報発信、受入環境の整備拡充、海外での誘致
活動、近隣自治体と連携した受入拡大事業等の実施

2,587

(2) 出会いを通じた結婚支援、子育て環境ナンバーワンへ 40,506

12 分べん取扱施設設備整備事業 分べんを取り扱う病院、診療所等の設備の整備に対する補助 2,000

13 結婚支援事業 “いきいき岩手”結婚サポートセンター運営に係る負担金等 402

14 不妊治療費助成事業 不妊治療補助（特定不妊、一般不妊、男性不妊） 4,100

15 妊娠・出産包括支援事業 妊産婦の宿泊支援、デイサービス支援、訪問支援の実施 1,971

16 妊産婦タクシー乗車券給付事業
妊産婦への日常生活時のタクシー助成券の給付、出産時、緊急
入院時の指定交通機関利用料金の助成

2,078

令和３年度総合戦略事業
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単位：千円

区分 No. 個別事業名 事業の概要 R03予算額

令和３年度総合戦略事業

17 潜在看護師復職支援事業 現在就職していない看護師の復職研修への参加旅費の助成 105

18 医療介護従事者修学資金貸付事業
市内医療介護施設への就職を目指し、資格取得のための養成
所等に修学する者に対して、入学一時金、月額貸付金の貸付

9,520

19 医療介護従事者確保対策事業 医療介護施設の在職者を対象とした、奨学金返済の支援 5,040

20 介護職員初任者研修受講料助成事業 介護施設の在職者を対象とした、初任者研修受講料の助成 738

21 保育士等確保緊急対策事業 新規就労保育士等及び在職者を対象とした奨学金返済の支援 14,552

(3) 体験を通じた新たな奥州ファンの開拓 28,211

22 広域観光推進事業 胆沢ダム周辺の自然環境を活用した体験型コンテンツの構築 3,700

23 移住・定住促進事業
移住フェア出展等によるプロモーション、移住支援員配置による
移住希望者への支援

3,479

24 移住支援事業
東京圏在住者が移住とともに就労・起業した際の移住支援金の
給付（県・県内市町村共同事業）

6,497

25 カヌー等推進事業
カヌージャパンカップの誘致並びにカヌー競技の普及及び競技力
の向上を推進

14,535

(4) 地域愛の醸成と、安心・安全に生活できる個性豊かな地域社会の実現 46,717

26 多文化共生推進事業
多文化共生社会の実現に向けた外国人生活支援事業、多文化
共生推進講演会事業、（一財）自治体国際化協会の助成事業の
活用による外国人のための防災体制構築事業の実施等

9,666

27 市民活動事業
市政への市民参画機会の充実を図るため、市民参画手続手法
の適正化のための自治基本条例推進委員会の運営、市民参画
手続研修会の実施等

419

28 市民公益活動団体支援事業
協働によるまちづくりを進めるため、協働のまちづくりアカデミー
修了生と地域とのつながり支援、（一財）地域活性化センターの
助成事業の活用による（仮称）『つながる』フェスタの開催等

8,646

29 男女共同参画推進事業
男女共同参画社会の実現に向けた男女共同参画講演会及びセ
ミナーの開催、岩手県男女共同参画センターと連携した取組み
等

340

30 国際交流推進事業
国際交流と異文化交流の促進、多文化共生社会の実現に向け、
奥州市国際交流協会が実施する事業への補助

4,624
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単位：千円

区分 No. 個別事業名 事業の概要 R03予算額

令和３年度総合戦略事業

31 地区内交通運行事業
第３次バス交通計画に基づき、幹線、支線まで接続する公共交
通体系を確立し、運営に当たる事業主体を支援していくための補
助制度

15,838

32 バス交通計画推進事業
公共交通の利用を促進するための各種事業（バスの乗り方教
室、公共交通を考えるシンポジウムの開催等）

356

33 地域自治組織情報共有等強化事業
地区振興会の自立的、主体的、計画的、持続的な取組みに向け
た先進事例の紹介、地区振興会と行政の情報共有の強化

279

34 ライフステージに応じた学習機会提供事業
生涯学習推進事業、家庭教育支援事業及び青少年育成事業の
実施

4,861

35 学習支援事業 地域愛醸成のための教育研究所による副読本作成 1,688

235,660合計
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区　　　分

財政規模 56,478,500 千円 58,723,900 千円 －

財政規模伸び率 △ 3.8 ％ △ 3.8 ％ △ 1.0 ％

歳入（伸び率）

市税（地方税） △ 6.0 ％ △ 1.6 ％ △ 7.0 ％

地方交付税 △ 6.0 ％ △ 6.3 ％ 5.1 ％

国庫支出金 4.9 ％ 0.2 ％ 2.4 ％

繰入金 △ 36.8 ％ 29.1 ％

市債（地方債） 9.3 ％ △ 27.9 ％ 21.2 ％

    一般財源比率 60.5 ％ 60.9 ％ 64.3 ％

自主財源比率 33.2 ％ 35.4 ％

市債依存度 7.5 ％ 6.6 ％ 12.5 ％

歳出（伸び率）

人件費 △ 1.2 ％ 14.2 ％ △ 0.7 ％

公債費 △ 4.3 ％ △ 4.9 ％ 0.7 ％

普通建設事業費 △ 12.1 ％ △ 30.6 ％ △ 6.6 ％

歳出（構成比）

　　義務的経費 48.9 ％ 47.1 ％

　　投資的経費 5.7 ％ 6.2 ％

　　その他 45.4 ％ 46.7 ％

実質公債費比率 14.7 ％ 15.6 ％

市債残高 年度末見込額 年度末見込額 地方の借入金残高

613.3億円 640.2億円 （年度末見込）

一人当たり市債残高 53.5万円 55.1万円 190兆円

当該年度中起債見込額 （42.2億円） （38.6億円）

当該年度中元金償還見込額 （69.1億円） （71.6億円）

※精査の結果、計数に異動を生ずることがある。

（参考）

市債残高（全会計） 1,178億円 1,218億円

主 要 財 政 指 標

令和３年度 令和２年度 参考 地財対策

（　当　　　初　　　予　　　算）

令和２年５月31日現在 令和元年５月31日現在
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主な基金の状況 (単位：千円)

財政調整基金 減債基金 下水道償還基金 農集排償還基金 浄化槽償還基金

合併時現在高 5,631,352 1,087,598 185,179 652,352 7,556,481

17年度末現在高 1,678,219 300,005 100,000 100,000 100,000 2,278,224

平成18年度 18年度末現在高 701,685 346,879 101,991 179,668 142,024 1,472,247

平成19年度 19年度末現在高 576,739 212,631 103,085 151,495 171,244 1,215,194

平成20年度 20年度末現在高 481,290 337,866 104,142 118,229 197,728 1,239,255

平成21年度 21年度末現在高 867,361 423,010 104,357 148,023 224,125 1,766,876

平成22年度 22年度末現在高 2,434,024 582,537 104,465 157,940 246,450 3,525,416

平成23年度 23年度末現在高 4,319,629 989,304 104,747 165,522 266,298 5,845,500

平成24年度 24年度末現在高 5,664,860 1,529,811 104,896 178,838 288,394 7,766,799

平成25年度 25年度末現在高 6,414,909 1,838,611 103,138 193,886 305,942 8,856,486

平成26年度 26年度末現在高 7,745,956 1,370,578 103,585 208,431 321,564 9,750,114

平成27年度 27年度末現在高 9,085,664 1,892,456 103,823 216,430 335,860 11,634,233

平成28年度 28年度末現在高 9,184,425 1,878,962 103,991 218,262 347,412 11,733,052

平成29年度 29年度末現在高 9,120,026 2,046,162 84,902 181,430 303,351 11,735,871

平成30年度 30年度末現在高 8,583,643 1,040,822 65,606 143,383 259,211 10,092,665

令和元年度
(平成31年度)

元年度末現在高 7,895,951 979,627 46,166 112,972 214,555 9,249,271

当初予算積立額 21,728 126,884 230 32,775 14,798 196,415

当初予算取崩額 △ 2,843,388 △ 200,000 △ 20,000 △ 40,000 △ 60,000 △ 3,163,388

17号補正までの積立額 276,032 63,060 △ 55 △ 10,264 △ 1,258 327,515

17号補正までの取崩額 △ 919,144 △ 919,144

今後積立額 △ 5,557 △ 5,557

今後取崩額 770,929 770,929

２年度末現在高見込み 5,202,108 969,571 26,341 89,926 168,095 6,456,041

当初予算積立額 6,717 129,550 599 24,165 14,535 175,566

当初予算取崩額 △ 1,342,874 △ 200,000 △ 20,000 △ 40,000 △ 60,000 △ 1,662,874

３年度末現在高見込み 3,865,951 899,121 6,940 74,091 122,630 4,968,733

令和３年度

財政調整基金等

　※取崩額の正数表示は取り止めを表します。

合　計

平成17年度

令和２年度

※
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奥州市国民健康保険税の見直しに関する市民説明会開催結果報告について 

 

１ 開催期間 令和３年１月19日(火)～令和３年１月23日(土) 

２ 開催会場 ５会場 

３ 参加者数 159人 

 
期日 

曜

日 
時間 地域 会場 参加者数 

１ １月19日 火 13:30～14:30 衣川 衣川保健センター 多目的ホール 6人 

２ １月20日 水 13:30～14:30 胆沢 健康増進プラザ悠悠館ふれあいホール 22人 

３ １月21日 木 13:30～14:30 前沢 前沢総合支所 ４階 401大会議室 31人 

４ １月22日 金 13:30～14:30 江刺 江刺総合支所 多目的ホール 51人 

５ １月23日 土 13:30～14:30 水沢 水沢地区センター  第１・２会議室 49人 

計  159人 

 

４ 結  果 

国保税率の引上げに関する市民説明会において、国民健康保険の仕組み、当市国民健康

保険の状況、税率改正について、説明を行い質疑に応対いたしました。 

税率の改正案に概ね理解を示していただき、税率の引上げへの反対意見や改正内容の変

更を求める意見はありませんでした。 

 

＜参考＞ 

〇主な質問事項 

・ 岩手県内の税率が統一される時期はいつか。税率はどの程度まで上がるのか。 

・ 各市町村が現在保有している財政調整基金はそのままなのか、あるいは県に持ち寄り県

が保有する形になるのか。 

・ 財政調整基金は５億で足りるのか。 

・ 奥州市の保健事業や医療費の状況はどうか。 

・ 所得割よりも均等割及び平等割の上昇が大きいのはなぜか。 

・ 奥州市の国保税の収納率と滞納額を知りたい｡ 

 

〇主な意見等 

・ 県全体で保健事業に取り組み、統一しても税率が上がらないようにしてほしい｡ 

・ 県内市町村間で、医療費の格差がある場合、医療費が少ない市町村が、結果的に多く負

担することにならないようしてほしい。 

・ 保健事業でいかに医療費を圧縮出来るかが重要であり、レセプトのチェック、ジェネリ

ックの普及等、適正化事業に取り組んでほしい。 

・ コロナで収入減となった場合等、減免制度を積極的に活用してほしい。 

・ 収納率を上げてほしい。 

令和３年２月１日 

市議会全員協議会資料 

健康こども部 健康増進課 



 

 

令和３年度行政組織について 

 

 地方自治法第 158 条第２項では、地方自治体は行政組織の編成にあたり事務事業の運営

について簡素かつ効率的になるように配慮しなければならないとされております。 

 今般の本市を取り巻く新たな行政需要や令和３年度の重点的に取り組むべき施策を推進

するため、行政組織を次のとおり見直します。 

 

１．令和３年度奥州市行政組織図  別紙１のとおり 

 

２．主な組織再編について     別紙２のとおり 

 

３．今後の予定 

本案に基づき、令和３年度第１回定例会(２月議会)にて、奥州市部設置条例の一部改

正を提案する予定としております。 

 

 

議 会 全 員 協 議 会 
令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 
総 務 企 画 部 総 務 課 



令和３年度奥州市行政組織図

胆　　　沢
総合支所

衣　　　川
総合支所

人口プロジェクト推進室

公共交通対策室

総 務 課 秘書係　行政係　人事係　給与厚生係
事 務 局 地域支援グループ

市民生活グループ 市民福祉グループ 市民生活グループ 市民福祉グループ
都市プロモーション課

本　　　庁 総合支所

市長部局

総 務 企 画 部 政策企画課 企画推進係　統計係 水　　　沢
総合支所

江　　　刺
総合支所

前　　　沢
総合支所

広聴広報係　ふるさと交流係　

地域支援グループ 地域支援グループ 地域支援グループ

情報政策室

財産運用課 管財係　販売推進係

納 税 課 収納係　滞納整理係

財 務 部 財 政 課 財政係　契約係

税 務 課 市民税係　土地係　家屋係

行政経営室

競馬対策室

協働まちづくり部 地 域 づ く り 推 進 課 市民活動係

市 民 環 境 部 市 民 課 市民係　戸籍係　国民年金係

総合相談室

地域支援室

生涯学習スポーツ課 生涯学習係　スポーツ振興係

 インターハイ推進室

危機管理課 消防係　防災保安係

商 工 観 光 部 商業観光課 商業振興係　観光物産係

マイナンバーカード推進室

生活環境課 環境係　生活衛生係　生活安全係

空家対策室

農 林 部 農 政 課 農政係　農産係　畜産係

農地林務課 農村整備係　林政国調係 農村保全係

ロケ推進室

企業振興課 工業振興係　労政係

企業支援室

観光施設対策室

工業団地整備推進室

長寿社会課 高齢者福祉係　介護給付係　介護認定係

奥州市地域包括支援センター

食農連携推進室

福 祉 部 福 祉 課 地域福祉係　障がい者支援係　障がいサービス給付係　保護第一係　保護第二係

 農 村 保 全 推 進 室

 江刺駐在
 地域医療介護推進室

上 下 水 道 部 経 営 課  経営係　 会計係　水道経営係　下水道経営係　管理係

浄化槽法適化準備室

維持管理課 管理係　道路河川担当

都市計画課 都市調整係　計画係　公園緑地係  建築指導係　建築係　住宅係

都 市 整 備 部 土 木 課 企画調整係　用地係　技術振興係　道路計画係  道路建設係

健 康 こ ど も 部 こ ど も 家 庭 課 家庭福祉係　児童育成係　子育て支援係

衣 川 支 所

学校教育課 学事係　学校教育係　学校健康係

教育総務課 総務係　施設係
水 沢 支 所

江 刺 分 室 前 沢 分 室 胆 沢 分 室 衣 川 分 室

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

世界遺産登録推進室

農業振興係　農地係
江 刺 分 室 前 沢 分 室 胆 沢 分 室 衣 川 分 室

監 査 委 員 事 務 局

農 業 委 員 会 事 務 局

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

歴史遺産課 企画管理係　調査活用係

前 沢 支 所 胆 沢 支 所

ＩＬＣ推進室 健康福祉グループ 健康福祉グループ

経営管理課 総務係　医事係　管財係

財産管理室

水 道 課 計画係　工務係　施設係　給水係　維持係

下 水 道 課 排水係　計画工務係　施設維持係

会 計 課

情報教育推進室

学校再編推進室

議 会 事 務 局 総務係　議事調査係

教 育 委 員 会 事 務 局

医師確保推進室

新市立病院建設準備室

医 療 局 経 営 管 理 部

審査係　出納係

健 康 増 進 課 国保係　医療給付係　健康づくり係　予防接種係　母子保健係　親子みらい係

保 育 こ ど も 園 課 幼保支援係　施設再編整備係

8.31廃止済

設置目的を達成したことから「地域医療介護推進室」を廃止し、業務を長
寿社会課・地域包括支援センター・健康増進課へ移管する。

設置目的を達成したことから、「農村保全推進室」を
廃止し、業務を農地林務課へ移管する。

農村保全業務を恒常的に実施する組織として、
「農村保全係」を設置する。

市営浄化槽事業の地方公営企業法適用準備を進めるため、
「浄化槽法適化準備室」を設置する。

「経営係」及び「会計係」を、「水道経営
係」及び「下水道経営係」に変更する。

ＧＩＧＡスクール構想への対応及び情報教育の推進を図るた
め、「情報教育推進室」を設置する。

市立小中学校の再編に係る業務を推進するため、「学校再編推
進室」を設置する。

工業団地整備の推進及び効率的かつ機能的な組織体制の構築
を図るため、「工業団地整備推進室」を設置する。

江刺地域において民間法人による委託型センターを設置す
る体制が整備されたことから「江刺駐在」を廃止する。

温泉・宿泊施設及びスキー場の民間移譲等を円滑に進めるた
め、「観光施設対策室」を設置する。

【別紙１】



 

 

【別紙２】 

令和３年度行政組織の再編について 

 

１．部(課)内室の新設 

組織名称等 設置目的 位置づけ等 

観光施設対策室 

(令和３～４年度) 

市の運営する温泉・宿泊施設及びスキー場の民

間移譲等を円滑に進めるため。 
商工観光部 部内室 

工業団地整備推進室 

(令和３～５年度) 

市が直接実施する工業団地整備の推進及び整備

後の分譲販売業務に対応するため。 

商工観光部 

企業振興課 課内室 

浄化槽法適化準備室 

(令和３～５年度) 

市営浄化槽事業の地方公営企業法適用準備を進

めるため。 

上下水道部 

経営課 課内室 

情報教育推進室 

(令和３～７年度) 

ＧＩＧＡスクール構想への対応及び情報教育の

推進を図るため。 

教育委員会事務局 

学校教育課 課内室 

学校再編推進室 

(令和３～５年度) 

市立小中学校の再編に係る業務を推進するた

め。 

教育委員会事務局 

学校教育課 課内室 

 

２．部(課)内室の廃止 

組織名称 廃止理由等 位置づけ等 

農林部農地林務課 

農村保全推進室 

世界農業遺産登録認定申請により、一定の設置目的を

達成したことから廃止するもの。（所掌業務は農地林

務課へ移管） 

課内室 

福祉部 

地域医療介護推進室 

地域医療計画の策定により設置目的を達成したことか

ら廃止するもの。（所掌業務は長寿社会課・地域包括

支援センター・健康増進課へ移管 ※要条例改正） 

部内室 

 



     
 

 市道松堂八幡線新張踏切拡幅事業に伴う東北本線水沢駅・金ケ崎駅間新張踏切拡幅工事の 

 協定について  
１ 概要 

本業務は、奥州市道路整備計画に基づき拡幅整備するもので、踏切内の工事においては、

鉄道の安全運行の観点から、鉄道事業者である東日本旅客鉄道株式会社と協定を締結し、

工事を委託するものである。 

当該踏切は、佐倉河小学校の通学路緊急合同点検で拡幅要望が出されていたもので、 

市では通学路交通安全プログラムを策定し、国の緊急対策踏切として抽出された。その後、

平成 29 年に踏切道改良促進法に基づき、「改良すべき踏切道」として法指定を受け、 

早期に対策を講じる必要がある。  
２ 法指定までの経緯 

平成 24 年度     通学路緊急合同点検を実施し、佐倉河小学校より踏切拡幅の要望。 

平成 24 年度～27 年度 新市建設計画により、踏切前後の歩道を整備。 

平成 27 年２月    奥州市通学路交通安全プログラムを策定し、国において緊急に対策 

が必要な踏切として抽出。 

平成 29 年１月    踏切道改良促進法に基づき、「改良すべき踏切道」として法指定。 

 

３ 協定内容 

 (1)位 置：水沢佐倉河字九蔵田地内 

(2)期 間：令和３年４月～令和３年 10 月 

(3)協定額：161,840,000 円 

※協定締結は議会の議決に付すべき契約のため、令和３年第１回市議会定例会の 

議決後に締結する。 

 

４ 委託内容 

踏切拡幅工事  

・現況 幅員 W=3.5ｍ（車道のみ）、電気設備（警報機２基、遮断機２基） 

・計画 幅員 W=9.0ｍ（車道 5.5ｍ、歩道 3.5ｍ）電気設備（警報機２基、遮断機６基） 

踏切長 L=10.8ｍ（現況と変更なし） 

 

５ 事業経過 

(1)期  間：平成 30 年度～令和３年度 

(2)事 業 費：190,340 千円 

Ｈ30～Ｒ１： 18,000 千円 踏切拡幅詳細設計 

（財源 合併特例債【市発注】） 

Ｒ２： 6,000 千円 信号通信設備設計 

（財源 社会資本整備総合交付金(通学路改善)【負担金】） 

Ｒ３：161,840 千円 踏切拡幅工事 
（財源 社会資本整備総合交付金(通学路改善)【負担金】） 

         4,500 千円 踏切前後における道路の擦り付け 

（財源 社会資本整備総合交付金(通学路改善)【市発注】） 

令和３年２月１日全員協議会資料 都市整備部 



     
６ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 踏切拡幅断面図 

 

 

 

 

 

 

   
８ 現況                 ９ 完成イメージ 

（四丑街道踏切 秋葉町前田線） 

 

  



令和３年２月１日全員協議会資料➀ 

協働まちづくり部地域づくり推進課 

 

新しい「協働のまちづくり指針」について 
 

１ 協働のまちづくり指針改訂の主旨 

 (1) 「協働のまちづくり指針」とは 

・官民が共通認識をもって「協働によるまちづくり」を進めるための「共通の手引書」 

・協働の基本的な考え方を示した「本編」と協働推進施策を示した「施策編」で構成 

(2) 「協働のまちづくり指針」改訂の経緯 

・現在運用中の「協働まちづくり指針≪増補版≫」は、令和２年度で運用期間満了のため、 令

和３年度以降の指針として改訂 

(3) 「協働のまちづくり指針」改訂の視点 

・改訂指針の運用期間を令和３年度から令和８年度までの６年間とし、当該期間を「協働の第

３ステージ」と位置付け 

・地域づくり活動団体や市民公益活動団体（協働の担い手）が行う公益活動をさらに自立的、

主体的、計画的、持続的なものとし、「協働によるまちづくり」を進めるため、現在取組んで

いる協働推進施策を検証・評価したうえで、総合的に改訂  
２ 協働のまちづくり指針≪増補版≫施策の成果と課題 

 (1) 主な成果 

  ・地区センター管理を地区振興会が担い、地域づくり活動の拠点として運用開始 

  ・協働推進施策の展開により、他の手本となる協働の担い手が誕生 

 (2) 主な課題 

  ・人口減少や高齢化が一因で、協働の担い手の人員不足 

・協働の担い手同士が協働しての取組みの僅少が一因で、地域課題の解決が停滞気味 

 
※成果はのばし、課題を解決するための施策を創設し、改訂指針では重点的に取組む※ 

 

３ 協働のまちづくり指針≪改訂版≫が目指す姿 

～ 『 つながる 』 ～ 

改訂指針では、「協働の担い手が実践する公益活動が、組織の垣根を超えて『つ

ながる』ことを強く意識した活動となること」を目指す。 

⇒市は、協働の担い手とともに「協働の担い手同士」や「協働の担い手と市」が『つな

がる』きっかけを増やしていく取組みを進める。 

 

◎協働のまちづくり指針が目指す姿 

 

 

 

 

 

①協働の第１ステージ 

（Ｈ23～Ｈ27） 

 

協働のトレーニング 

期間 

③協働の第３ステージ 
（R3～R8） 

 
②＋『つながる』 

意識醸成期間 

①協働の第２ステージ 

（Ｈ28～R2） 

 

自治自立を実現する 

ための意識醸成期間 

  



新しい「協働のまちづくり指針」について

～ 『つながる』意識の醸成を目指して ～

協働まちづくり部地域づくり推進課

令和３年２月１日

令和３年２月１日全員協議会資料②
協働まちづくり部地域づくり推進課



Ⅰ 協働のまちづくり指針改訂の主旨

1

◎協働のまちづくり指針とは
○市民の皆さんと行政が共通認識をもって「協働によるまちづくり」を進めるための「共通の手引書」

○協働の基本的な考え方を示した「本編」と市が行う協働推進施策を示した「施策編」で構成

◎協働のまちづくり指針改訂の経緯
○現在は、「協働のまちづくり指針≪増補版≫」において、平成28年度から令和２年度までの期間を

「協働の第２ステージ」とし、増補版指針に基づく協働推進施策を展開
※令和２年度をもって運用期間満了のため、令和３年度からの指針として改訂

◎協働のまちづくり指針改訂の視点
○協働の基本的な考え方に変更なし⇒「本編」は時代の変化に伴う文言等の調整のみ

○令和３年度から令和８年度までの期間を「協働の第３ステージ」とし、地区振興会などの地域づくり
活動団体やＮＰＯ法人などの市民公益活動団体等（協働の担い手）が行う公益活動を、さらに自立的、
主体的、計画的、持続的なものとし、「協働によるまちづくり」を進めるため、

市が行う「協働推進施策」を総合的に改訂

①協働の第１ステージ
（Ｈ23～Ｈ27）

協働のトレーニング

期間

②協働の第２ステージ
（Ｈ28～Ｒ２）

自治自立を実現するた

めの意識醸成期間

③協働の第３ステージ
（Ｒ３～Ｒ８）

②＋各団体等がつな

がる意識醸成期間

◎協働のまちづくり指針が目指す姿



Ⅱ 現指針に基づく施策の成果と課題（１）

2

◎地域づくり活動の推進
≪実践した主な事務事業≫

〇協働のまちづくりアカデミーの開講、 ○地区センター指定管理者制度選択導入の促進、○地域運営交

付金制度、協働のまちづくり交付金制度等の運用、○地域づくり推進課地域支援室の設置と連携、 など

≪主な課題≫
▼地域づくり活動の担い手不足の解消に至らず

▼地域運営の経営資源の自己調達が困難

▼他の協働の担い手との協働推進体制が整いきれず

≪主な成果≫
◎協働の担い手の着実な養成と輩出

◎全ての地区センター管理を地区振興会が担う

◎安定的な地域（地区振興会）運営促進

◎市民公益活動の推進
≪実践した主な事務事業≫

○市民活動支援コーディネーターの配置、○奥州市民活動支援センターの運営、 ○市民提案型協働支

援事業補助金制度の運用、など

≪主な課題≫
▼補助金制度の活用件数の減少

▼他の協働の担い手との協働推進体制が整いきれず

▼市民公益活動サポート体制の強化

≪主な成果≫
◎協働事業化により団体の取組みの最適化

◎地域課題解決に向けた取組みの活性化

◎今後の市民公益活動サポート体制の構築



Ⅱ 現指針に基づく施策の成果と課題（２）

3

◎協働推進体制の整備
≪実践した主な事務事業≫

○協働の提案テーブル制度の運用、○協働のまちづくり推進員の配置、○自治基本条例推進委員会の

運営、協働のまちづくりフォーラムの開催、など

≪主な課題≫
▼協働の担い手により、協働意識の浸透に差

▼他の協働の担い手との協働を進めるきっかけ、場

が不足

▼各種計画等への意見反映割合低い

▼協働推進予算の確保困難

≪主な成果≫
◎協働の視点に立った話し合いがなされ始め、協

働の意識が徐々に浸透

◎市民参画手続手法の多様化

手本となる事例や他の担い手の活動状況などの情報を得られる場、気軽に意見交換ができる場な

どがあれば、解決に向けたヒントや糸口が得られ、地域課題の解決に『つながる』可能性あり。

★３つの施策共通の課題

協働の担い手の悩み：自身の取組みを地域課題の解決につなげるにはどうすべきか

奥州市では、①協働の担い手同士の情報交流・意見交換の場（ツール）が限定的

②協働の担い手同士が連携しての地域課題の解決に向けた取組みの実践が僅少

この課題を解決するための施策を創設し、改訂指針では重点的に取組む



Ⅲ 改訂指針の目指す姿

4

(1) 現指針において取り組んでいる「自治自立を実現するための行動を選択する段階であることの意

識醸成を図ること」については、その定着には至っていないため、継続して取組む必要があります。

(2) 協働の担い手の公益活動が、自立的、主体的、計画的、持続的なものとなるためには、(1)の意識

醸成に加え、担い手が相互につながりながら、それぞれが持つ強みやスキル、ノウハウを持ち寄り、

それらを共有し、最大限活かしつつ、地域課題の解決に向けた取組みを実践していく意識をも醸成し

ていくことが肝要です。

∴改訂指針では、「協働の担い手が実践する公益活動が、組織の垣根を超えて『つながる』
ことを強く意識した活動となること」を目指し、市は、担い手とともに「担い手同士」や「担い
手と市」が『つながる』きっかけを増やしていく取組みを進めていきます。

(3) (2)を意識して活動できる協働の担い手が市内全域に数多く生まれることにより、多種多様な担い

手同士のネットワークの構築が図られ、地域課題の解決に「つなげる」こと、担い手の公益活動の活

性化に「つなげる」こと、さらには、次代の担い手に「つなげる」こと、に『つながる』取組みに昇

華することが期待されます。

(4) 加えて、市民や事業者がその姿に触発され、新たに地域づくり活動や市民公益活動への参画する

など、担い手の底辺拡大への貢献が期待されます。

～ 『 つながる 』 ～

①協働の第１ステージ
（Ｈ23～Ｈ27）

協働のトレーニング

期間

②協働の第２ステージ
（Ｈ28～Ｒ２）

自治自立を実現する

ための意識醸成期間

③協働の第３ステージ
（Ｒ３～Ｒ８）

②＋『つながる』意識
醸成期間

◎協働のまちづくり指針が目指す姿



≪参考≫改訂指針が目指す「つながる」事例

5

◎地域づくり活動団体と市民公益活動団体が『つながる』！
地区内で初の「花火の打ち上げ」を目指す「稲瀬振興会」 と「打ち上げ花火」の経験を持つ「江刺藤里ファイ

ヤーワークス」とが『つながる』！

実施に際しての許認可等クリアしなければならない事項が整理され、当日は、円滑に、そして華やかに実施

されました。

◎地域づくり活動団体と地域づくり活動団体が『つながる』！
地区内で初の「夏まつり」の開催を目指す「伊手振興会」と既に「夏まつり」を開催している「姉体町振興会」

とが『つながる』！

夏まつりを実際に視察し、意見交換を行うなどし、開催に向けた課題等が整理され、開催に向けた構想が固

まりつつあります。

◎市民公益活動団体と市民公益活動団体が『つながる』！
障がい児を対象とした「サッカー教室」の開催を目指す「NPO法人シチズンスポーツ奥州」と障がい児支援の

ノウハウを持つ「NPO法人こぽ」とが『つながる』！

それぞれがもつ「ノウハウ」や「強み」を融合させ、参加者の安全が十分確保された、スポーツの楽しさを伝え

ることができた、イベントとなりました。

◎その他の『つながる』！
・白山地区振興会とNPO法人いわて地域づくり支援センターが『つながり』、地区コミュニティ計画を改訂

・北股地区振興会と岩手県立大学が『つながり』、ワークキャップ（ボランティア活動）を開催

・ひめかゆ協力会と（株）ひめかゆが『つながり』、ひめかゆ温泉前のフラワーガーデンを再生

※地区振興会内組織として「課題解決型特命チーム」を組織し、地域課題の解決に向けた取組みを実践（

真城地区振興会（ちーむやなぎ（仮））、生母地区振興会（もたい元気の会、赤生津活性化協議会））



Ⅳ 改訂指針における施策の体系（１）

6

市では、令和８年度を目途に、協働の担い手が「目指す姿」となり、その「姿」が持続可能なものとな

るよう、協働推進施策として４つの柱を掲げ、それら施策に基づく各種事務・事業に取組みます。

◎協働のまちづくり指針≪改訂版≫の協働推進施策
①多様な主体間の協働推進（重点テーマ）、
②地域づくり活動の推進、③市民公益活動の推進、④協働推進体制の整備

住
ん
で
良
か
っ
た
と

実
感
で
き
る
ま
ち
の
実
現

改訂指針の目指す姿 ～ 『つながる』 ～

②地域づくり活動
の推進

③市民公益活動
の推進

④協働推進体制
の整備

『
つ
な
が
る
』
団
体
が

数
多
く
生
ま
れ
る

協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

団
体
活
動
が
自
立
的
・主
体
的
・

計
画
的
・持
続
的
と
な
る

⓵多様な
主体間の
協働推進

◎協働推進施策のイメージ図

※「多様な主体」とは、協働の担い手のほか、奥州市に関わる全ての団体・個人を指します。



Ⅳ 改訂指針における施策の体系（２）

7

施策（大分類） 施策（小分類）

①多様な主体間の協働推進

ア 協働の担い手育成の強化

イ 情報提供と情報共有の充実

ウ 主体間の相互交流の活性化

②地域づくり活動の推進

エ 自立した地域運営への誘導

オ コミュニティ計画の促進

カ 地区づくり活動拠点施設管理の適正化

キ 自治集会施設の環境維持

③市民公益活動の推進
ク 市民公益活動の活性化

ケ 市民活動支援センター機能の拡充

④協働推進体制の整備

コ 市職員の協働意識の高揚

サ 協働の提案テーブルの機能向上

シ 市政への市民参画機会の充実

ス 協働推進のための関連経費の確保

◎協働推進施策一覧



Ⅴｰ1 多様な主体間の協働推進
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ア 協働の担い手育成の強化
協働の担い手が市内の各地域において、地域課題解決のための持続的な活動、『つながる』意識をもっ

た活動ができるよう、下記人材育成事業に取組みます。

○協働のまちづくりアカデミー（初級編）開講事業（見直し）

○協働のまちづくりアカデミー（『つながる』編）開講事業（新規）

○協働推進スキルアップ研修開催事業（見直し） など

イ 情報提供と情報共有の充実
市民や協働の担い手の協働に対する理解と実践意識の浸透、公益活動の活性化に資する情報の提供と協

働の担い手の『つながる』意識の醸成を進めるため、下記事業に取組みます。

○協働のまちづくりフォーラム、地区振興会長等研修会開催事業（見直し）

○情報誌「Irori」や「広報おうしゅう」、市ホームページ等を活用した情報発信事業（継続）

○公共施設等への市民公益活動情報ブースの整備（新規） など

ウ 主体間の相互交流の活性化
協働の担い手の『つながる』意識の醸成と担い手同士の相互連携による地域課題の解決に向けた取組み

の促進、それぞれの公益活動が自立的・主体的・計画的・持続的となることに「つなげる」ため、また、

市民の協働の担い手の活動への関心を高め、一人ひとりが協働によるまちづくりの主役であることの意識

を浸透させ、地域づくり活動や市民公益活動への参画を促すため、下記事業に取組みます。

○協働の担い手との協働での公益活動サポート体制の整備（新規）

○（仮称）『つながる』フェスタ開催事業（新規） など



Ⅴｰ２ 地域づくり活動の推進
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エ 自立した地域運営への誘導
新型コロナウイルス感染症対策を念頭に入れた新たな活動様式の模索を含めた地域主体の地域づくり活

動を促進し、自立した地域運営へ誘導するため、下記事業に取組みます。

○地域づくり活動スキルアップ研修開催事業（見直し）

○地域運営交付金制度の運用（見直し）

○各地区担当市職員との連携（継続） など

オ コミュニティ計画の促進
地域自らが地域の課題を認識し、地区コミュニティ計画を策定しながら、計画的にその解決に向けた活

動に取組むことで、地域の主体性や自立性を育むため、下記事業に取組みます。

○協働のまちづくり交付金制度の運用（見直し）

○地域運営自立チャレンジ補助金制度の創設と運用（新規） など

カ 地域づくり活動拠点施設管理の適正化
地区センターを地域づくり活動の拠点として、地域住民が安心に利活用できるよう、管理に係る必要経

費の適正な算定と支援体制の見直しを不断に行い、当該施設の適正な維持管理に努めます。

○地区センター施設（指定管理施設）の適正管理（見直し）

キ 自治集会施設の環境維持
地域住民の最も身近な活動拠点である自治会・町内会等が設置する自治集会施設の適正な維持管理に資

するため、下記事業に取組みます。

○集会施設整備費補助金制度の運用（継続）

○コミュニティ助成事業補助金制度の運用（継続）
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ク 市民公益活動の活性化
地域の課題解決のための意欲ある市民公益活動を支援するとともに、市民公益活動団体の『つながる』

意識を醸成し、情報共有、相互交流、世代交代による活動の継承を円滑に進めるため、団体のニーズに合

わせて「市民提案型協働支援事業補助金制度」を見直し、適正運用に努めます。

○市民提案型協働支援事業補助金制度の運用（見直し） など

ケ 市民活動支援センター機能の拡充
市民公益活動団体を支援し、団体活動をさらに活性化するため、市民公益活動サポート組織を中心に、

協働推進、『つながる』意識の醸成のための啓発活動、人材育成、相互のネットワークやコーディネート

など、市民公益活動のサポート機能をさらに拡充するため、下記事業に取組みます。

○市民活動支援コーディネーターの配置（継続）

○市民公益活動関係情報の発信と相談対応（継続）

○市民公益活動サポート組織と連動した公益活動支援（新規）

○市民公益活動スキルアップ講座の実施（見直し） など

Ⅴｰ３ 市民公益活動の推進
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コ 市職員の協働意識の高揚
協働によるまちづくりを着実に進めるため、市役所内全ての職場、職員に対する協働意識の更なる浸透

と『つながる』意識の醸成を図るため、下記事業に取組みます。

○協働のまちづくり推進本部の運営（継続）

○各課等への協働のまちづくり推進員の配置（継続）

○協働のまちづくり推進員研修の開催（見直し）

○人事評価制度による職員の協働意識の高揚（新規）

サ 協働の提案テーブルの機能向上
地域課題の解決のため提案を持ち寄り、協働事業化に向けた話し合いを行う場として設置している「協

働の提案テーブル」の機能を向上させるための見直しを図りながら、適正運用に努めます。

○協働の提案テーブルの運用（見直し）

シ 市政への市民参画機会の充実
市民参画の対象となる行政施策へ市民の意見を広く反映させるため、適正な市民参画手続となるよう、

下記事業に取組みます。

○自治基本条例推進委員会の運営（継続）

○市民参画手続研修開催事業（新規）

ス 協働推進のための関連経費の確保
安定的に協働推進施策を運用するため、毎年度実施する行政評価結果に基づく協働推進施策の最適化に

加え、企業版ふるさと納税制度の導入検討等、新たな財源確保の取組みを検討します。

○協働推進施策の検証と見直し（見直し）

○企業版ふるさと納税制度等の導入検討（新規）

Ⅴｰ４ 協働推進体制の整備



基本額＋指定管理加算額

均等割：人口割：面積割＝5.5：4.0：0.5

補助金500千円
×30地区

15,000千円

自主財源

1/4

【継続・削減(特例有）】

協働のまちづくり
交付金

地区振興会が実施す
る地域課題解決や自
治意識等を醸成する
活動経費を交付

【終了(特例有)】

協働のまちづくり
事業補助金

地区振興会が実施す
る各種イベント等ソフト
事業経費を補助

二重線の人件費はR3から加算。R3予算額153,368千円 対R2年度＋4,438千円

R2予算額45,000千円（１地区平均1,500千円）

R2年度で終了（予算額△15,000千円 ）。【特例】コロナ影響による繰越しがR3年度内に限り可

【新規】

地域運営自立
チャレンジ補助金
地区振興会が実施す
る自主財源調達のた
めの商品開発等の事
業の経費を補助

補助金
300千円×5地区 1,500千円

自主財源

1/2

地区振興会等が、地域運営に係る自主財源を調達するため、地区コミュニティ計画に位置付けて実施する商品開発等に要

する経費に補助する。補助率は1/2（30万円上限）、1/2の自主財源が必要。R3予算額1,500千円

～R2

R3 ～

参考① 地区振興会への財政支援の見直し

R3 ～

～R2

～R2

R3 ～

R3予算額30,000千円 （１地区平均1,000千円）。対R2年度△15,000千円。 【特例】コロナ影響による繰越がR3年度内に限り可

地域活動員人件

費１名分（人口１
万人以上の地区）

組織運営費
（均等割：人口

割＝6：4）

生涯学習事

業費（均等割：
人口割＝6：4）

地域活動員人

件費（賃金＋労
働保険料）

組織運営費

加算（均等割
＠100千円

×30地区）

地域活動員人

件費加算（社保
事業主負担＋健

康診断料)

組織運営費集会

施設加算(まち交
から付替え＠10

千円/集会施設）

基本額＋指定管理加算額

均等割：人口割：面積割＝5.5：4.0：0.5
△15,000千円

網掛けはＨ31から加算開始。Ｒ２予算額148,930千円。

組織運営費
（均等割：人口

割＝6：4）

生涯学習事

業費（均等割：
人口割＝6：4）

地域活動員

人件費（賃金
＋労働保険料）

組織運営費

加算（均等割
＠100千円

×30地区）

地域活動人

件費加算（社保
事業主負担＋健康

診断料)

組織運営費集会

施設加算(まち交
から付替え＠10

千円/集会施設）

【継続・拡充】

地域運営交付金
地区振興会の運営及
び活動に要する基礎
的経費を交付（活動
員人件費、生涯学習
費ほか）
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参考② 地区センター管理経費の見直し

R3 ～

～R2【継続・拡充】
指定管理料

地区振興会が地区セ
ンター指定管理者とし
て選定された場合、
協定に基づき指定管
理料を支払

人件費 物件費

R2予算額332,372千円

二重線の人件費はR3から加算。R3予算額336,931千円対 R2年度＋4,559千円

人件費 物件費

人件費（積

算基準見

直し分）

6,759千円

物件費（現行

積算基準の更

新時適用分等

）7,249千円

（R3分）
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参考③ 市民提案型協働支援事業補助金制度の見直し
〇見直しのポイント
①助成対象事業を分かりやすく提示、②各コースの意義を再整理、③申請事務の煩雑さの解消

〇見直しの概要
①「公益的事業」から「奥州市地方版総合戦略の４つの基本目標＋SDGsの17の目標に資する事業」に

②市民公益活動団体の「新たな活動の積極支援(チャレンジコース)」⇒「活動の活性化支援(ステップ

アップコース)」 ⇒「『つながる』意識の醸成と次代につなげる支援(コラボレーションコース)」

③チャレンジコース:補助金審査会審査の廃止、申請書類の簡素化

≪各コースの変更点≫

○変更前

コース チャレンジコース ステップアップコース コラボレーションコース

対象団体・

事業

発足５年未満の市民公益活動団体

が行う新規の公益事業
市民公益活動団体が行う公益事業

市民公益活動団体が複数で行う公益

事業

補助率 10／10以内 ３／４以内 ４／５以内

補助上限額 10万円 30万円 20万円

補助回数 ２回まで 原則３回まで ２回まで

コース チャレンジコース ステップアップコース コラボレーションコース

対象団体・

事業

市民公益活動団体が行う総合戦略

目標＋SDGs目標に資する事業

市民公益活動団体が行う総合戦略

目標＋SDGs目標に資する事業

市民公益活動団体が複数で行う総合

戦略目標＋SDGs目標に資する事業

補助率 10／10以内 ３／４以内 ４／５以内

補助上限額 ５万円 30万円 30万円

補助回数 ２回まで ３回まで 回数制限なし

○変更後（変更箇所は赤字）
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協 働 の ま ち づ く り 指 針

奥 州 市

≪ 改 訂 版 ≫

令和３年２月１日全員協議会資料③
協働まちづくり部地域づくり推進課

(案)

 

令和 年 月 

奥州市協働まちづくり部

地域づくり推進課 
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